
 

（様式３） 

会議の開催結果について 

 
 
 
 １ 会議名 

 
令和４年度第１回河内長野市行財政評価委員会 

 

 ２ 開催日時 令和４年１０月１８日（火） 午前１０時から正午 

 ３ 開催場所 
 
河内長野市役所３階３０１会議室 

 

 

 

 

 ４ 会議の概要 

 

 

 

 

・第５次総合計画の各施策に対する外部評価について 

・その他 

 ５ 公開・非公開の別 

       （理由） 

 
 
公開 

 ６ 傍聴人数 
 
 なし 

 ７ 問い合わせ先  （担当課名） 総合政策部 政策企画課 

                  （内線３４１） 

 

 

 ８ その他 

 

 

＊同一の会議が１週間以内に複数回開催された場合は、まとめて記入できるものとする。 



令和４年度第１回行財政評価委員会・会議録 

 

日 時 令和４年１０月１８日（火）午前１０時～午前１１時３０分 

場 所 市役所３階 ３０１会議室 

出席者 河内長野市行財政評価委員会 ５名 

       事務局       宮阪総合政策部長、小池政策企画課長、及び政策企画課職員 

    事業担当部（課） 自治安全部（危機管理課） 

             都市づくり部（都市計画課、道路課） 

             総合政策部（広報広聴課） 

傍聴者 なし 

 

案件１．第５次総合計画の各施策に対する外部評価について                       

○施策 No.１ 危機管理・防災対策の推進                                  

＜担当部局から評価結果の概要を説明＞ 

 

＜主な質問、意見＞ 

委 員：地域防災リーダーフォローアップ講座について、令和３年度は中止と聞いている。震災などの

時こそ必要だと思うので、コロナだから書面会議ということではなく何か方法を考えて実施す

るのも必要ではないか。また、書面会議では、資料を見ただけで学んでもらえたのか、ステッ

プを踏むなどをしないと、リーダーもだんだん危機感が薄れてくるのではないか。 

 

担当課：対面開催は、コロナの状況を踏まえて、再開するタイミングを検討している。書面会議の資料

は、リーダーが地域で防災の話をする際に活用できるように、今まで学習した内容を総括的に

網羅した、読み原稿が入ったパワーポイントの資料を渡しており、自治会等で、その資料を活

用してミニ講座を実施しているところもあると聞いている。 

 

委 員：防災やコロナ対策は、非常によくやっていただいている。防災リーダーはすごくいいシステム

で、各自治会等からの選出や個人として出てきて、講習を受けてから各自治会で防災の取り組

みを実施している。フォローアップもよいが継続して防災リーダー講習をすることで、各地区

で活動してくれる方が増えると思う。 

以前は、赤峰市民広場で自衛隊も来て一緒に防災訓練をやっていたが、非常にコスト的にも高

いためやめたと聞いている。それぞれの防災組織で、取り組んでいる部分とそうでない部分を

比べることができて、自分たちの立ち位置が分かるし、横の連携も図れるので、規模を縮小し

てもやっていただきたい。また、コロナで市と話す機会がなかったが、コロナも落ち着くと思

うので、現場の会議へも参加して各地区との連携をしていただき、災害時の対応を一緒に考え

ていただきたい。 

 

担当課：リーダー養成講座は、裾野を広げるためにも機会をとらえて実施していきたい。前回の養成講



座は、みっちり学習をするカリキュラムで充実し過ぎていたという意見もあった。アンケート

調査では、ここまでいるのかというご意見もあったので、内容を改訂しながら、タイミングを

見計らって実施していきたい。 

防災訓練について、大規模な地域総合訓練のような形は、本市では取り止めている。お祭り的

な訓練になっていて実利がなかったことから、当時の担当者で検討して、実際に役に立つ訓練

を進めていくべきとなった。市の職員も参加して、地域での避難所運営訓練や段ボールベッド

の組み立て、マンホールトイレの設営など、地域で実際に資機材を出して体験していただいて

います。大きな規模の訓練は、大阪府や広域で連携しながら実施するものがあるので活用して

いきたい。 

 

委 員：取り組みとしていろいろとやっている。備蓄をしっかりやるのは大事だが、特に食べ物は備蓄

して終わりではなくローリングで変えていかないといけない。訓練などと結びつける仕組みを

作って有効に活用していくなど、一体として出来るとよい。 

 

担当課：備蓄の食料品を訓練で使ったらいいじゃないかというのは、まさしくその通りです。自治会や

防災委員会単位の訓練への提供や、ミルクなどは市内の保育園に提供して、ローリングストッ

クを進めており、今後も無駄にならない備蓄の活用を考えていきたい。 

 

委 員：この２年間を考えるとコロナ禍で一番厳しく仕事が大変だったのは、危機管理ではないかと思

う。他市の防災の文章と比較すると災害弱者に関する記述がなかったが、どのように考えてい

るのか。市民団体では、高齢者や障がい者など様々な災害のときに厳しい状況にある方達と連

携しながら活動されている。危機管理は、横断的にいろいろな団体と連携していると思うが、

地縁団体だけではなくて、テーマ型で動いている市民団体との連携がどのようになっているの

かを確認させていただきたい。 

 

担当課：今回の資料では、書くところがなく明記していない。実際には、要支援者名簿を毎年整備し、

各種団体、自治会、社協などに提供している。いざというときは、その名簿を活用して地域の

つながりの中で自助共助を推進していただきたい。また、法律が改正され、それぞれの弱者の

方々のそれぞれの避難計画として個別避難計画を作成しないといけないが、各市町村で実際に

進めていくのは、なかなかハードルの高い案件となっている。今は努力義務であるが、本市で

も進めていかないといけない。危機管理部局だけでは作成できないので、福祉部局等と情報交

換や連携をしながら進めている状況だが、一足飛びにできず目に見えた計画としてはできてい

ない状況です。なお、障がい者担当課では、それぞれのケースが把握できていることが多いの

で、障がい者の施設の方々と話を進めて作っていこうと考えている。一方、高齢者は数が多い

ので、どういうふうな手法で進めていくのか、他の市町村の取り組みも研究しながら進めてい

きたいと考えている。 

 

委員長：防災対策について、ハザードマップの作成から河川管理事業に至るまで、大半が行政側の団体



自治の対策となっている。住みよさ指標は、自主防災組織化率や地域防災活動参加者数になっ

ていて、住民自治のレベルを測るものとなっている。ところが、自主防災組織の組織化を進め

るための施策や防災活動参加者数を増やすための施策が見受けられないので、精査する必要が

ある。災害時の要支援者リスト、災害弱者をどう救うかということも、住民自治との対応がな

ければ難しく、バックアップする住民自治システムをどう作っていくかというのが施策の展開

のところに書かれてないのは非常に気になる。ハードウェアに関する整備は、よく進んでいる

と思うが、システムのソフトを担う住民自治との対応、その設計、施策の展開に関しては、な

お努力を要すると思う。 

 

＜委員会の評価＞（「妥当」、「概ね妥当」、「要検討」の分類により評価） 

    「概ね妥当」 

 

 

○施策 No.４ 交通安全対策の推進                                  

＜担当部局から評価結果の概要を説明＞ 

 

＜主な質問、意見＞ 

委 員：指標はすべてクリアしている。交通安全啓発事業について、幼稚園や保育所の小さい子どもに

対しての交通安全運動は充実しているが、小学生高学年、中学生、高校生の自転車の運転の仕

方は、自動車を運転している者としてすごく危ない運転をしているように感じる。そういうと

ころに対する、勉強や講習会とかを開催する予定があれば教えてください。 

 

担当課：交通事故を無くす運動は、河内長野交通安全自動車協会、警察と協力して進めている。いただ

いた意見を踏まえて、何が効果的なのかを議論しながら、効果的な交通安全運動を進めていき

たい。 

   

委 員：地域安全事業に日々対応していただいてありがとうございます。少し論点が違うかもしれない

が、園児の置き去りが河内長野市でも１件あったと聞いている。システムで対応するという考

え方もあるが、日頃の訓練、指導が一番大事だと思うので徹底していただきたい。また、バス

のガラスにスモークが貼られていて園児が見えなかったということも論点になっていたので、

強制的にできるかどうかは分からないが、撤廃していくという指導をしていただきたい。 

 

事務局：園児の置き去りについて、子ども子育て課がこども園等の対応をしており、テレビで河内長野

市もそういうことがあったと報道された。事情を聞くと、かなり前に 30分以内ぐらいで、事案

があったということを聞いている。意見は担当課に伝える。 

 

委 員：ハード面とソフト面があり両方取り組んでいる。高齢者になり自分で車に乗れないようになる

と、公共交通機関の利便性がとても問われることになる。ここに書かれているハードとソフト



だけではなく、仕組み的にまちが出来ることがあるのではないかと思う。交通安全の啓発は大

事で子どもにはすごく効果があるが、実際にヒヤッとするのは大人で、安全意識を教育するの

は難しい面もあると思う。ハード的にも根本的にスピードを出せないようにクランクをつける

とか仕組みとして対策ができないかと思う。特に河内長野市は、坂が多く物理的に危ないとこ

ろがあると思うので、マップを作るなり、何か対応があってもいいと思う。 

 

担当課：現在の対応としては、スピードを出さないとか、飛び出しがあるなど、電柱に巻き看板を設置

している。また、路面の表示やゾーン 30というエリアの設定、富田林市の寺内町にあるような

当て曲げ、クランクなども考えられるので、その手法も研究していきたい。 

 

委 員：河内長野市だけでなく南大阪地域の特徴として、住宅地開発から時間が経過して人口が高齢化

しており、大きな課題となっている。運転免許証の自主返納自体を強制することはできないの

で、自主返納を進める取り組みはすごくいいと思う。なお、254 人が免許返納をして支援券を

交付したということだが、254件は多いと考えればいいのか教えてほしい。 

 

担当課：自主返納の制度は、令和 2年度からスタートしている。令和 2年度 182人、令和 3年度 254人

で 1.5倍ぐらいとなり、今年度はさらに前年を上回る状況で推移している。高齢者の事故が起こ

ると返納者が増えるし、高齢者自体も増えている。自主返納の制度は効果的であると考えてい

るので、引き続き周知に努めていきたい。 

 

担当課：免許返納だけではなく、ハードやソフト、公共交通を利用しやすい仕組みづくりを考えている。

別の項目では、お出かけ支援として、高齢者にバスやタクシーに乗っていただく支援券を交付

している。また、今年度は国費を活用した MaaS 事業、いわゆるスマホを持って公共交通を繋

いで乗りやすくする仕組みなど、高齢者から免許を返納してもらうということだけではなく公

共交通をいかに利用しやすくするかにも取り組んでいる。また、公共交通がないと住みにくい

まちになるので、公共交通事業者が残っていける、公共交通を利用できる仕組みづくりに力を

入れてやっており、免許を返納した後でも住んでいただけるように取り組んでいる。 

 

委員長：よく頑張っていることは十分理解している。評価や区分の仕方全般に関して工夫を加えていた

だきたいと私は個人的に思う。一つは行政のすべき施策ばかりが並んでいて、住民側や地域、

いわゆる公民協働という点では、民間や住民側がどのように努力すればいいかというものが一

つもない。例えば、高齢者関連事故発生件数を下げていくために、老人クラブや地域の住民自

治協議会に対して高齢者に向けた啓発をお願いするという施策が伴う必要があると思う。河内

長野の行政評価は、全部行政の仕事の評価ばかりになっていて、住民自治のレベルを測定する

評価になっていない。行政にとって負荷が重すぎると思う。もっと地域の住民自治協議会や自

治会町内会と連携した公民協働の仕組みを開発すべきと思う。特に防災、防犯、交通安全は最

大の項目で、これがうまくいけば、地域福祉とか地域教育、地域文化、地域医療、地域保健と

いうレベルが上がってくるはず。見ていると役所の努力ばかりで、これを見た住民は役所が頑



張ってくれたらいいとなってしまう。 

警察庁は、自転車に対して赤キップを切る態度を示しており、大人だけでなく青年も罰金を科

されることになる。それに対する危機感がどこにあるのか、どこで啓発するのか、自転車販売

店を味方にして取り組むというようなことを、もう少し付け加えてもらいたいなと思う。 

高齢者の運転免許証の自主返納ばかりが、高齢者の交通事故を減らすための取り組みになるの

か。高齢者は運転免許を更新するときに、ダブルチェック、トリプルチェックと厳しいハード

ルをクリアしており、さらに認知症のテストもあって、記憶力が低下していることや視野が狭

くなっていることを自覚できるようになっている。その点で、運転免許証の返納数を行政がバ

ロメーターにするのは正解なのか疑問がある。小学生への啓発、小学校への啓発というのは効

き目があって、この間も小学生が信号を無視して渡っている自転車に「交通違反です」と大き

な声で怒っていた。そうすると、大人はドキッとするので、子どもによる啓発効果はいいなと

思うし、もっとした方がいい。 

 

＜委員会の評価＞（「妥当」、「概ね妥当」、「要検討」の分類により評価） 

    「妥当」  

 

 

○施策 No.35 都市ブランドの構築と魅力発信                                  

＜担当部局から評価結果の概要を説明＞ 

 

＜主な質問、意見＞ 

委 員：広報紙は、毎月楽しみにしている。分かりやすい内容で、難しい予算など一般の方が見ても理

解しやすく書いていると思う。都市ブランドの発信、魅力の発信という点で、河内長野市は

Facebookなどいろんなことをしていて、登録している人もたくさんいる。市民の中でも河内長

野市の魅力を発信している人はたくさんいるが、連携などはどのようになっているのか。また、

東京から来た若者が河内長野の魅力を YouTubeなどで発信していたが、最近は発信がないがど

こかに行ってしまったのか。そういう方とも連携すれば、もっと広くいろんな人に見ていただ

けるのではないか。 

 

担当課：市民にも本市の魅力等をたくさん発信していただいている。過去、都市魅力戦略課の時に、市

民に集まっていただき「かわちながの大好きミーティング」を開催し、まちの魅力を発信して

いただくということがあった。現在、会議自体はないが、事業者や個人がいろんな媒体を活用

して発信していただいており、上手く連携できていると考えている。また、東京から来た若者

については、我々も話を聞かせてもらって、市長も自身の Facebookで紹介をされていたが、今

はコロナなどもあってか、活動自体を止めている状況のようだ。いずれにしても、事業者や市

民、みんなで取り組んでいきたい。 

 

委 員：いろいろ活動していただきありがとうございます。広報について、内容はすごくよくて、大阪



狭山市、富田林市と比べても引けを取らないが、表紙の目次が半ページになっていて、全部見

ないとどこに何が書いてあるのか分からない。内容はすごくいいので、目次を作ることを検討

していただきたい。 

道の駅は、すごく集客があってすごいと思う。うちの娘が東京から来たときに、くろまろの郷

の桃アイスを食べてすごく喜んでいた。いろんな道の駅の雑誌を見ても、くろまろの郷は一番

いいところに掲載されていることが多く、成功してよかったと思う。 

日本遺産のキャッチコピーである「中世に出逢えるまち」があるが、何らかのアクションやキ

ーがあって、観心寺、延命寺、中世に逢えるまちということになると思う。ブランドイメージ

はすごく大事だと思うので、市民に聞くのもいいが、コンサル等も含めてアイディアを出して

もらったらどうかと思う。 

モックルコインの PRは、今年は苦労しているが、住民への普及にいろいろ取り組んでいる。 

婚活イベントは、個人的にやりたいので継続していただきたい。農業や林業に従事されている

方などのお嫁さんやお婿さんを募集するみたいなのも面白いと思う。 

 

担当課：広報紙について、より見やすく分かりやすい紙面づくりを研究している。今後も編集会議など

で、みなさんの声や他市の広報紙を参考に研究していきたい。婚活については、市では婚活イ

ベントの補助金交付要綱を定めていて、団体や事業所などが実施する婚活イベントを支援して

いる。要綱には５人以上の団体という規定があるが、自治会等も要綱にあてはまれば対象とな

る。意見いただいた農家の方なども含め、出会うきっかけづくりなどの企画などがあれば、手

をあげていただき、市も支援していきたい。 

 

委 員：コメントがすごく難しい。包括的施策は別立てになっていて、事業も広報紙から婚活イベント

まで幅が広いので、一言ではいいづらい。とはいえ、住民向けと観光客向けが完璧に分かれて

いるのもおかしい気がする。その重なるところが、住みたいな、いいなというように醸成され

ていくのだろうと思う。具体的な施策として次元の違うものがあって、評価と言われると非常

に難しい。私は河内長野に住んでいないので、広報紙を毎月見るわけでもないし、婚活イベン

トというのも市が支援するのかと感じる。地域を活かした婚活イベントでここならではという

ことであれば、広報材料になるのでうまく活かせる仕組みができたらいいのではないか。 

 

担当課：総合計画策定当時は、都市魅力戦略課で幅広く広報紙から観光、企業誘致などまで広げた形で、

総合的に取り組んでいこうとなっていた。今は、いかに情報等を発信していくかというところ

が広報広聴課の役割だと思っている。各課の取り組みの中で、デザイン支援や SNSの活用など

を行い、いろんな形で広く市内外に PR出来るように、庁内連携を強化しながら進めていきたい。 

 

委 員：まち・ひと・しごと創生総合戦略の関係で、他の自治体でも婚活イベントを実施しているとこ

ろが多いが、成果はどのように考えればいいのか教えてほしい。どこの市を見ても、正直分か

らない。住民向けなのか、或いは外の人向けのものか、それとも全部なのか。そこがうまく定

まらないので、もし自分が担当であれば難しいのではと感じる。 



 

担当課：婚活の成果報告として、何組カップルになったかとよく聞かれるが、成果としてはカップルの

成立した組数ではないと考えている。まずは、河内長野市を知ってもらって、ここがいいとこ

ろだと肌で感じていただく、遊びにきたところからもう少し訪れたい、いいまちだから住んで

みたいという流れになっていけばよいと思う。今の募集では、市民だけではなく市外の方も来

ていただけるようになっている。参加された市外の方と話をすると、婚活イベントで初めて河

内長野市に来て、会場となった長野公園をこんないいところがあったんだとおっしゃっていた。

そういうことを広げていけたらと思う。 

 

委員長：個人的な意見になるが、この項目は評価の仕方が難しい。非常に高次の戦略が必要な分野と思

う。魅力発信はすでにあるものを掘り起こして発信することで、ブランドとは軸が違うと感じ

て迷いが生じる。広報広聴の仕事が、ブランド構築という能動的な大戦略を運用できるだけの

権限と総合力を与えられているのかとの疑念を感じる。都市ブランドの構築は、中長期的な取

り組みが必要な仕事で、最低でも５年、長い目で見れば 10年という単位での仕事だと思う。河

内長野自体は、発行される刷り物とか発信されるものを見れば皆レベルが高くなっているし、

くろまろの郷を中心としたブランド戦略もそれなりに成功していて、全体的なパフォーマンス

は上がってきている。それらを考えると評価すべきは都市ランキングではないか。いろんなと

ころが都市ランキングをやっているので、全体の中で上位何番以内に入る都市ランキングが何

個あることとした方が、総合力を発揮していて見てもらいやすいと思う。 

都市ブランドを構築する上で、夢のある政策分野が示されていない。観光や産業の部局がすご

く大きな役割を果たしており、河内長野の特産開発にもっと貢献しないといけないし、観光開

発では観光拠点づくりや観光戦略が都市ブランドに関わり、それらの総合力で評価される。ま

た、都市ランキングを出すうえで都市ブランド性を評価するのは、内部評価ではなく外部評価

で、一番大きなファクターは、文化ホール、図書館、博物館、美術館などが収蔵品を展示する

とか文化財の活用を頑張っているかという文化のレベルになる。河内長野は、ラブリーホール

は頑張っているけど、図書館はどうか、博物館・美術館はなくて、ほとんど特産品になってい

るのが河内長野の弱さになっている。河内長野は誇れるものがたくさんあるので、外部の評価

をもっともらうことが大事で、今の指標は内部評価が２つもあって、内部評価はいくら高くて

もいいが、評価の項目としては２つもいらない。評価指標に外部評価を入れてはどうか。 

今、各委員から出た意見を総合して、戦略の見直しをしていただく必要があると思う。取り組

んでいることは間違っていないし、よく頑張っているが、このままでは総合力が出ないので、

政策の組み立て方に問題があるということです。 

 

＜委員会の評価＞（「妥当」、「概ね妥当」、「要検討」の分類により評価） 

    「概ね妥当」 

 

 

 



案件２．その他                                      

事務局：総合計画の各施策に対する外部評価について、平成２９年度から令和元年度の３年は、それぞ

れ「総務」「福祉・教育」「都市環境経済」の分野から重点施策を選択し、会議の場で審議いた

だいた。その後、令和２年度、３年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて書面

開催となったが、今回、実地開催で「総務」分野を対象とした。順番では、来年度は、「福祉・

教育」分野が対象となる。対象施策は、次回会議にて提案し、議論いただきたい。 

 

委員長：何か各委員から意見はあるか。 

 

各委員：（特になし） 

 

事務局：評価いただいた３つの施策については、委員のご意見をもとに、改善に努める。また、書面に

て評価、ご意見をいただく他の３５施策についても同様に、いただいたご意見を今後の施策及

び事業の改善の参考とさせていただく。また、本日の評価結果及び他の３５施策の評価結果は、

事務局にてとりまとめを行い、後日市の HP で公表を予定している。評価結果の集計その他、

公表方法は事務局へ一任いただいてよろしいか。 

 

委員長：事務局に一任する。 

 



令和４年度 第１回河内長野市行財政評価委員会 会議次第 

 

日 時：令和４年１０月１８日（火） 

 １０時から 

場 所：市役所３０１会議室 

 

 

１．開 会 

 

 

２．案 件 

（１）第５次総合計画の各施策に対する外部評価について 

（２）その他 

 

 

３．閉 会 

 

 

 

 



第５次総合計画の各施策に対する外部評価の実施について 

 
１．概要 

平成２８年度からスタートした第５次総合計画基本計画では、河内長野市がめざす「将来都市

像」の実現に向けて、３８の施策（分野）毎に、主な取り組みの方向性等を定めています。 

この３８の施策が、今回の評価対象です。  

 

２．市の行政評価の体系 

市では、３８の施策に対する「施策評価」と、施策推進の具体的な手段である事業に対する「事

業評価」を実施しています。 

 評価対象 

施策評価 第５次総合計画基本計画の３８施策 

事業評価 施策目標を達成するために実施する主要な事業 

 

３．外部評価の実施について 

市で行った行政評価（内部評価）の妥当性を、専門的な見地や市民の目線から検証することで、

客観性を確保するとともに、第５次総合計画を効果的・効率的に推進し、めざす将来都市像の実

現を図ります。 

 

４．重点施策とその他の施策 

行財政評価委員会の会議の場で、３８施策全てを評価していただくことはできません。そこで、

会議当日は重点施策として選定した３施策を評価対象とし、他の３５施策については、書面で委

員の皆様のご意見をいただきたいと考えています。 

重点施策（３施策）    ： 行財政評価委員会の会議で評価 

その他の施策（３５施策） ： 書面での評価 

 

（１）重点施策の選定 

第５次総合計画後期基本計画に向け、平成２９年度～令和元年度にかけて、「総務」、「福祉・

教育」、「都市・環境・経済」の各分野から順に重点施策を選定しました。また、令和２年度、

３年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により書面会議となったため、重点施策

の選定は行っていません。 

実施年度 
総合計画の全３８施策 

総務 福祉・教育 都市・環境・経済 

平成２９年度    

平成３０年度    

令和元年度    

令和２年度 書面会議のため、重点施策を選定せず。 

令和３年度 書面会議のため、重点施策を選定せず。 

重点施策を選定 

重点施策を選定 

重点施策を選定 



 

（２）令和４年度重点施策 

令和４年度は、「総務」分野の中から、以下の３施策を重点施策に選定し、会議で評価いただ

きます。また、論点を明確にするため、評価対象施策を推進する事業のうち、重点的・戦略的

に取り組んでいる事業を抜粋し、外部の目線から検証いただきたいと考えています。 

【令和４年度重点施策】 

施策No. 施策名称 施策の展開（主に評価対象とする取り組み） 

No.１ 危機管理・防災対策の推進 ・防災意識の普及・啓発 

・防災組織の強化 

・災害応急対策の充実 

・危機管理対策の推進 

No.４ 交通安全対策の推進 ・交通安全意識の向上 

・交通安全環境の整備 

No.３５ 都市ブランドの構築と魅力発信 ・市民との協働による都市ブランドの構築・推進 

・効果的な都市魅力の発信 

・移住者等の受け入れ体制の整備 

 

５．重点施策の評価（行財政評価委員会の会議で評価） 

（１）評価用資料 

重点施策評価資料（施策 No.１、４、３５） 

・総合計画基本計画 

・施策評価シート 

・決算成果報告書（主に評価対象とする取り組みを抜粋） 

 

（２）評価の流れ 

施策・主要事業の評価結果についての説明（担当部局） 

▼ 

質疑応答（委員・担当部局） 

▼ 

意見交換（委員） 

まとめ（市の評価結果を①妥当、②概ね妥当、③要検討に分類） 

 

（３）評価方法 

①住みよさ指標、１０年後のめざす姿に対する達成度の確認 

施策階層での市の大きな方向性を確認するステップです。「施策評価シート」の記載内容の

うち、下記の点についてご確認ください。 

▶ 「住みよさ指標の状況」、「令和３年度の成果」欄の内容をもとに、市の現状分析が妥当

であるか、現在の取り組み内容が施策の方向性と合致しているか等をご確認ください。 

▶「今後の方向性」欄の内容をもとに、施策実現のため他に考慮すべき課題はないか、今

後の市の方向性が妥当であるかを検証してください。 

 

 



②施策の展開及び事業の実施内容の妥当性の確認 

施策の展開及び具体的な事業の実施内容を検証するステップです。「参考指標の推移」、「施

策の展開（主な取り組み）」の記載内容や決算成果報告書の内容をもとに、下記の点について

ご確認ください。 

▶住みよさ指標を補完する指標や、住みよさ指標の達成に向けた中間目標となる指標、各

構成事業の成果を示す指標等を「参考指標」として設定しています。施策を効果的・効

率的に進めるため、施策・事業の状況を正しく測定できる「指標」が設定されているか

をご確認ください。 

▶ 「施策の展開（主な取り組み）」欄や決算成果報告書の内容をもとに、施策を推進する

ために取り組んでいる事業が、施策の目的達成につながるものであるか、実施手法は妥

当であるか等、ご確認ください。 

 

③まとめ 

①、②の議論を踏まえ、各施策を「妥当」、「概ね妥当」、「要検討」のいずれかに分類して

ください。 

 

６．その他施策の評価（書面での評価） 

（１）評価用資料 

令和３年度行政評価結果冊子 

※会議当日は「その他施策」についての意見交換はいたしません。公表方法については、委

員長（事務局）にご一任をお願いします。 

 

（２）評価方法 

市内部での評価結果（３５施策）について、下記のとおり、別紙「その他施策の評価シート」

へご記入ください。 

①「評価区分」欄 

重点施策の評価の例を参考に、「妥当」、「概ね妥当」、「要検討」のいずれかに「☑」を付け

てください。 

 

②意見・コメント欄 

「概ね妥当」、「要検討」の場合は、次年度以降の評価で留意すべき事項、事業目標見直し

の提案、指標見直しの提案など、市内部での評価結果に対する意見等をご記入ください。 

また、「妥当」の場合も、ご意見があれば記入をお願いします。 

 

 

その他施策（３５施策）について評価いただき、「その他施策の評価シート」を１０月３１日

（月）までに事務局までご返送ください。 

 

 



令和４年度 

第１回河内長野市行財政評価委員会 

 

 

 

第５次総合計画 

重点施策評価資料 
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施策 No.１ 

危機管理・防災対策の推進 
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基本目標１　「安全・安心・支えあい」の暮らしやすいまち
分野別政策１　安心を築く危機管理・安全対策の推進

危機管理・
防災対策の推進

■現状と課題
現状やこれまでの取り組み

●風水害、地震などの自然災害をはじめ、大規模事故やテロ、感染症など、市民の生命及び
財産に被害を及ぼす危機事象が多様化しており、防災・危機管理体制を強化するとともに、
自助・共助の取り組みが大切となっています。
●市域の大半を山間部や丘陵部が占め、土砂災害による被害が想定されるため、土砂災害特別
警戒区域 66内の住宅の移転及び補強促進や危険性の高い箇所への対策、防災機能を有する
森林の維持管理・間伐などについて、大阪府等との連携を図りながら進めています。
●市民の防災意識向上をはじめ、地域における自主防災組織の推進と協議会との連携や市民・
関係団体・事業所・行政などが一体となった防災・救助活動体制の整備、避難行動要支援
者への支援体制、避難所の機能等の充実など、減災の取り組みを進めています。

今後の課題や取り組みの方向

●熊本地震や大阪北部地震などの教訓を活かし、大規模災害の発生に備えた体制や避難所の
整備を図ります。

●本市では、特に土砂災害や水害等への対応が課題であり、森林整備による治山対策や河川
機能の維持管理のため護岸工事、河川水量を調整するための調整池の機能回復等の治水対
策とともに、大阪府と協力しながら急傾斜地崩壊対策やため池の適正な管理及び保全などに
取り組んでいきます。
●地域防災力の向上（自助・共助への意識改革）をめざし、防災に対して市民一人ひとりの取
り組みや、地域が協力して取り組むことが重要なことから、家庭や学校、地域などでの防災
啓発の取り組みへの支援を継続して行っていくとともに、自主防災組織の充実強化や避難行
動要支援者支援制度 67の定着化、避難所の運営体制・備蓄の充実など、地域防災力の強化
を図ります。
●市の危機管理対応力の向上（公助力の強化）をめざし、地域防災計画に基づく災害予防対策
を進めるため、全庁的な事業継続計画（ＢＣＰ）68や受援計画等を運用するとともに、職員
の危機管理能力の向上を図ります。

施策

No.1

　あらゆる危機事象に対して、市民・関係団体・事業所・行政などが連携し、組織的で、迅速か
つ的確に対応できる危機管理体制が確立されるとともに、市民の危機管理などに対する意識啓発
が進むことで、市民の安全・安心を確保し、被害を最小に抑えることができる防災体制が整って
います。
　また、風水害被害の未然防止に向け、土砂災害対策や治山・治水対策が図られています。

■ 10年後のめざす姿

66 土砂災害特別警戒区域：土砂災害の危険性の高い区域に建物が立地することを防止するため、特定の開発行為を許可制とするなどの制限
や建築物の構造規制等を行う区域。
67 避難行動要支援者支援制度：避難行動要支援者名簿作成など、災害時の安全な避難を確保するための制度。
68 事業継続計画（ＢＣＰ）：自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合、資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業
の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画。
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■住みよさ指標
指標名 基準値 中間値 目標値

実績（H27） 目標（R2） 実績（R1） 目標（R7）
自主防災組織化率 61.3％ 80％ 68.9％ 100％
地域防災活動参加者数 5,725人 6,700人 3,885人 4,000人
（参考）「防災」に関する市民満足度 19.2％ 30.0％ 18.1％ 40.0％

■関連する個別計画
計画名 計画期間

河内長野市国民保護計画 H28～
河内長野市新型インフルエンザ等対策行動計画 H26～
河内長野市地域防災計画 R3～

■施策の展開
No. 主な取り組み 担当課

1

防災意識の普及・啓発

危機管理課内

容

充・地域主体の防災訓練支援の強化
継・地域防災計画の見直し
継・防災ガイドマップや地域版ハザードマップ作成

2

防災組織の強化

危機管理課
全課

内

容

充・自主防災組織の育成及び充実・強化
充・避難所運営体制の充実と周知促進
充・避難所運営マニュアルの作成支援
充・情報伝達手段の多重化・多様化の促進
継・災害時相互応援協定を締結している市との連携強化
充・事業者との災害時協力体制の構築

3

災害応急対策の充実

危機管理課
全課

内

容

充・災害時備蓄物資計画に基づく食糧品、備品等の充実
継・全庁的な事業継続計画（ＢＣＰ）に基づく取り組みの推進
継・避難行動要支援者の把握と適切な支援体制の構築
継・マンホールトイレ 69の整備

4

土砂災害、河川災害対策の推進
公園河川課
農林課

内

容

継・急傾斜対策施設及び砂防施設の整備
継・森林、河川の整備・管理による治山・治水対策の推進
充・調整池の機能回復、排水路の改良、排水機能の向上

5

危機管理対策の推進

危機管理課
健康推進課

内

容

継・職員の危機管理能力の向上のための研修及び訓練の実施
継・広報等による危機管理意識の周知啓発
充・市民・関係団体・事業者・関係機関との情報共有及び情報提供体制の充実
継・国民保護計画及び国民保護措置実施マニュアルの見直し
充・避難勧告等判断伝達マニュアル等（備蓄、感染症対策含む）の運用
継・感染症予防に向けた周知啓発及び医師会等との連携強化
継・生活安全対策の推進

69 マンホールトイレ：マンホール上に簡易な便座やパネルを設け、災害時にトイレ機能を確保するもの。

iwamoto
ハイライト表示

iwamoto
ハイライト表示

iwamoto
ハイライト表示

iwamoto
ハイライト表示

iwamoto
ハイライト表示

iwamoto
ハイライト表示

iwamoto
ハイライト表示

iwamoto
ハイライト表示

iwamoto
ハイライト表示

iwamoto
テキストボックス
※塗りつぶし部分の取り組みについて、主に評価いただきます。

iwamoto
線
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基 本目標１　「安 全・安心・支えあい」の暮らしやすいまち
分野別政 策１　安心を築く危 機管 理・安 全 対 策の推 進

危機管理・防災対策の推進
■現状と課題
現状やこれまでの取り組み

●風水害、地震などの自然災害をはじめ、大規模事故やテロ、感染症、食品等による健康被
害など、市民の生命及び財産に被害を及ぼす危機事象が多様化しており、防災・危機管理体
制を強化するとともに、自助・共助の取り組みが大切となっています。

●市域の大半を山間部や丘陵部が占め、土砂災害による被害が想定されるため、危険性の高い
箇所への対策や、防災機能を有する森林の維持管理・間伐などについて、大阪府等との連
携を図りながら進めています。

●市民の防災意識向上をはじめ、地域における自主防災組織の推進と協議会との連携や市民・
関係団体・事業所・行政などが一体となった防災・救助活動体制の整備、避難行動要支援
者への支援体制、避難所の機能等の充実など、減災の取り組みを進めています。

●武力攻撃や大規模テロ対策として国民保護計画及び新型インフルエンザ等対策行動計画を
策定し、その対応に備えるとともに、生活安全に係る団体が一体となって総力を結集し、市
民の安全意識の高揚及び自主的な安全活動を推進するため、関係部局での取り組み体制の
整備を図っています。

今後の課題や取り組みの方向

●本市では、特に土砂災害等への対応が課題であり、土砂災害防止法による大阪府の基礎調
査結果に基づき、急傾斜地崩壊の対策を実施するとともに、対策事業に伴う受益者負担金
の助成制度の構築を府に要望するなど、土砂災害対策の推進を図ります。

●森林整備による治山対策を図るとともに、河川機能の維持管理のため護岸工事や、河川水量
を調整するため、大規模開発用地の造成に伴って設けられた調整池の機能回復等、治水対
策を図ります。

●地域防災力の向上（自助・共助の促進）をめざし、防災に対して市民一人ひとりの取り組みや、
地域が協力して取り組むことが非常に重要なことから、自主防災組織の充実強化や避難行動
要支援者支援制度の定着化、避難所の運営体制・備蓄の充実など、地域防災力の強化を図
ります。

●市の危機管理対応力の向上（公助の推進）をめざし、地域防災計画に基づく災害予防対策
を進めるため、全庁的な事業継続計画（ＢＣＰ）88 や避難所運営マニュアル等を整備・運用
するとともに、職員の危機管理能力の向上を図ります。

　あらゆる危機事象に対して、市民・関係団体・事業所・行政などが連携し、組織的で、迅速か
つ的確に対応できる危機管理体制が確立されるとともに、市民の危機管理などに対する意識啓発
が進むことで、市民の安全・安心を確保し、被害を最小に抑えることができる防災体制が整って
います。また、風水害被害の未然防止に向け、土砂災害対策や治山・治水対策が図られています。

88 事業継続計画（ＢＣＰ）：自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合、資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる
事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めて
おく計画。

施策

No.1

■ 10年後のめざす姿
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■住みよさ指標
指標名 現状値（Ｈ27） 中間値（Ｈ32） 目標値（Ｈ37）

「防災」に関する市民満足度　　　 19.2％ 30.0％ 40.0％
自主防災組織化率 61.3％ 80.0％ 100.0％
地域防災活動参加者数 5,725 人 6,700 人 7,500 人

■関連する個別計画
計画名 計画期間

河内長野市国民保護計画 H19 年～
河内長野市新型インフルエンザ等対策行動計画 H26 年～
河内長野市地域防災計画 H26 年（改訂）～

■施策の展開
No. 主な取り組み 担当課

1

防災意識の普及・啓発

危機管理課内

容

充 ・地域防災訓練の充実
継 ・地域防災計画の見直し
継 ・防災ガイドマップや地域版ハザードマップ作成

2

防災組織の強化

危機管理課内

容

充 ・自主防災組織の育成及び充実・強化、自主防災協議会との連携強化
充 ・避難所運営体制の充実と周知促進
充 ・情報伝達手段の多重化・多様化の促進
継 ・災害時相互応援協定を締結している市との連携強化
充 ・事業者との災害時協力体制の構築

3

災害応急対策の充実

危機管理課内

容

充 ・災害時備蓄物資整備計画に基づく食糧品、備品等の充実
継 ・全庁的な事業継続計画（ＢＣＰ）に基づく取り組みの推進
継 ・避難行動要支援者の把握と適切な支援体制の構築

4

土砂災害、河川災害対策の推進
公園河川課

農林課
内

容

継 ・土砂災害防止法に基づく基礎調査、急傾斜対策の実施
継 ・森林、河川の整備・管理による治山・治水対策の推進
充 ・調整池の機能回復、排水路の改良、排水機能の向上

5

危機管理対策の推進

危機管理課
健康推進課

内

容

継 ・職員の危機管理能力の向上のための研修及び訓練の実施
継 ・広報等による危機管理意識の周知啓発

充 ・市民・関係団体・事業者・関係機関との情報共有及び情報提供
体制の充実

継 ・国民保護計画及び国民保護措置実施マニュアルの見直し
充 ・避難所運営マニュアル、避難勧告等判断伝達マニュアル等の整備・運用
継 ・感染症予防に向けた周知啓発及び医師会等との連携強化
継 ・生活安全対策の推進



基本目標１　　「安全・安心・支えあい」の暮らしやすいまち 総計（後期）掲載頁 46

分野別政策１　　安心を築く危機管理・安全対策の推進
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

64.6 68.0 70.0 70.0 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0

66.6 67.5 67.6 68.9 68.6 68.9

5,920 6,100 6,100 5,100 6,700 4,000 4,000 4,000 4,000

5,870 1,942 3,848 3,885 0 0

21.0 21.0 21.0 21.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0

16.1 17.4 17.0 18.1 20.2 22.0

　過去に発生した災害での教訓を生かし、令和２年度に策定した受援計画・業務継続計画を柱に大規模災害の発生
に備えた体制を整備していく。同時に、家庭や学校、地域などにおいて、日頃からの災害への備えなどを考えてもらう
ために、地域の方々による防災啓発の取り組みへの支援を継続して行っていく必要がある。
　また、避難所におけるマンホールトイレの整備を計画的に行うとともに、大阪府と協力しながら、土砂災害対策やため
池の適正な管理及び保全などに取り組んでいく。今後の方向性

総合評価 住みよさ指標の状況
　市民の災害に対する防災・減災への意識が高くなってきており、日頃からの備えやもしもの際の行動などの正しい知識を
周知する取り組みが行われてきている。
　地域防災活動については、令和元年度より避難所運営訓練などに切り替えて安全で住み良い地域づくりを目指してい
る。なお、令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影響により実施できなかったが、各地域におけるの防災訓練の手法に
ついて、同感染症対策を徹底したうえで、事前説明を行う等の支援を行った。

↗
実績値

3
（参考）「防災」に関
する市民満足度

19.2 ％
目標値

40.0

2
地域防災活動参加
者数

5,725 人
目標値

→
実績値

評価

1 自主防災組織化率 61.3 ％
目標値

実績値

H28

1

１０年後
の

めざす姿

あらゆる危機事象に対して、市民・関係団体・事業所・行政などが連携し、組織的で、迅速かつ的確に対応できる危機管理体制
が確立されるとともに、市民の危機管理などに対する意識啓発が進むことで、市民の安全・安心を確保し、被害を最小に抑えるこ
とができる防災体制が整っています。また、風水害被害の未然防止に向け、土砂災害対策や治山・治水対策が図られています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

危機管理・防災対策の推進

実績値の推移

100.0 →

4,000

令和３年度の成果

　平成28年度から平成30年度にかけて育成した防災リーダーに対し、地域で防災啓発の役割を担っていただけるよう
啓発教材を作成し配布した。また、近年の大規模災害による知見から、平成28年度まで実施してきた地域防災総合訓
練は廃止し、避難所運営訓練などに切り替えることで、これまでよりも防災力の向上を図るための事業改革を行ってい
る。令和３年度においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のためまちづくり出前講座は実施できなかったが、地域
での防災訓練で地域住民に指導いただけるよう自治会役員等に向けて、訓練手順の指導を行った。
　また、ため池ハザードマップの作成及び周知により、地元住民における災害時の危機意識向上を図った。

　熊本地震や大阪北部地震などの災害が発生し、これらの教訓を活かした新しい地域防災計画が必要となっていたこ
とから、令和２年度において、受援計画・業務継続計画を含む地域防災計画の見直しを行った。今後も引き続き災害
の発生に備えた体制を整備していく。同時に、家庭や学校、地域などにおいて、日頃からの災害への備えなどを考え
てもらうために、地域の方々による防災啓発の取り組みへの支援を継続して行っていく必要がある。
　また、避難所におけるマンホールトイレの整備を計画的に行うとともに、大阪府と協力しながら、土砂災害対策やため
池の適正な管理及び保全などに取り組んでいく。

D

前年度評価における
方向性



■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3 5 7 7 8 9 10 11 12 13

3 5 5 7 8 9

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6

88.0 94.0 96.0 98.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

92.0 94.0 96.0 98.0 100.0 100.0

3 3 2 1 2 2 2 2 2 2

1 2 3 1 0 1

■施策の展開（主な取り組み）

【戦略】

【戦略】

【重点】

【戦略】

【重点】

【戦略】

地域安全マップ作成

ため池ハザードマップの整備

地域防災リーダーフォローアップ講座

小学校区単位で、防災・防犯の犯罪が
起こりやすい危険な場所や安全な場所
を示した地図を作成し、自助・共助による
安全・安心なまちづくりを推進する。

三日市小学校区において、感染症対策を実施したうえで地域主体によるワークショップを行
い、地図上に危険な場所や安全な場所を示した地図を作成し、小学校区内の全世帯分を印
刷し、配布した。

ハザードマップを作成し、農業用ため池
の決壊に関する情報の伝達方法、避難
場所及び避難経路等について、地元住
民に周知することで災害時の危機意識
を高める。

農業用ため池のハザードマップを作成し、関係者に周知した。
　１３池：原大池、ひょうたん池、猿又池、庄代池、丹保池、トンボ池、西浦池
　　　　　 灰原池、下里今池、日野新池、梅ヶ谷池、黒原大池、千代田池

（所管課）

危機管理課

危機管理課

農林課

危機管理課

危機管理課

↗

○

○

アルファ化米2,100食、7年保存クッキー740個、粉ミルク384食、哺乳瓶（使い捨て）192個、ト
イレ処理セット1,000個、トイレットペーパー84巻、歯ブラシセット250個、多人数救急箱（入替
用）６セット等を購入・備蓄した。

地域防災リーダーフォローアップ講座を
実施し、地域防災の中核となる人材を育
成し、修了後には各地域の防災意識の
啓発・防災活動を活性化することで、地
域防災力の向上を図る。

防災リーダー１12名に対し、フォローアップ講座を書面で実施した。

河内長野市地域防災計画において示さ
れている避難所において、災害発生時
の避難収容可能人数に併せたトイレ設
置が必要であることから、マンホールトイ
レの整備を計画的に行う。

令和２年度より１１ヶ所の小中学校等に計画的に整備している。令和元年度は、計画策定を
行い、令和２年度は、楠小学校に車いす用トイレ１基、一般用トイレ４基を整備した。令和３年
度は、小山田小学校・川上小学校・美加の台中学校に同様の整備をした。

避難所施設の強化・充実事業（マンホールトイレの整備）

No
事業名

事業の目的 実施内容

大阪府が「土砂災害警戒区域」と「土砂
災害特別警戒区域」として指定する地域
において、地域の方々自らがワークショッ
プにより過去の災害履歴、一時避難場
所、避難経路をハザードマップにまとめ、
災害に備える。

神ガ丘地区・石仏地区及び令和２年度コロナ禍により作成できなかった上岩瀬地区・下岩瀬
地区の４地区において、感染症対策を実施したうえで住民主体のワークショップを通して地
域版ハザードマップを作成し、地区内の居住者へ自治会経由で全戸配布を行った。

1

地域版ハザードマップ作成

✓
実績値

5 河川改修工事件数 6 件
設定値

3
衛星携帯電話配備
数　(計画台数6台
中）

4 台

4
災害時備蓄物資の
備蓄率

78.0 ％

1
災害ハザードマップ
更新進捗率

100.0 ％

2
地域安全マップ作成
団体数

- 団体 ✓
実績値

設定値
✓

実績値

設定値
○

戦略
H28

設定値
✓

実績値

実績値の推移

○

評価

6

大規模災害に備え、地域防災計画に基
づく災害時備蓄物資整備計画により、公
的備蓄の必要量を確保するとともに、適
時更新することで、日頃から非常時の備
えを充実させる。

危機管理課災害時備蓄物資の充実

2

3

4

5

指標 単位当初

設定値

実績値



【重点】

公園河川課

公園河川課

２４時間営業のコンビニ２６店舗にAEDを設置した。
　令和元年度：８店舗　令和２年度：１７店舗　令和３年度：１店舗

公園河川課

公園河川課

公園河川課

普通河川天見川改修工事を実施した。

北貴望ケ丘調整池及び大矢船第３調整池において浚渫を行った。
河川管理事業（調整池）

公共施設に配置しているAEDに加え、稼
働時間の長い市内のコンビニエンススト
アにAEDを配置することにより、昼間の稼
働を増やしつつ、深夜帯の使用を可能
にすることにより救命率の向上をはかりま
す。また、公共施設に配置しているAED
については、広告付きAEDを導入するこ
とにより、費用の削減を図る。

8

9

10

排水路における雨水による浸水を軽減
し、流水能力が向上する事で市民生活
の安全と衛生的な生活環境の確保を図
る。

施工実績なし。

小・中学校に設置しているリースＡＥＤ２
台のうち１台を、AED壁掛式収納ボックス
を活用し屋外に設置し、学校開放時等
における緊急事態での使用を可能にす
る。

小学校１３校、中学校７校にAED壁掛式収納ボックスを設置した。これにより校舎の施錠の有
無にかかわらずAEDの使用が可能になった。

自動体外式除細動器（AED）コンビニ設置事業

自動体外式除細動器（AED）ボックス設置事業

土砂災害から市民の生命を守るため、土
砂災害の恐れのある区域についての危
険周知、土砂災害特別警戒区域内の既
存住宅の移転及び補強補助などソフト事
業を促進する事で安全性の確保を図る。

インターネットで土砂災害警戒区域等を簡単に調べるための手順書を配置し、案内を行っ
た。
がけ地近接危険住宅移転助成及び土砂災害特別警戒区域内危険住宅補強助成につい
て、市広報紙及びホームページに掲載し周知を行った。

7

河川改修事業(準用河川)

危機管理課

危機管理課

13

大規模開発団地の造成時に設けられた
河川水量を調整するための調整池の機
能保全を図る。

水路改修事業(排水路)

準用河川加賀田川において、市民が河
川に親しむ際の安全性の確保と水辺環
境の保全を図る。

準用河川加賀田川擁壁応急復旧工事を実施した。

11

12

河川改修工事を行うことにより、災害の未
然防止と正常な流水機能を維持するとと
もに、水辺環境を保全し、公共の安全を
確保する。

砂防及び急傾斜地崩壊防止事業

河川改修事業（普通河川）



＜決算成果報告書より抜粋＞ 

 

１．防災対策事業                          

 各種訓練の実施、自主防災組織の設立及び育成に向けた支援や、河内長野市地域防災計画※の整

備すべき事項の推進を継続して行った。 
※ 河内長野市地域防災計画 

  …河内長野市地域防災計画(令和３年３月修正)は、市域に係る災害予防対策、災害応急対策、災害復旧・

復興対策等に関し、市及び関係機関(市域に関係する公共的団体をいう)が処理すべき事務又は業務の

大綱等を定めることにより、防災活動の総合的かつ計画的な推進を図り、もって災害から市民の生命・

財産・生活を守るとともに、防災行政の強力な推進を図ることを目的として作成されたものである。 

 

(１)自主防災組織育成事業 

 住民一人ひとりが｢自分たちの地域は自分たちで守る｣という考え方で、地域住民が協力し合って

防災活動を行ってもらうために、自主防災組織の設立及び育成に努めた。 

 令和３年度末時点の組織数 ６６団体 組織率：６８．９％ 

 ① まちづくり出前講座やその他防災訓練を通じて、地域防災力の向上に努めるべきところでは

あるが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施できなかった。 

   まちづくり出前講座等回数：実施無し  地域防災活動参加者数 ０名 

 ② 自主防災組織の育成事業及び活動推進事業にかかる助成金交付事業の実施及び啓発に努め

た。 

  ア．育成事業            １団体   １９０，９９９円 

  イ．育成事業（自治総合センター助成金） １団体 １，８００，０００円（高向自主防災委員会） 

  ウ．活動推進事業          ９団体   ３０４，４７１円 

 ③ 自主防災活動の推進 

   災害時に命を守るための｢自助｣｢共助｣を浸透させるため、河内長野市自主防災協議会に補助

金を交付し、市民への啓蒙活動や各自主防災組織の活動支援などを行った。 

   補助金：５００，０００円 

   交付先：河内長野市自主防災協議会 

 

(２)地域防災計画推進事業 

 ① 避難行動要支援者支援制度 

   災害時における避難行動要支援者への支援に役立てるため、避難行動要支援者名簿を作成し、

地域の支援者である、自治会、自主防災組織、民生･児童委員、地区福祉委員等へ名簿情報を

提供し、避難支援や安否確認などに役立てるとともに、平常時の地域の見守りや日常的な支

え合い活動などの、地域の支援体制などの構築を図った。 

   令和３年度末時点の登録者：９，９２１件 

 ② 河内長野市防災リーダーフォローアップ講座 

   地域における自主防災活動の核となる人材を育成することを目的に、防災リーダー養成講座

を実施し、平成３０年度までの３か年で、１２０名の防災リーダーを養成した。 

   令和３年度は、活動を継続している１１２名に対し、知識や技術、活動をフォローするため、

フォローアップ講座を計画したが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。そ

施策 No.１ 危機管理・防災対策の推進 



こで、職員が作成し、研修で使用する予定であった資料をＣＤ－ＲＯＭに保存し、他の資料と

ともに全員に配布した。 

   需用費：データ保存用ＣＤ-Ｒ及び送付用小包封筒 １３，８００円 

③ 要配慮者利用施設避難確保計画策定支援 

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設のうち、河内長野市地域防災計画に 

位置付けられた施設に対し、災害時の避難確保計画の作成促進及び支援を行った。 

   ◆避難確保計画作成状況（令和 4年 3月末時点） 

   ・作成済        ８０施設 

   ・未提出         ２施設（うち１施設は現在作成中） 

(３)防災の啓発・訓練事業 

 ① 防災訓練 

  ア．大阪８８０万人訓練 

   日時：令和３年９月３日１３時３０分～ （中止） 

   内容：府内地域で大雨警報が発表されていたことにより訓練中止となった。  

  イ．感染症対策避難所運営訓練支援 

    新型コロナウイルス感染症に対応するため、風水害など災害の発生を見据え、避難所への

到着から受付、３密対策、体調不良者の専用スペース確保、段ボールベッドの組み立てなど、

避難所開設における、感染症対策に重点を置いた訓練支援を行った。 

   実施主体：南花台自治会 

   実 施 日：令和３年１１月１３日  場所 学校法人阪和学園 錦秀会看護専門学校体育館 

   実施主体：河内長野市社会福祉協議会 

   実 施 日:令和３年１１月１６日  場所 障がい者福祉センターあかみね 

  ウ．自治会防災訓練支援 

    自主防災組織の自立支援として、指導員の養成を目的に、応急処置や避難所での生活、家

庭での備えなどについての指導方法などを事前に学ぶ機会を設けた。 

   【事前訓練を実施し地域で訓練を行った自主防災組織】 

     寺ケ池自治会自主防災組織、清見台自主防災委員会、南花台防災委員会、 

     南貴望ケ丘自治会防災特別部会 

 ② 防犯・防災情報表示付き電柱広告の活用 

   情報提供と防犯・防災意識を高めるツールとして、電柱広告の一部スペースを広告主から無

償で得て、避難所の方向や防犯啓発の表示ができる事業を、関電サービス㈱と覚書を締結し、

事業をスタートさせた。今後も継続的に実施し、看板の増設に努める。 

  令和元年度：１か所 (南海千代田駅東側ロータリーに避難所(千代田公民館)の看板) 

  令和２年度、令和３年度は増設なし 

 ③ 防災の啓発 

  ア．地域版ハザードマップの作成 

    地域の安全安心に備えるため、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域や土砂災害特別

警戒区域に指定された地域を対象に、地域の住民とのワークショップを開催し、過去の災

害の被害状況や危険な箇所及び一時避難場所等を記載した｢地域版ハザードマップ｣を作

成・配布している。令和３年度は、地域住民とのワークショップの実施を新型コロナウイル

ス感染症対策を講じながら石仏地区、神ガ丘地区にて実施した。また、昨年度より繰り越し

た岩瀬地区の地域版ハザードマップの作成も実施した。 

   作 成 枚 数：    １１０枚(石仏地区) 

              ７０枚(神ガ丘地区) 

             １３０枚(上岩瀬・下岩瀬地区 令和２年度繰越分) 

   作成委託料：９９８，８００円（令和３年度分） ９６８，０００円(令和２年度繰越分) 



   委 託 先：㈱ゼンリン大阪営業所 

   特 定 財 源：社会資本整備総合交付金（1/2） 

４９９，４００円（令和３年度分） ４８４，０００円(令和２年度繰越分) 

  イ．地域安全マップの作成 

    小学校区で活動する地域まちづくり協議会によるワークショップを新型コロナウイルス

感染症対策を講じたうえで実施し、小学校区における防犯・防災の分野や、地域としての問

題点などを掲載した小学校区単位のハザードマップを作成した。小学校区単位で取り組み、

校区内の自主防災組織や自治会・町会などのつながりを強化し、避難所運営マニュアルの作

成や災害時の連携強化につなげていく。 

   三日市小学校区３，２００枚 印刷製本費１６１，９２０円  印刷業者：㈱シーエム大阪 

 

 

２．防災管理事業                          

災害発生時に、迅速かつ効率的に対応することを目的に、必要物資の備蓄や防災設備の整備・点

検を実施した。 

 

(１)防災設備管理事業 

 ① 自動体外式除細動器(ＡＥＤ)の維持管理 

   突然の心停止による応急救命処置のツールであるＡＥＤ６４台を、平成１８年度から市内の

公共施設に配置している。令和元年度からは、使用できる環境を整備するため、市内公共施設

の７か所８台を広告費用で設置することで抑制できた費用を活用し、２４時間営業の市内２５

か所のコンビニエンスストアのうち８か所へ配置した。残り１７か所については、令和２年度

に配置を完了した。今後、コンビニエンスストアの増減に対応する。 

   また、市各課の行事、自治会などの市民団体が実施する行事等に参加する方々が心肺停止状

態に陥ったときの救命活動に備えるために、貸出用ＡＥＤを３台確保している。令和３年度に

ついては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため行事が減少したので、貸し出しについては

延べ４件だった。 

  ＡＥＤ設置数 ８９台 ３，１２７，９６０円 (うち８台は広告付き事業により無料設置) 

  業者名：国際セーフティー㈱ 

   ア．平成２８年６月リース開始分（令和３年６月更新）：２０台 

１１６，６００円(４･５月分)  ５３９，０００円(６～３月分) 

   イ．平成３１年４月リース開始分：１４台 ５７２，８８０円 

   ウ．令和 １年７月リース開始分：１２台 ４９１，０４０円 

   エ．令和 ２年４月リース開始分：１７台 ６９５，６４０円 

   オ．令和 ２年６月リース開始分：１８台 ７１２，８００円 

平成 28年 6月･令和 3年 6月 

 リース開始分 

 

 

ア    ２０台 

川上公民館､加賀田公民館､高向公民館､天見公民館､天野公民館､南花台公民館､ふ

るさと歴史学習館､寺ケ池公園､岩湧の森｢四季彩館｣､日野コミュニティセンター

｢みのでホール｣､赤峰市民広場､危機管理課(貸出用)２台､千代田こども園､汐の宮

保育園､子ども･子育て総合センター｢あいっく｣､武道館､美加の台コミュニティー

ルーム｢さくら｣､セブンイレブン２店舗(市役所前､本多町) 

平成 31年 4 月 

リース開始分 

イ    １４台 

福祉センター｢錦渓苑｣､危機管理課(貸出用)､消費生活センター､あやたホール､く

すのかホール､消防署(本署)､消防署(北出張所)､消防署(南出張所)､観光案内所､セ

ブンイレブン５店舗(本町､向野町､小山田町､楠町西､三日市町駅前) 



令和元年 7月 

リース開始分 

ウ    １２台 

長野中､東中､千代田中､西中､加賀田中､南花台中､美加の台中､千代田公民館､三日

市公民館､滝畑ふるさと文化財の森センター､障がい者福祉センター｢あかみね｣､セ

ブンイレブン１店舗(南花台) 

令和 2年 4月 

リース開始分 

エ    １７台 

ファミリーマート１３店舗(西之山町､南貴望ケ丘､錦町､向野､千代田駅前､喜多町､

木戸､松ケ丘、市町､ミナミ高向､高向東､三日市､北青葉台)､ローソン３店舗(三日市

駅前､高向､昭栄)､ミニストップ１店舗(加賀田) 

令和 2年 6月 

リース開始分 

オ    １８台 

千代田小､長野小､小山田小､加賀田小､三日市小､天野小､高向小､天見小､楠小､石仏

小､川上小､南花台小､美加の台小､ふれあいプラザ(錦秀会看護専門学校敷地内)､加

賀田上集会所､大地の里｢友邦｣､滝畑湖畔観光農林組合､行者湧水直売所 

 

② ＡＥＤ収納ケース設置 

   市立小中学校２０校の校内に設置している自動体外式除細動器（AED）２台のうち１台（危

機管理課設置分）を屋外に設置するため収納ケースを購入した。 

   自動体外式除細動器（AED）収納ケース購入費用：６６０，０００円(33,000円×20個） 

   業者名：国際セーフティー㈱ 

③ 災害情報の収集・伝達 

   被害状況や災害関連情報の正確かつ迅速な収集伝達を図ることにより、災害応急対策を円滑

に実施し、また地域住民に正しい災害情報を適切な時期に提供するために、災害時情報伝達手

段を確保している。 

  ア．防災行政無線 

   Ａ．防災行政無線(同報系)屋外拡声子局 市内４７箇所 

     災害情報を迅速かつ一斉に広範な地域の住民へ伝達することができるように、整備・維

持している。 

     保守点検委託料：３，９６０，０００円   業者名：㈱日電商会 

   Ｂ．防災行政無線(移動系)３５台(半固定型１台、携帯型５台、車載型２９台) 

     災害現場の情報を迅速かつ的確に収集し、現場及び避難所などの応急対策を円滑に実施

するため、２６０ＭＨｚ帯移動系無線を導入・維持している。 

   Ｃ．大阪府防災行政無線共同利用 

     大阪府及び周辺市町村と大阪府行政防災無線を共同で利用し、移動系無線機を利用した

通信手段を確保することで、情報通信手段の多重化を図っている。 

     共同利用負担金：１１０，４６９円 

     大阪府防災情報充実強化事業負担金：４９５，０００円 

   Ｄ．災害テレホン案内 

     防災行政無線の不感地帯への情報伝達を行うため、防災行政無線の放送内容を確認する

ことができる、災害テレホン案内システムを維持管理した。 

     システム利用料(６回線)：１５５，２６３円  業者名：西日本電信電話㈱ 

   Ｅ．防災行政無線用地購入 

     防災行政無線（ぼうさいひろの）用地を無償で使用し設置していたが、取得する必要性 

が生じたため購入した。 

対象用地  所在及び地番：小山田町１０５番３    地 積：実測２８．１９㎡ 

      不動産鑑定料：   ３４５，４００円 業者名：日本不動産研究所 

      防災無線用地購入費 ５２１，５１５円 

 

広告付きＡＥＤの導入により、リース料が

無料になった施設及び台数。   ８台 

市役所 2 台､下里運動公園､市民総合体育館､キックス､ラブ

リーホール､保健センター､市営斎場 



  イ．衛星携帯電話の更新 

    山間部と本庁との情報手段の確保を目的に、衛星携帯電話を導入・維持した。平成２７年

度から３カ年をかけ６台を㈱セルビスから寄贈いただいたが、電池パックの劣化と機器の製

造中止により、機器の更新が必要となった。 

    利用料：３５２，８００円 (２９，４００円×１２ヶ月)  業者名：ソフトバンク㈱ 

    機器更新(購入)：１９９，５４０円（９９，７７０円×２台）業者名：ソフトバンク㈱ 

  ウ．液晶テレビ等購入 

    デジタル放送を活用し情報収集している液晶テレビが経年劣化したため買い替えた。 

     液晶テレビ等：７１，５００円 

     業者名   ：Ｎスポーツ㈱ 

  エ．土石流監視システム保守点検業務 

    市内１２ケ所に設置された雨量観測局及び市役所に設置された監視局、富田林市金胎寺山

に設置された中継局の維持管理を行っている。 

    保守点検委託料：１，２４２，４５０円  業者名：ＪＲＣシステムサービス㈱関西支店 

  オ．おおさか防災ネット 

    大阪府及び市町村が共同で、災害などの発生時に安全に行動することができるよう、幅広

い防災情報をインターネットにより提供している。 

    大阪府防災情報充実強化事業負担金：４９５，０００円(再掲) 

   Ａ．防災ポータルサイト 

     気象台から発表される気象に関する注意報や警報情報、地震・津波情報、災害発生時に

市から出される避難勧告・指示、被災・対策状況、交通・道路・ライフラインの運行・稼

働状況など幅広い防災情報を一元的に集約して掲載している。 

   Ｂ．防災情報メール 

     メールアドレスを登録することで、地震・津波の緊急情報、気象予警報や災害時の避難

勧告などの情報をメールで受信できる。 

   Ｃ．高所カメラ 

     高所カメラの整備により、災害発生時の被害の様子を防災関係機関が一目で把握し、迅

速な応急対策ができるようにしている。 

  カ．全国瞬時警報システム(Ｊアラート) ※ 

    大規模地震発生時や武力攻撃事態に消防庁から発信される情報を受信するため、全国瞬時

警報システムを配備し、防災行政無線と一体的に維持管理している。 

 

 

 

 

 

 

  キ．震度計設置環境基準保守業務 

    市有地に設置されている震度計の環境基準を維持するため、樹木の伐採等を行った。 

    震度計設置環境基準保守業務委託料：２６４，０００円  業者名：高向造園土木 

 

 

 

 

 

※ Jアラート 

  ･･･弾道ミサイル情報、緊急地震速報等、対処に時間的余裕のない事態に関する情報を、人工衛

星及び地上回線を用いて国(内閣官房・気象庁から消防庁を経由)から送信し、市防災行政無線

(同報系)等を自動起動することにより、国から住民まで緊急情報を瞬時に伝達するシステム。 

 

 



(２)災害用物資・応急資機材備蓄整備事業 

 ① 災害用物資・応急資機材の備蓄 

   災害時に備え、食糧や資機材などを購入し、指定避難所や市役所などに備蓄した。 

 ＜物資(食糧及び生活用品)＞ 

品  名 
令和２年度末 

備蓄数量 

令和３年度 

新規数量 

令和３年度 

使用･廃棄等 

令和３年度末 

備蓄数量 

備蓄場所 

市役所 避難所等 

アルファ化米※1 16,000食 2,100食 ｱ.ｲ) 5,200食 12,900食 2,950食 9,950食 

主菜・副菜※2 8928食 740食 960食 8,708食 3,190食 5,518食 

飲料水 10,440本 2,592本 ｱ.ｲ) 3,692本 9,340本 3,960本 5,380本 

粉ミルク 12缶 384食 ｳ)     12缶 384食 384食 0缶 

哺乳瓶 147本 192本 － 339本 339本 0本 

おむつ(乳幼児) 2,054枚 － － 2,054枚 2,054枚 0枚 

おむつ(成人用) 1,973枚 － － 1,973枚 1,973枚 0枚 

簡易ﾄｲﾚ(組立ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ) 140基 － － 140基 0基 140基 

ポータブルトイレ 42基 － － 42基 0基 42基 

パーソナルテント(S) 42張 － － 42張 5張 37張 

パーソナルテント(M) 21張 － － 21張 0張 21張 

パーソナルテント(L) 21張 － － 21張 0張 21張 

トイレ処理セット 5,600 ｾｯﾄ 1,000 ｾｯﾄ ｴ)  400 ｾｯﾄ 6,200 ｾｯﾄ 1,100 ｾｯﾄ 5,100 ｾｯﾄ 

生理用品 8,254枚 － ｵ)   200枚 8,054枚 8,054枚 0枚 

毛布 6,541枚 － － 6,541枚 611枚 5,930枚 

アルミシート 6,670枚 － － 6,670枚 1,170枚 5,500枚 

トイレットペーパー 504巻 84巻 － 588巻 90巻 498巻 

避難所運営キット 42 ｾｯﾄ － － 42 ｾｯﾄ 0 ｾｯﾄ 42 ｾｯﾄ 

スピーカーラジオ 42 台 － － 42 台 0 台 42 台 

特設公衆電話 115台 － － 115台 0 台 115台 

照明器具(ＬＥＤランタン) 41 台 － － 41 台 0 台 41 台 

多人数用救急箱 6 箱 － － 6 箱 6 箱 0 箱 

マスク 363,600枚 － 24,480枚 339,120枚 339,120枚 0 枚 

フェイスシールド 1,272 枚 － 1,113 枚 159枚 159枚 0 枚 

アルコール消毒液 ※3 23,557ℓ － 4,355ℓ 19,202ℓ 5,342ℓ 13,860ℓ 

次亜塩素酸水  ※4 60,000ℓ － － 60,000ℓ 60,000ℓ 0ℓ 

避難所感染対策セット ※5 19 ｾｯﾄ － － 19 ｾｯﾄ 19 ｾｯﾄ 0 ｾｯﾄ 

ｱ)期限切れ前に自主防等へ配布 

ｲ)期限切れのため職員訓練に使用 

ｳ)期限切れ前に千代田台こども園へ提供（令和３年度よりｷｭｰﾌﾞﾀｲﾌﾟを備蓄） 

ｴ)損耗廃棄 

ｵ)コロナ禍の女性支援に活用するため人権推進課へ提供 

※1高齢者食は府の基準でアルファ化米の５％（市備蓄 1200食）とするとなっており、アルフ

ァ化米備蓄のうちに、そしゃく、嚥下の容易な食品を混在させ一定数を確保。 

※2主菜とはタンパク質の摂取を主とした「おかず」類、副菜とは「その他の栄養素」や「おや

つ」などで、エネルギー摂取を目的としたアルファ化米（主食として炭水化物の摂取を主とす

る）とは異なり、避難所での健康維持やストレスの軽減を目的とした食品。クッキーのみであ

った備蓄を見直し、多種多様な食品の備蓄を行う。 

※3アルコール消毒液は公共施設での分散備蓄を含む。 

※4次亜塩素酸水にあっては、60,000ℓが作成できる粉末の寄贈分を備蓄。 

※5セット内容は､非接触体温計､アルコール消毒液､マスク､ガウン､手袋等の避難所開設時に必

要な感染対策用品。 

 



 ＜応急資機材＞ 

品  名 
令和２年度 

備蓄数量 

令和３年度 

新規数量 

令和３年度 

使用･廃棄等 

令和３年度末 

備蓄数量 
備 考 

防災倉庫(コンテナ) 19 台 － － 19 台 小･中学校 19 ヶ所 

防災倉庫(物置) 7 台 － － 7 台 公民館等 7 ヶ所 

発電機(ガス) 55 台 － － 55 台 避難所 48 ヶ所/別館 

カセットガスボンベ 1,289 本 － － 1,289 本 避難所 48 ヶ所/別館 

投光器(三脚付) 105台 － － 105台 避難所 48 ヶ所/別館 

杭(Φ7.5cm 長 1.2m) 180本 － － 180本 
 

土のう袋 6,650 枚 － 100枚 6,550 枚  

土のう(土入り) 350袋 100袋 － 450袋 作成 

ブルーシート 503枚 － － 503枚 風水害対策で使用 

カラーコーン 194個 － － 194個 風水害対策で使用 

コーンバー 130本 － － 130本 風水害対策で使用 

コーンベッド 139個 － － 139個 風水害対策で使用 

掛矢 25 丁 － － 25 丁  

剣スコップ 34 本 － － 34 本  

角スコップ 18 本 － － 18 本  

ツルハシ 17 本 － － 17 本  

ノコギリ 13 本 － － 13 本  

ハンマー(大:10･小:8) 18 本 － － 18 本  

鍬 14 本 － － 14 本  

ジョレン 20 本 － － 20 本  

伸縮脚立梯子 2.5ｍ 0 台 1 台 － 1 台  

マルチマイク型ワイヤレスメガホン 1 台 － － 1 台  

配水用ポリタンク 104個 － － 104個  

携帯型デジタル簡易無線機 9 基 － － 9 基  

エレベーターチェア 7 基 － － 7 基 市役所 4.キックス 2.図書館 1 

小型ポータブル電源 2 台 － － 2 台  

ＣＯ２センサー 84 台 － － 84 台  

非接触体温計 100個 － － 100個  

サーマルカメラ(ﾄﾞｰﾑ型) 2 台 － － 2 台  

サーマルカメラ(ﾊﾝﾃﾞｨ型) 3 台 － － 3 台  

UV ストリーマ空気清浄機 0 台 45 台 － 45 台  

サーキュレーター 0 台 45 台 － 45 台  

段ボールベッド※１ 200台 － 12 台 188台 訓練用として使用 

段ボールパーテーション※１ 250組 － 10 組 240組 訓練用として使用 

簡易ベッド 100台 － － 100台  

ポップアップ式テント 100張 － － 100張  

飛沫防止パーテーション 20 台 － － 20 台  

3000W ポータブル電源 1 台 － － 1 台 災害対策本部用 

ソーラーパネル 1 台 － － 1 台 災害対策本部用 

43型ディスプレイ(移動用スタンド含む) 1 台 － － 1 台 災害対策本部用 



55型ディスプレイ(移動用スタンド含む) 1 台 － － 1 台 災害対策本部用 

高感度マイク 3 台 － － 3 台 災害対策本部用 

システム用パソコン 1 台 － － 1 台 災害対策本部用 

※1 訓練用として自主防災等の訓練で繰り返し使用し、破損・汚れたものは再利用せず廃棄するた

め、訓練使用時に使用・廃棄として計上。 

 

 ② マンホールトイレ整備事業 

   河内長野市地域防災計画において示されている避難所において、災害発生時の避難収容可能

人数に併せたトイレ設置が必要であることから、令和２年度より１１か所の小中学校等に計画

的にマンホールトイレの整備を予定しており、令和３年度は小山田小学校・川上小学校・美加

の台中学校の整備を行った。 

  ○小山田小学校・川上小学校・美加の台中学校 

   ・マンホールトイレ用備品購入 ７，２５６，３７０円  業者名：日之出水道機器㈱ 

     内訳：建屋(車イス用トイレ)１基×３校、建屋(一般用トイレ)４基×３校、 

        便器５基×３校、可搬式ポンプ 1台×３校 

   ・(参考)下水道事業会計 

     工事：マンホールトイレ設置整備工事      ３７，４０９，１００円 

     期間：小山田小学校 

        令和３年１１月９日～令和４年３月２５日      業者名：播磨興業㈱ 

        川上小学校・美加の台中学校 

        令和３年１１月５日～令和４年３月２５日      業者名：大八建設工業㈱ 

  ○令和２年度設置済：楠小学校 

 ③ 事業者からの寄贈 

   ㈱サンプラザから災害発生時等の緊急時に活用することができる長期保存水の寄贈を受け 

た。また、㈱セルビスから空間を効率良く涼しくすることができ、除湿機としても使用するこ 

とができるスポットクーラー３台の寄贈を受けた。 

寄贈日 品名 数量 寄贈者 

令和３年７月１９日 長期保存水（２ℓ） ３００本 ㈱サンプラザ 

令和４年３月２９日 スポットクーラー ３台 ㈱セルビス 

 

(３)災害対応 

 ① 災害対応 

  ア．台風接近や大雨などに伴い、災害警戒本部などを設置して災害対応を行った。 

   令和３年８月 ９日 暴風警報（台風第９号）  事前配備体制 

                       避難所開設なし 

   令和３年８月１２日 大雨警報         事前配備体制 

                       避難所開設なし 

   令和３年８月１３日 大雨警報         事前配備体制 

                       避難所１５箇所開設(最大時０名避難) 

  イ．り災証明書及び被害証明書の交付 

    災害による被害を受け、証明書の交付申請を行った市民に対して、住家についてはり災証

明書を、住家以外については被害証明書を交付した。 

    収入額：２，７００円  り災証明書： ８枚 被害証明書： １枚 

 



(４)国民保護計画事業  

 国民保護法第３５条第１項の規定により、国が定める｢国民の保護に関する基本指針｣及び大阪府

が定める｢大阪府国民保護計画｣に基づき｢河内長野国民保護計画｣を策定している。本計画は、市域

において、武力攻撃等から住民の避難、避難住民の救済、武力攻撃災害への対処等を的確・迅速に

実施できるようにすることを目的としている。 

① 原子力災害発生時広域避難受入マニュアルの策定 

   大阪府では、滋賀県から避難者を受け入れることとしており、本市でも避難元の滋賀県長浜

市民約２万５千７百人のうち約８百人を避難者として受け入れることとなっている。本市にお

ける広域避難の受け入れが迅速かつ円滑に行われるよう、事前の準備や受け入れに必要となる

具体的な対応等について、内閣府策定「美浜地域の緊急時対応」及び「原子力災害に係る滋賀

県広域避難計画」、「原子力災害に係る長浜市広域避難計画」を踏まえ取りまとめた。 

  ア．広域避難受入対象市 滋賀県長浜市 

  イ．避 難 元 の 地 区 名 井口地区・高月尾山地区 

  ウ．人 口 ・ 世 帯 数 ８０１名２６７世帯 

  エ．受 入 避 難 所 市民総合体育館（収容可能人数１，０５９人） 

 ② 全国瞬時警報システム(Ｊアラート)の全国一斉情報伝達訓練 

   武力攻撃などの発生時に備え、Ｊアラート機器の自動起動装置による情報伝達訓練及び緊急

地震速報訓練を実施した。 

  【情報伝達訓練】 

    令和３年５月１９日、１０月６日、令和４年２月１６日 

  【緊急地震速報訓練】 

    令和３年６月１７日、１１月５日 

③ Ｊアラートの維持管理 

   大規模地震発生時や武力攻撃事態に消防庁から発信される情報を受信するため、全国瞬時警

報システムを配備し、防災行政無線と一体的に維持管理している。【再掲】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 No.４ 

交通安全対策の推進 
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基本目標１　「安全・安心・支えあい」の暮らしやすいまち
分野別政策１　安心を築く危機管理・安全対策の推進

交通安全対策の推進
■現状と課題
現状やこれまでの取り組み

●全国的に高齢者、幼児、児童・生徒などが交通事故に巻き込まれるケースが後を絶たず、飲
酒運転や無免許運転、あおり運転などの悪質なケースや高齢運転者による事故も多発してい
ます。
●本市では交通事故発生件数が減少傾向にある一方、高齢者関連の事故が増加しており、免
許証自主返納者数も増加しつつありますが、後期高齢者の免許保有者数は増加しています。

●高齢者や障がい者、妊産婦など誰もが安全・快適に移動できるよう道路環境の整備を進め、
歩道への点字ブロックの設置や段差解消等を実施しています。

●歩行者や車両が安全・安心・快適に通行できるよう、交通安全施設（カーブミラー・ガードレー
ル・道路照明灯・区画線等）の設置や交差点改良、放置自転車対策等を行っています。
●交通事故防止のため、運転者講習会の実施や保育所（園）・幼稚園・認定こども園、小・中学校、
高等学校、自治会などを対象にそれぞれに応じた内容で交通安全教育を実施しています。

今後の課題や取り組みの方向

●市民一人ひとりが交通安全意識を高め、正しい交通マナーを実践できるよう、関係機関等
と連携しながら、地域ぐるみで交通安全運動や交通安全教室等の継続した取り組みを進
めます。
●超高齢化社会の中、高齢ドライバーによる事故が社会問題化しており、高齢者への交通安全
意識の徹底を働きかけるとともに、高齢者が身体機能の状態などを確認し交通安全に役立
てられる体験型の講習会を増やしていきます。
●市民の安全な交通環境を確保するため、交通安全施設の維持・更新などの整備を推進します。

施策

No.4

　市民の交通安全への意識が高まり、交通ルールの遵守や交通マナーが向上するとともに、
交通安全施設が整備されることにより、交通事故発生件数が減少し、交通事故のない安全・
安心・快適に暮らせるまちとなっています。

■ 10年後のめざす姿
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後期基本計画　第 4 章　分野別計画

■住みよさ指標
指標名 基準値 中間値 目標値

実績（H27） 目標（R2） 実績（R1） 目標（R7）
交通事故発生件数 411件 391件 323件 260 件
（参考）「交通安全」に関する市民満足度 15.8％ 18.3％ 17.0％ 20.8％

■施策の展開
No. 主な取り組み 担当課

1

交通安全意識の向上

都市計画課
道路課

内

容

継・警察や関係機関等との連携による交通安全意識の啓発

継・保育所（園）・幼稚園・認定こども園、小・中学校、高等学校、自治会などを対象とした交通安全教育の実施

充・高齢者に対する重点的な取り組みとして、運転免許証自主返納後の公共交通への円滑な乗り換えを支援
継・地域主体の交通安全活動の取り組みへの支援
継・放置自転車対策の実施

2

交通安全環境の整備

道路課内

容

継・交通安全施設（カーブミラー等）の整備及び維持・更新
継・地域との連携による交通危険箇所等の把握
継・歩道整備等の実施
継・通学路の安全性の確保

■関連する個別計画
計画名 計画期間

河内長野市移動円滑化道路特定事業計画 H15～

iwamoto
テキストボックス
※塗りつぶし部分の取り組みについて、主に評価いただきます。

iwamoto
線

iwamoto
ハイライト表示

iwamoto
ハイライト表示

iwamoto
ハイライト表示

iwamoto
ハイライト表示
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基 本目標１　「安 全・安心・支えあい」の暮らしやすいまち
分野別政 策１　安心を築く危 機管 理・安 全 対 策の推 進

交通安全対策の推進
■現状と課題
現状やこれまでの取り組み

●全国的に高齢者、幼児、児童・生徒などが交通事故に巻き込まれるケースが後を絶たず、飲
酒運転や無免許運転などの悪質なケースや高齢運転者による事故も多発しています。

●本市では、高齢者や障がい者、妊産婦など、誰もが安全・快適に移動できるよう道路環境
の整備を進めるとともに、歩道への点字ブロックの設置や段差解消等を実施しています。

●歩行者や車両が安全・安心・快適に通行できるよう、交通安全施設（カーブミラー・ガードレー
ル・道路照明灯・区画線等）の設置や交差点改良、放置自転車対策等を行っています。

●交通事故防止のため、運転者講習会の実施や保育所・幼稚園、小・中学校、高等学校、自
治会などを対象にそれぞれに応じた内容で交通安全教育を実施しています。

今後の課題や取り組みの方向

●市民一人ひとりが交通安全意識を向上し、正しい交通マナーを実践できるよう、市民や関係
機関等との連携を図りながら、継続した取り組みを地域ぐるみで進め、特に、高齢者への重
点的な働きかけを含めた交通安全運動や交通安全教室等の取り組みを進めます。

●市民の安全な交通環境を確保するため、交通安全施設の維持・更新などの整備を推進します。

　市民の交通安全への意識が高まり、交通ルールの遵守や交通マナーが向上するとともに、交
通安全施設が整備されることにより、交通事故発生件数が減少し、交通事故のない安全・安心・
快適に暮らせるまちとなっています。

■住みよさ指標
指標名 現状値（Ｈ27） 中間値（Ｈ32） 目標値（Ｈ37）

「交通安全」に関する市民満足度 15.8％ 18.3％ 20.8％
交通事故発生件数 411 件 391 件 370 件

施策

No.4

■ 10年後のめざす姿
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基本計画　第 4 章　分野別計画

基
本
計
画

■関連する個別計画
計画名 計画期間

河内長野市移動円滑化道路特定事業計画 H15 年～

■施策の展開
No. 主な取り組み 担当課

1

交通安全意識の向上

都市創生課
道路課

内

容

継 ・警察や関係機関等との連携による交通安全意識の啓発

継 ・保育所・幼稚園、小・中学校、高等学校、自治会などを対象とした
交通安全教育の実施

充 ・高齢者に対する重点的な取り組みの推進
継 ・地域主体の交通安全活動の取り組みへの支援
継 ・放置自転車対策の実施

2

交通安全環境の整備

道路課内

容

継 ・交通安全施設（カーブミラー等）の整備及び維持・更新
継 ・地域との連携による交通危険箇所等の把握
継 ・歩道整備等の実施
継 ・通学路の安全性の確保

交通安全教室



基本目標１　　「安全・安心・支えあい」の暮らしやすいまち 総計（後期）掲載頁 52

分野別政策１　　安心を築く危機管理・安全対策の推進
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

407 374 361 360 391 272 269 266 263

378 365 364 323 275 221

16.3 13.1 17.2 14.8 18.3 18.8 19.3 19.8 20.3

12.6 16.7 14.3 17.0 16.4 19.3

　引き続き、警察や交通安全自動車協会と協力し、交通事故をなくす運動の取り組みを進めるとともに、高齢者運転免
許証自主返納支援事業を実施する。また、地域での交通安全意識が高まっており、道路改修や交通安全施設の整備
等の要望について、引き続き対応していく。

今後の方向性

総合評価 住みよさ指標の状況
　河内長野警察署、河内長野交通安全自動車協会と協力し、全国交通安全運動期間等を通じて粘り強く交通安全啓発活
動を行ったことにより、交通事故発生件数、市民満足度ともに目標を達成することができた。

2
（参考）「交通安全」
に関する市民満足度

15.8 ％
目標値

○
実績値

評価

1 交通事故発生件数 411 件
目標値

実績値

H28

4

１０年後
の

めざす姿

市民の交通安全への意識が高まり、交通ルールの遵守や交通マナーが向上するとともに、交通安全施設が整備されることによ
り、交通事故発生件数が減少し、交通事故のない安全・安心・快適に暮らせるまちとなっています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

交通安全対策の推進

実績値の推移

260 ○

20.8

令和３年度の成果

　交通安全啓発活動に関して、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言やまん延防止措置が発令されてい
る期間は、人を集めての講習会が実施できなかったことから手法を変えて事業を実施しつつ、感染者数が減少してい
る期間は、交通安全教室などを実施し、交通安全意識の醸成を図った。併せて、社会問題となっている高齢者の交通
事故を防ぐため、運転免許証を自主返納した高齢者に対する支援事業を実施した。
　また、道路改修や交通安全施設の整備等により交通事故防止に取り組んだ。

　継続的な啓発活動は市民の生命を守るために重要であり、今後も警察や交通安全自動車協会と協力し、交通事故
をなくす運動の取り組みを進めるとともに、引き続き、高齢者の交通事故を防ぐために高齢者運転免許証自主返納支
援事業を実施する。
　また、地域での交通安全意識が高まっており、道路改修や交通安全施設の整備等の要望について、引き続き対応
していく。

A

前年度評価における
方向性



■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

350 300 275 250 200 150 150 140 140 140

312 307 276 206 112 99

148 139 143 148 142 105 104 103 102 101

140 144 149 144 106 102

■施策の展開（主な取り組み）

交通安全啓発事業

交通安全道路整備事業

市民の交通安全意識を高め、交通ルー
ルの遵守や交通マナーの向上を図るとと
もに、交通事故発生件数を減少させ、交
通事故のない安全・安心・快適に暮らせ
るまちにする。

河内長野警察署、河内長野交通安全自動車協会と協力し、交通事故防止のため、全国交
通安全運動を推進するとともに、交通安全教室（講話やビデオ貸出）、交通安全運転者講習
会（資料配布）などを実施し、意識啓発に努めた。
・河内長野署管内の交通事故発生件数　 令和元年275件→令和2年221件

交差点の安全性の向上と円滑な通行確
保のため、整備を実施する。

交通安全施設の整備・更新を実施した。

（所管課）

都市計画課

都市計画課

道路課

No
事業名

事業の目的 実施内容

運転に不安を感じられる高齢者に対し、
運転免許証の自主的な返納のきっかけ
を提供することで、高齢ドライバーによる
痛ましい交通事故を減少させる。

75歳以上の市内在住の運転免許保有者が運転免許証を自主返納した場合に、バスやタク
シーで利用できる支援券6,000円分を交付し、返納後の公共交通への円滑な移行を促進し
た。
・河内長野署管内の高齢者関連事故発生件数　令和元年106件→令和2年102件

1

高齢者運転免許証自主返納支援事業

1 放置自転車撤去数 434 台

2
高齢者関連事故発
生件数

149 件
実績値

設定値
○

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

○

評価

2

3

指標 単位当初



 

＜決算成果報告書より抜粋＞ 

 

１．交通安全啓発事業（都市計画課）                  

市民に交通安全思想の普及･浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づ

けることにより交通事故防止の徹底を図った。  

（１）交通事故をなくす運動事業（委託先：河内長野交通安全自動車協会 1,470,000円） 

① 全国交通安全運動の推進 

春と秋に全国一斉に実施される交通安全運動期間中（4/6～4/15、9/21～9/30）に関係機関の

協力を得ながら、次の内容で実施した。 

ア．街頭啓発活動 

朝の通勤通学者を対象に、交通安全意識の高揚をアピールした。 

イ．運転者講習会 

ドライバーを対象とした交通安全運転者講習会を実施（秋 7 回、春 7 回 ※新型コロナウ

イルス感染拡大防止のため資料配布により実施）した。 

② 交通安全教育 

ア．市内の幼稚園・保育所（園）・認定こども園、小学校等における交通安全教室 

年代に応じた講話、歩行実技、自転車走行実技等の講習会を実施した。 

実施回数：幼稚園 1回、保育所（園）1回、小学校 1回 

イ．事業所・団体等における交通安全教室 

日常業務を通じての交通安全対策を奨励するとともに、最新の交通安全ビデオの貸出を実

施した。 

ウ．運転適性検査 

交通事故防止対策の一環として、診断機器を使ったハンドル操作や反応の検査、交通安全

運転のための危険予測トレーニングを実施した（2回）。 

 ③ 交通安全の啓発活動 

ア．早朝街頭指導 

市内約４０ヶ所の主要交差点及び通学路において、通学児童・生徒の交通安全街頭指導を

実施した。 

イ．交通安全街頭キャンペーン 

振り込め詐欺防止等防犯活動と協同して、交通安全街頭キャンペーンを実施した。 

ウ．交通安全広報活動 

小学校の社会見学学習に合わせて、交通安全広報活動を実施した。また、交通安全フェス

タ（ロハス）に参加し、交通安全広報活動を実施した。 

 

（２）高齢者運転免許証自主返納支援事業 

運転に不安を感じられる 75歳以上の市内在住の運転免許証保有者に対し、運転免許証の自主

的な返納のきっかけを提供することで、痛ましい交通事故を減少させるとともに、返納後の公共

交通への円滑な移行や利用の促進を図ることを目的に、バス・タクシーで利用できる支援券

（6,000円分）を配布した。 

    ・支援者数      254人 

    ・負担金   1,335,800円 

施策 No.４ 交通安全対策の推進 



 

    ・郵送料     100,042円 

 

２．交通安全対策事業（道路課）                    

 交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの啓発を行った。 

（１）啓発看板の作製 

交通マナーを徹底し事故を防止する目的で啓発看板を作製した。また三日市駅前ロータリーに

設置している自転車等放置禁止区域指定表示看板のリニューアルを実施した。 

委 託 名 委託料（円） 受 託 者 

自転車等放置禁止区域指定表

示看板作製及び設置業務 
  71,000円 ニシオ看板創芸 

交通安全対策看板作製業務  116,050円 ㈱シーエム大阪 

 

３．放置自転車対策事業（道路課）                   

道路その他公共の場所における自転車等の放置を防止するための対策を講ずることによって市

民の良好な生活環境を保全し、街の美観を維持するとともに通行の障害を除去し、市民生活の安全

を図った。 

（１）放置自転車等撤去業務及び放置自転車等保管所管理業務 

駅周辺の駅前広場等に無秩序に放置された自転車は、歩行者の通行障害や美観の低下の問題だけ

ではなく、災害が発生したときの救助活動の妨害にもなるため、放置自転車対策として放置禁止区

域内で、啓発及び撤去活動を実施した。 

①  委託 

委 託 名 委託料（円） 受 託 者 

放置自転車等撤去業務 3,609,581円 （有）北崎商店 

放置自転車等保管所管理業務 2,414,297円 
公益社団法人 

河内長野市シルバー人材センター 

②  放置自転車等撤去及び返還台数 

項    目 自転車 原動機付自転車 計 

撤去台数 81 18 99 

返還台数 
65 

(1) 

21 

(0) 

86 

(1) 

（ ）内は放置自転車等保管料免除台数 

③  撤去自転車の海外供与 

撤去した自転車等で引き取りのないものについては、資源の有効活用及び発展途上国の福祉

向上に資することを目的に、公益財団法人自転車駐車場整備センターに譲渡し、海外供与事業

に協力している。令和３年度はコロナ禍の影響で海外供与事業は休止している。 

  

（２）駐輪場管理業務 

駅周辺の放置自転車対策として、自転車等駐車場の用地を継続して借地するとともに、ノバティ

ながの管理組合に修繕積立金(地下駐輪場面積分)及び共益費を負担した。 

汐の宮駅前駐輪場においては、管理清掃を公益社団法人河内長野市シルバー人材センターに委託

し、適切な管理を実施した。 

自転車等駐車場用地借地料（千代田）           1,019,400 円 



 

（汐の宮）           224,640円 

（千早口）           253,920円 

ノバティながの修繕積立金（河内長野駅前地下駐輪場）    3,487,860 円 

ノバティながの共益費（河内長野駅前地下駐輪場）     5,189,887 円 

駐輪場管理及び清掃業務委託料(汐ノ宮駅前駐輪場）     1,139,017 円 

 

美加の台駅前駐輪場の維持管理及び安全対策のため、防護柵の塗装工事を行った。 

工 事 名 工事費（円） 請負業者 工事概要 

美加の台駐輪場防護柵塗装工事 3,726,800 ㈱ 日動 
施工延長 L＝45.1m 

防護柵塗装 119.2m2 

合  計 3,726,800   

 

４．交通安全整備事業（道路課）                    

（１）人にやさしい安全で歩きやすい道路の整備 

道路の機能を維持し、歩行者や一般車両が安全・安心・快適に通行できるよう、交通安全施設の

設置や歩道の段差改良等の整備を行った。 

 
 

（２）交通安全道路整備工事 

 歩行者の移動を円滑化するために、交差点部における歩道改良工事及び歩道の側溝蓋設置工事を

行った。 

工 事 名 工事費 請負業者 工 事 概 要 

市道小塩青葉台線舗装工

事（その２） 
1,714,900 ㈱谷組 

施工延長     L=75.4m 

縁石工      L=75.4m 

市道島の谷線溝蓋設置工

事 
1,474,000 峯樹造園㈱ 

施工延長     L=136.0m 

溝蓋設置工    L=136.0m 

合  計 3,188,900   

 

（３）交通安全施設設置工事 

市内の市道において交通安全施設の設置を行った。 

工 事 名 工事費（円） 請負業者 工 事 概 要 

令和３年度交通安全

施設（道路反射鏡・

区画線等）設置工事 

第１期～第２期 

5,369,787 
ジョイントロー

ドサービス㈱ 

道路反射鏡設置    N=8基 

区画線設置      L=9,349.06m 

グリーンベルト設置  L=1,354.00m 

 

令和３年度交通安全

施設（防護柵等） 

設置工事 

第１期～第２期 

4,781,009 末博安全㈱ 

ガードレール設置    L=15.10m 

転落防止柵設置        L=46.35m 

ネットフェンス設置   N=25.3基 

視線誘導標設置     N=9   基 

令和３年度交通安全

施設（道路照明灯）

設置工事 

第１期～第２期 

4,294,950 ㈱森花電気商会 

テーパーポール取替え  N= 3  基 

照明器具取替え（LED）  N= 45 基 

管球取替え       N= 5  基 

合  計 14,445,746   
 



 

 

５．交通安全施設整備・管理事業（道路課）               

交通安全施設の維持管理 

通行の安全を確保するための交通安全施設の良好な維持補修を行い、適正な管理に努めた。 

内  容 金  額（円） 

光熱水費（道路照明灯の電気料金） 9,435,001 

修繕料（道路照明灯及びカーブミラー） 314,270 

ＬＥＤ道路灯リース料 3,459,636 

原材料費 85,250 

合  計 13,294,157 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 No.35 

都市ブランドの構築と 

魅力発信 
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包括的施策　都市魅力の創造と効果的な発信

都市ブランドの
構築と魅力発信

■現状と課題
現状やこれまでの取り組み

●本市が「選ばれる都市」となるためには、市民の本市に対する誇りや愛着を高めていくとと
もに、都市イメージのブランド化によるまちの品格や評価を高め、市外からの関心や憧れ
の獲得につなげることで、市民の転出抑制と転入者や観光客の増加に結び付けていく必要
があります。
●「ちかくて ふかい 奥河内」をキーワードとしたイメージ戦略や、様々な分野での魅力発信
により、「緑に囲まれた自然豊かな暮らし」「国宝・重要文化財などの歴史・文化遺産」とい
うイメージが市内外に浸透しつつあります。
●都市ブランドの構築に向け、市民が主体となった都市ブランド検討会議において、「将来都
市像」を共有しながら、本市の魅力や強みを活かした都市ブランドの戦略的な方策の検討
を進めてきました。
●河内長野市広報戦略プランに基づき、市民や事業者等との協働を進め、市民の本市への誇
りや愛着、一体感の醸成とともに、各施策の目的やターゲットに応じて、多様な媒体を活
用した情報発信や報道機関へのパブリシティ 112などに取り組んでいます。

●Ｕ・Ｉ・Ｊターンなどの移住者受け入れや観光客へのおもてなしの意識醸成等に取り組んでい
ます。

今後の課題や取り組みの方向

●市民・関係団体・事業者・行政等が連携して市民の本市に対する誇りや愛着を高め、まちの
魅力を発掘・創出し、「河内長野市ブランド」を構築します。
●住む（住宅政策や交通政策）・働く（就労支援や創業支援）・学ぶ（学校教育や生涯学習）・遊ぶ（観
光やスポーツ）・買う（観光振興やふるさと納税）などの様々な場面で本市が「選ばれる都市」
となるよう、庁内部局間の連携強化を促進するとともに、市民や事業者等との協働による効
果的・効率的なプロモーションを包括的に展開していきます。
●Ｕ・Ｉ・Ｊターンなどによる新規移住者の受け入れや、本市を訪れる観光客など来訪者の受け
入れ体制の充実を図ります。

施策

No.35

　市民の本市に対する誇りや愛着、市内外からの認知度や好感度が高まることにより、住む・
働く・学ぶ・遊ぶ・買うなどの様々な場面において本市が「選ばれる都市」となっています。

■ 10年後のめざす姿

112 パブリシティ：ＰＲの一種でプレスリリースや報道機関への応対などを通じ、メディアに内容を取り上げてもらう活動のことをいう。
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後期基本計画　第 4 章　分野別計画

■住みよさ指標
指標名 基準値 中間値 目標値

実績（H27） 目標（R2） 実績（R1） 目標（R7）
「河内長野市に愛着と誇りを感じてい
る」市民の割合 45.9％ 50.0％ 38.8％ 55.0％

「河内長野市に住み続けたいと感じて
いる」市民の割合 51.4％ 55.0％ 45.5％ 60.0％

観光入込客数 986,800人 1,051,000人 1,134,000人 1,076,000人
社会動態の転入者／転出者の率 75.0％ 90.0％ 78.0％ 98.0％

■関連する個別計画
計画名 計画期間

河内長野市広報戦略プラン～まちへのファンを増やす魅力発信～ H29～

■施策の展開
No. 主な取り組み 担当課

1
市民との協働による都市ブランドの構築・推進

広報広聴課内

容

継・市民の本市への誇りや愛着、一体感の醸成
継・都市ブランドの戦略的な方策の策定・運用

2

効果的な都市魅力の発信

広報広聴課内

容

継・各施策に応じた効果的な情報発信
継・市民や事業者などとの協働による効果的なプロモーション
継・紙媒体やインターネットなど多様な媒体による情報発信
継・報道機関との連絡調整によるパブリシティの推進

3
移住者等の受け入れ体制の整備

広報広聴課
産業観光課

内

容

継・Ｕ・Ｉ・Ｊターンなどの新規移住者に対する受け入れ体制の構築
継・観光客に対するおもてなしの意識醸成

iwamoto
テキストボックス
※塗りつぶし部分の取り組みについて、主に評価いただきます。

iwamoto
ハイライト表示

iwamoto
ハイライト表示

iwamoto
ハイライト表示

iwamoto
ハイライト表示

iwamoto
ハイライト表示

iwamoto
ハイライト表示

iwamoto
線
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都市ブランドの構築と魅力発信
■現状と課題
現状やこれまでの取り組み

●本市が「選ばれる都市」となるためには、市民の本市に対する誇りや愛着を高めていくととも
に、都市イメージのブランド化によるまちの品格や評価を高め、市外からの関心や憧れの獲
得につなげることで、市民の転出抑制をはじめ、転入者や観光客の増加に結び付けていく必
要があります。

●これまで、「ちかくて、ふかい 奥河内」をキーワードとしたイメージ戦略をはじめ、子育て・
教育など様々な分野で本市の魅力を発信しており、「緑に囲まれた自然豊かな暮らし」や「国宝・
重要文化財などの歴史・文化遺産」といった本市のイメージが市内外の人びとにも浸透しつ
つあります。

●都市ブランドの構築に向け、平成 27 年度に、市民が主体となった都市ブランド検討会議を
立ち上げ、「将来都市像」を共有しながら、本市の魅力や強みを活かした都市ブランドの戦
略的な方策の検討を進めています。

今後の課題や取り組みの方向

●市民・関係団体・事業者・行政などが一体となって、本市に対する誇りや愛着を高め、まち
の魅力を発掘・創出し、「河内長野市ブランド」を構築します。

●庁内の部局間のさらなる連携や施策の相乗効果を促進するとともに、市民や事業者などとの
協働により、積極的で効果的なプロモーションを実施し、市内外からの認知度及び好感度の
向上を図ります。

●Ｕ・Ｉ・Ｊターンなどによる新規移住者の受け入れや、本市を訪れる観光客など来訪者の受け
入れ体制の充実を図ります。

　市民の本市に対する誇りや愛着、市内外からの認知度や好感度が高まることにより、住む・
働く・学ぶ・遊ぶ・買うなどの様々な場面において本市が「選ばれる都市」となっています。

■住みよさ指標
指標名 現状値（Ｈ27） 中間値（Ｈ32） 目標値（Ｈ37）

「河内長野市に愛着と誇りを感じている」
市民の割合 45.9％ 50.0％ 55.0％

「河内長野市に住み続けたいと感じている」
市民の割合 51.4％ 55.0％ 60.0％

観光入込客数 986,800 人 1,051,000 人 1,076,000 人
社会動態の転入者／転出者の率 75.0％ 90.0％ 95.0％

包括的政 策　都市魅力の創造と効果的な発 信

施策

No.35

■ 10年後のめざす姿
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基本計画　第 4 章　分野別計画

基
本
計
画

■関連する個別計画
計画名 計画期間

都市ブランド戦略指針 H28 年度～

■施策の展開
No. 主な取り組み 担当課

1
市民との協働による都市ブランドの構築・推進

都市魅力戦略課内

容

充 ・市民の本市への誇りや愛着、一体感の醸成
新 ・都市ブランドの戦略的な方策の策定・運用

2

効果的な都市魅力の発信

都市魅力戦略課内

容

継 ・各施策に応じた効果的な情報発信
新 ・市民や事業者などとの協働による効果的なプロモーション
充 ・紙媒体やインターネットなど多様な媒体による情報発信
継 ・報道機関との連絡調整によるパブリシティ 111 の推進

3
移住者等の受け入れ体制の整備

都市魅力戦略課
産業観光課

内

容

新 ・Ｕ・Ｉ・Ｊターンなどの新規移住者に対する受け入れ体制の構築
充 ・観光客に対するおもてなしの意識醸成

111 パブリシティ：PR の一種でプレスリリースやインタビューへの応対などを通じ、メディアに内容を取り上げてもらう活動のことをいう。

都市ブランド検討会議の様子 観光パンフレットなど
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包括的施策　　　都市魅力の創造と効果的な配信
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

39.4 41.0 45.0 45.0 50.0 51.0 52.0 53.0 54.0

39.4 41.9 42.7 38.8 38.2 36.3

43.9 45.0 50.0 50.0 55.0 56.0 57.0 58.0 59.0

43.9 47.1 48.4 45.5 41.2 41.8

1,027,142 1,005,000 1,005,000 1,100,000 1,051,000 950,000 1,000,000 1,050,000 1,050,000

989,861 1,045,000 1,142,000 1,134,000 897,200 985,600

78.0 79.4 86.0 86.0 90.0 90.0 92.0 94.0 96.0

74.0 82.0 78.0 78.0 81.0 88.4

C

前年度評価における
方向性

令和３年度の成果

　広報紙や市ホームページによる情報発信を行うとともに、ＳＮＳ（市公式フェイスブック、ツイッター、ＬＩＮＥ公式アカウ
ント）を積極的に活用するなど、各施策の目的やターゲットに応じて、市政情報やまちの魅力を発信した。さらに、報道
機関へのパブリシティなどにも取り組むなど、多様な媒体を活用した情報発信を行った。
　また、移住定住促進に向け、庁内関係部署や不動産関連事業者等と連携を図り、住まいに関する情報や本市の魅
力を発信し、市内外からの関心や憧れを喚起した。

　住む・働く・学ぶ・遊ぶ・買うなどの様々な場面において本市が「選ばれる都市」となるよう、庁内部局間の連携強化を
図り、市民・関係団体・事業者等との協働により、効果的・効率的なプロモーションを包括的に展開していく。

55.0 ↘

60.0

35

１０年後
の

めざす姿

市民の本市に対する誇りや愛着、市内外からの認知度や好感度が高まることにより、住む・働く・学ぶ・遊ぶ・買うなどの様々な場
面において本市が「選ばれる都市」となっています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

都市ブランドの構築と魅力発信

実績値の推移

→
実績値

評価

1
「河内長野市に愛着
と誇りを感じている」
市民の割合

45.9 ％
目標値

実績値

H28

人
目標値

1,076,000

2
「河内長野市に住み
続けたいと感じてい
る」市民の割合

51.4 ％
目標値

○
実績値

4
社会動態の転入者
／転出者の率

75.0 ％
目標値

3 観光入込客数 986,800

98.0 ↗

　市民・関係団体・事業者・報道等の協力を得ながら、費用対効果の高い効率的なシティプロモーション等の取り組みを
行ったが、令和３年度は「河内長野市に愛着と誇りを感じている」「河内長野市に住み続けたいと感じている」市民の割合
は、目標値を下回る結果となった。引き続き、目標達成に向けて包括的にプロモーションを展開していく。
　社会動態の転入者／転出者の率については、転入者数は大きな変動はないものの、転出者数が減少したことにより、率
が増加した。引き続き、転入・定住に向けた取り組みを進める。

実績値

総合評価 住みよさ指標の状況

　市民・関係団体・事業者等との協働により、市民の本市に対する誇りや愛着を高めるとともに、市内外からの認知度
や好感度を高めるため、多様な媒体を活用した情報発信を行う。
　また、住む・働く・学ぶ・遊ぶ・買うなどの様々な場面において、本市が「選ばれる都市」となるよう、本市の持つ魅力
発信や移住定住促進について、庁内関係部署間の連携強化を図り、効果的・効率的なプロモーションを包括的に展
開していく。

今後の方向性



■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

2,617 2,690 2,569 2,568 2,629 2,552

■施策の展開（主な取り組み）

単位当初指標

2

戦略
H28

設定値
✓

実績値

実績値の推移

↘

評価

1 転入者数 2,502 人

No
事業名

事業の目的 実施内容

SＮSを通じて市政情報やまちの魅力を発
信し、市民や団体、企業などから共感を
得て、本市のファンの拡大を目指し、情
報の拡散を図る。

市公式フェイスブックやツイッター、ＬＩＮＥ公式アカウントを運用し、市政情報や市の魅力など
を発信した。また、各課に積極的な情報発信を働きかけるとともに、各課の発信作業を支援し
た。1

多様な媒体による情報発信

（所管課）

広報広聴課

広報広聴課婚活イベントへの支援
婚活イベントを実施する団体等に対して
支援を行い、結婚を望む者への多様な
出会いの機会を創出する。

市内で開催された婚活イベントに開催事業費の一部を補助した。また、市職員が会場に出
向き参加者に対して本市の魅力などを伝えた。



 

＜決算成果報告書より抜粋＞ 

 

１．広報事業                            

（１）広報紙の発行  

① 広報かわちながの 

市政情報などを正確にわかりやすく伝え、市民と市政との間により良い相互理解と信頼関係

を築くかけ橋として、月 1 回、市内全戸に配付。32 ページを基本とし、職員がＤＴＰ※システ

ムで紙面を編集し、印刷経費の節減や編集工程での校正の迅速化を図った。また、平成 29年 1

月号から、ユニバーサルデザインフォント※を採用し、大きく読みやすい文字を使用している。 

紙面では、様々なテーマに応じて市民を取材・撮影するほか、イベントや募集などの情報を

コンパクトにまとめ、誰もが親しみやすく読みやすい内容に努めた。また、令和 3年 5月号か

ら全ページをカラー印刷としたほか、新型コロナウイルスの影響により落ち込む地域経済を活

性化し、市内消費を喚起する企画「エール KAWACHINAGANO」や外出自粛中の市民の楽しい時間

の過ごし方や、日常のちょっとしたニュースを写真で募集した「ちょっと見てみて！」などの

企画記事を掲載するなど、魅力ある紙面づくりに取り組んだ。 

なお、平成 17年 12月より、自主財源の確保や地元商工業者の育成・振興、市民への生活情

報の提供などを目的として、紙面の一部に有料広告を掲載し、歳入確保に努めている。 

広報ＤＴＰシステム賃借料［日通商事(株)］ 144,072円（4台） 

（※平成 28年 8月～令和 3年 7月までリース契約。リース終了後引き取り、継続利用中） 

ユニバーサルデザインフォントライセンス利用料［(株)大塚商会］ 165,000円 

印刷製本費［サンケイ総合印刷(株)］ 10,676,528円 

広報紙配送委託料［ (株)ダイコク］ 14,202,286円 

広報紙広告収入  1,596,000円（53件） 

 

 ※ ＤＴＰ（デスクトップパブリシング） 

   …出版物の原稿作成や編集、デザイン、レイアウトなどの作業をコンピュータで行い、データを印刷

所に持ち込んで出版すること。 

   ※ ユニバーサルデザインフォント 

   …できるだけ多くの人が可能な限り快適に利用できるよう配慮されたデザインで「見やすい、読みや

すい」をコンセプトとして、より美しい文字デザインを追求したフォントのこと。 

 

② 声の広報 

視覚障がい者を対象に、「広報かわちながの」をカセットテープなどに録音した「声の広報」

を発行し、希望者 21人に郵送した。 

声の広報発行並びに配送業務委託料［河内長野音訳サークルあい］  300,000円 

③ 点訳広報 

河内長野点訳サークル（市内ボランティア団体）に点字用紙を提供することで、「広報かわち

ながの」を点訳し、障がい者福祉センターあかみねや図書館などに点訳広報を設置した。 

点訳広報用消耗品費  24,320円 

 

 

施策 No.35 都市ブランドの構築と魅力発信 



 

（２）ホームページやＳＮＳの運営  

① ホームページ管理運営事業 

インターネットを通じて広く市政情報を発信するため、市ホームページを運営し、担当課に

より最新情報を掲載した。また、平成 31年 1月よりリニューアルを行い、見やすくわかりやす

いページ作りに取り組んだ。 

なお、平成 19年 3月から、自主財源の確保や地元商工業者の育成・振興、市民への生活情報

の提供などを目的として、バナー広告を掲載している。 

市ホームページ年間アクセス数  1,491,251件 

市ホームページ管理システム利用料［(株)福泉］  1,420,980円 

市ホームページバナー広告収入  128,000円（2社・20枠） 

② 各種ＳＮＳの活用 

市民や団体、事業者等との情報共有やコミュニケーションを通じ、本市への愛着や誇りを高

めるため、各種ＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）の積極的な活用に努めた。 

市公式フェイスブックページ運営  444投稿（225,456リーチ※） 

モックル公式ツイッター運営  120投稿（2,544いいね） 

市公式ＬＩＮＥ公式アカウント運営  240投稿（友だち登録者 8,276人） 

 

※ リーチ 

   …フェイスブックページの投稿等のコンテンツを見た人の数のこと。リーチ数の増加は、それだけ多

くの人に情報が届いたということ。「いいね！」をクリックしていない人も含む。 

 

 

（３）その他  

① 報道機関との連絡調整 

マスコミを通じて市をＰＲするため、報道機関に対して予算の概要をはじめ、重点施策や市

議会議案の説明を行うとともに、市民の身近な話題づくりやふるさと意識の定着を促すまちの

話題なども提供、河南記者クラブとの連絡調整に努めた。 

報道提供件数  72件 

② シンボルキャラクター（モックル）の活用 

市への愛着や誇りを育み、個性あるまちづくりを目指すとともに、市のイメージを内外に伝

えるため、市のシンボルキャラクターを活用し、市のＰＲを行った。 

着ぐるみ貸出件数  9件（庁内 6件＋一般 3件） 

イラストの使用許可件数  38件（庁内 30件＋一般 8件） 

③ 自治会・町会へ提供するための広報板作製 

地域住民相互のコミュニケーションを促すため、要望のあった自治会などに提供するため、

広報板（枠付き 2基、板のみ 19枚）を作製した。 

広報板作製委託料［(株)シーエム大阪］  156,015円 

④ 移住定住相談デスクの運営 

平成 28年 5月に設置した移住定住相談デスクでは、庁内関係部署や不動産関連事業者等と連

携を図り、住まいに関する情報や本市の魅力を発信し、市内外からの関心や憧れを喚起した。 

「河内長野で暮らそう」市ホームページ年間アクセス数  15,932件 

⑤  婚活イベントへの支援 

結婚を望む者への多様な出会いの機会を創出し、人口増加につなげるため、婚活イベントを

実施する団体や企業に対して支援を行った。 

婚活支援奨励金  1団体 42,000円 



 

 

 

令和３年度行政評価結果 
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１．はじめに 

令和３年度行政評価結果は、第５次総合計画後期基本計画に掲載する３８施策の令和３年度末

現在での達成状況と、令和３年度に施策目標を達成するために実施した主要な事業の概要をまと

めたものです。 

各施策及び施策を構成する事業を評価し、目標や課題、今後の方向性等を施策毎にとりまとめ

て公表することで、市議会や市民のみなさまに第５次総合計画の進捗状況や総合計画の推進に向

けた市の取り組みについての理解を深めていただくこと、透明な行政運営を実現することを目的

としています。 

なお、第５次総合計画前期基本計画が令和２年度に計画期間の最終年度を迎えたことから、前

期基本計画策定時点からの社会潮流の変化などを踏まえて、令和３年３月に後期基本計画を策定

し、一部の住みよさ指標については、指標の見直しや令和７年度における目標値の見直しを行い

ました。今回、令和３年度行政評価結果では、見直し後の指標で評価を行っています。 

 

２．行政評価とは 

施策や事業に目標を設定し、その達成度の向上をめざして、限られた資源（ヒト・モノ・カネ）

や情報の有効活用を図る仕組みです。評価を通じて事業の見直しや改善を図るとともに、部局間

の情報共有を進め、市民に対しても説明責任を果たすことをめざします。 

 

令和３年度決算では、以下の３つの評価を実施し、今後の行政経営や令和５年度予算編成に向

けた施策の選択と集中、事務改善の基礎資料とします。 

 

○第５次総合計画の３８施策に対する「施策評価」 

○第５次総合計画・実施計画に掲載する事業に対する「事業評価」 

 （※河内長野市まち・ひと・しごと創生総合戦略事業を含む） 

○市内部で実施した施策評価を外部の視点で検証する「外部評価」（後日実施） 

 

 

 



 

基本目標１　　「安全・安心・支えあい」の暮らしやすいまち 総計（後期）掲載頁 46

分野別政策１　　安心を築く危機管理・安全対策の推進
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

64.6 68.0 70.0 70.0 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0

66.6 67.5 67.6 68.9 68.6 68.9

5,920 6,100 6,100 5,100 6,700 4,000 4,000 4,000 4,000

5,870 1,942 3,848 3,885 0 0

21.0 21.0 21.0 21.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0

16.1 17.4 17.0 18.1 20.2 22.0

D

前年度評価における
方向性

令和３年度の成果

　平成28年度から平成30年度にかけて育成した防災リーダーに対し、地域で防災啓発の役割を担っていただけるよう啓発教
材を作成し配布した。また、近年の大規模災害による知見から、平成28年度まで実施してきた地域防災総合訓練は廃止し、
避難所運営訓練などに切り替えることで、これまでよりも防災力の向上を図るための事業改革を行っている。令和３年度におい
ては、新型コロナウイルス感染拡大防止のためまちづくり出前講座は実施できなかったが、地域での防災訓練で地域住民に
指導いただけるよう自治会役員等に向けて、訓練手順の指導を行った。
　また、ため池ハザードマップの作成及び周知により、地元住民における災害時の危機意識向上を図った。

　熊本地震や大阪北部地震などの災害が発生し、これらの教訓を活かした新しい地域防災計画が必要となっていたことから、
令和２年度において、受援計画・業務継続計画を含む地域防災計画の見直しを行った。今後も引き続き災害の発生に備えた
体制を整備していく。同時に、家庭や学校、地域などにおいて、日頃からの災害への備えなどを考えてもらうために、地域の
方々による防災啓発の取り組みへの支援を継続して行っていく必要がある。
　また、避難所におけるマンホールトイレの整備を計画的に行うとともに、大阪府と協力しながら、土砂災害対策やため池の適
正な管理及び保全などに取り組んでいく。

100.0 →

4,000

1

１０年後の
めざす姿

あらゆる危機事象に対して、市民・関係団体・事業所・行政などが連携し、組織的で、迅速かつ的確に対応できる危機管理体制が確立さ
れるとともに、市民の危機管理などに対する意識啓発が進むことで、市民の安全・安心を確保し、被害を最小に抑えることができる防災体
制が整っています。また、風水害被害の未然防止に向け、土砂災害対策や治山・治水対策が図られています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

危機管理・防災対策の推進

実績値の推移

→
実績値

評価

1 自主防災組織化率 61.3 ％
目標値

実績値

H28

％
目標値

40.0

2
地域防災活動参加者
数

5,725 人
目標値

↗
実績値

3
（参考）「防災」に関す
る市民満足度

19.2

　市民の災害に対する防災・減災への意識が高くなってきており、日頃からの備えやもしもの際の行動などの正しい知識を周知する
取り組みが行われてきている。
　地域防災活動については、令和元年度より避難所運営訓練などに切り替えて安全で住み良い地域づくりを目指している。なお、
令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影響により実施できなかったが、各地域におけるの防災訓練の手法について、同感染症
対策を徹底したうえで、事前説明を行う等の支援を行った。

総合評価 住みよさ指標の状況

　過去に発生した災害での教訓を生かし、令和２年度に策定した受援計画・業務継続計画を柱に大規模災害の発生に備えた
体制を整備していく。同時に、家庭や学校、地域などにおいて、日頃からの災害への備えなどを考えてもらうために、地域の
方々による防災啓発の取り組みへの支援を継続して行っていく必要がある。
　また、避難所におけるマンホールトイレの整備を計画的に行うとともに、大阪府と協力しながら、土砂災害対策やため池の適
正な管理及び保全などに取り組んでいく。今後の方向性

３．施策評価シートの見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ 

第５次総合計画後期基本計画の施策
番号及び施策名称を記載しています。 

 

施策を実施することで１０年後（令和７年
度）にめざす姿を記載しています。 

 

各指標の状況（目標に到達できて
いるか等）を記載しています。 
 

住みよさ指標の増減に関する、
担当部局での分析結果、考え方
を記載しています。 

施策の目標を指標化しています。 
「当初」欄には、総合計画作成時
の数値を記載しています。 

前年度評価における今後
の方向性を記載していま
す。 

令和３年度末現在での施策の達成
度を、住みよさ指標の状況から、Ａ
～Ｅの５段階で評価しています。 

施策に関する令和３年度
の取組みを記載していま
す。 

「めざす姿」実現に向けた
今後の施策の方向性を記
載しています。 



 

■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3 5 7 7 8 9 10 11 12 13

3 5 5 7 8 9

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6

88.0 94.0 96.0 98.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

92.0 94.0 96.0 98.0 100.0 100.0

3 3 2 1 2 2 2 2 2 2

1 2 3 1 0 1

■施策の展開（主な取り組み）

【戦略】

【戦略】

【重点】

【戦略】

【重点】

【戦略】

単位当初

設定値

実績値

指標

2

3

4

5

6

大規模災害に備え、地域防災計画に基づく
災害時備蓄物資整備計画により、公的備蓄
の必要量を確保するとともに、適時更新する
ことで、日頃から非常時の備えを充実させ
る。

危機管理課災害時備蓄物資の充実

戦略
H28

設定値
✓

実績値

実績値の推移

○

評価

✓
実績値

設定値
✓

実績値

設定値
○

1
災害ハザードマップ更
新進捗率

100.0 ％

2
地域安全マップ作成
団体数

- 団体

3
衛星携帯電話配備数
(計画台数6台中）

4 台

4
災害時備蓄物資の備
蓄率

78.0 ％ ✓
実績値

5 河川改修工事件数 6 件
設定値

No
事業名

事業の目的 実施内容

大阪府が「土砂災害警戒区域」と「土砂災
害特別警戒区域」として指定する地域にお
いて、地域の方々自らがワークショップによ
り過去の災害履歴、一時避難場所、避難経
路をハザードマップにまとめ、災害に備え
る。

神ガ丘地区・石仏地区及び令和２年度コロナ禍により作成できなかった上岩瀬地区・下岩瀬地区
の４地区において、感染症対策を実施したうえで住民主体のワークショップを通して地域版ハザード
マップを作成し、地区内の居住者へ自治会経由で全戸配布を行った。

1

地域版ハザードマップ作成

アルファ化米2,100食、7年保存クッキー740個、粉ミルク384食、哺乳瓶（使い捨て）192個、トイレ処
理セット1,000個、トイレットペーパー84巻、歯ブラシセット250個、多人数救急箱（入替用）６セット等
を購入・備蓄した。

地域防災リーダーフォローアップ講座を実
施し、地域防災の中核となる人材を育成し、
修了後には各地域の防災意識の啓発・防
災活動を活性化することで、地域防災力の
向上を図る。

防災リーダー１12名に対し、フォローアップ講座を書面で実施した。

河内長野市地域防災計画において示され
ている避難所において、災害発生時の避難
収容可能人数に併せたトイレ設置が必要で
あることから、マンホールトイレの整備を計画
的に行う。

令和２年度より１１ヶ所の小中学校等に計画的に整備している。令和元年度は、計画策定を行い、
令和２年度は、楠小学校に車いす用トイレ１基、一般用トイレ４基を整備した。令和３年度は、小山
田小学校・川上小学校・美加の台中学校に同様の整備をした。

避難所施設の強化・充実事業（マンホールトイレの整備）

↗

○

○

（所管課）

危機管理課

危機管理課

農林課

危機管理課

危機管理課

地域安全マップ作成

ため池ハザードマップの整備

地域防災リーダーフォローアップ講座

小学校区単位で、防災・防犯の犯罪が起こ
りやすい危険な場所や安全な場所を示した
地図を作成し、自助・共助による安全・安心
なまちづくりを推進する。

三日市小学校区において、感染症対策を実施したうえで地域主体によるワークショップを行い、地
図上に危険な場所や安全な場所を示した地図を作成し、小学校区内の全世帯分を印刷し、配布し
た。

ハザードマップを作成し、農業用ため池の
決壊に関する情報の伝達方法、避難場所
及び避難経路等について、地元住民に周
知することで災害時の危機意識を高める。

農業用ため池のハザードマップを作成し、関係者に周知した。
　１３池：原大池、ひょうたん池、猿又池、庄代池、丹保池、トンボ池、西浦池
　　　　　 灰原池、下里今池、日野新池、梅ヶ谷池、黒原大池、千代田池
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住みよさ指標を補完する指標や、住みよさ指標の達成に
向けた中間目標となる指標、各構成事業の成果を示す指
標等を参考指標として設定し、設定値に対する各指標の
状況を記載しています。 

施策目標を達成するために令和３
年度に実施した主要な事業につい
て掲載しています。 

「何・誰」をどのような状態にす
るために実施している事業か、目
的を記載しています。 

河内長野市まち・ひと・しごと創
生総合戦略の参考指標であるこ
とを示しています。 

河内長野市まち・ひと・しごと創
生総合戦略の事業であることを
示しています。 

令和３年度に実施した内容、成果
等について記載しています。 

令和３年度に重点的に資源を投
入し実施すると位置づけた事業
（実施計画重点プロジェクト事
業）であることを示しています。 
 



 

○施策評価の基準 

【各指標の評価】 

それぞれの指標が令和３年度の目標値（設定値）に到達しているか等について、以下のとお

り４段階で評価しています。 

区分 評価基準 

○ 目標値（設定値）に到達している場合 

↗ 目標値（設定値）には到達していないが、上昇傾向である場合 

→ 目標値（設定値）に到達しておらず、横ばいである場合 

↘ 目標値（設定値）に到達しておらず、下降傾向である場合 

 

【総合評価】 

施策の住みよさ指標の状況を総合し、令和３年度末現在での施策の達成度を、以下のとおり

５段階で評価しています。 

区分 評価基準 

Ａ 指標の目標値を全て達成し、達成度は予定以上の水準である 

Ｂ 指標の目標値を概ね達成し、めざす姿実現に向け順調に進んでいる 

Ｃ 一部指標は目標値を達成し、めざす姿実現に向け成果が表れつつある 

Ｄ 目標水準にほぼ到達している指標もあるが、全体としてやや遅れ気味である 

Ｅ 指標は全て目標値に到達しておらず、成果がみられない 

 

４．令和３年度評価の状況 

総合評価は、評価者の主観によらず、客観的なデータに基づき判断するため、住みよさ指標の

目標値に対する達成度により基準を定め、５段階で評価しています。 

住みよさ指標の結果に基づき判断することにより、明確な基準により各３８施策を横並びで評

価することが可能な一方、施策目標の達成に向け、一定の効果が見られる場合でも、結果として

住みよさ指標の数値が目標値に達していない場合は、総合評価は低くなるなど、各施策の個別の

状況を全て反映することが難しい一面もあります。 

令和３年度においては、令和２年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響により、各施

策の取り組みや活動が大きく制限されることとなりました。さまざまな感染拡大防止の取り組み

を実施しながら施策の推進に取り組みましたが、一部の施策については、住みよさ指標の実績値

が下降したことにより、昨年度と比較して低くなっています。 
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基本目標１　　「安全・安心・支えあい」の暮らしやすいまち 総計（後期）掲載頁 46

分野別政策１　　安心を築く危機管理・安全対策の推進
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

64.6 68.0 70.0 70.0 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0

66.6 67.5 67.6 68.9 68.6 68.9

5,920 6,100 6,100 5,100 6,700 4,000 4,000 4,000 4,000

5,870 1,942 3,848 3,885 0 0

21.0 21.0 21.0 21.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0

16.1 17.4 17.0 18.1 20.2 22.0

　過去に発生した災害での教訓を生かし、令和２年度に策定した受援計画・業務継続計画を柱に大規模災害の発生
に備えた体制を整備していく。同時に、家庭や学校、地域などにおいて、日頃からの災害への備えなどを考えてもらう
ために、地域の方々による防災啓発の取り組みへの支援を継続して行っていく必要がある。
　また、避難所におけるマンホールトイレの整備を計画的に行うとともに、大阪府と協力しながら、土砂災害対策やため
池の適正な管理及び保全などに取り組んでいく。今後の方向性

総合評価 住みよさ指標の状況
　市民の災害に対する防災・減災への意識が高くなってきており、日頃からの備えやもしもの際の行動などの正しい知識を
周知する取り組みが行われてきている。
　地域防災活動については、令和元年度より避難所運営訓練などに切り替えて安全で住み良い地域づくりを目指してい
る。なお、令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影響により実施できなかったが、各地域におけるの防災訓練の手法に
ついて、同感染症対策を徹底したうえで、事前説明を行う等の支援を行った。

↗
実績値

3
（参考）「防災」に関
する市民満足度

19.2 ％
目標値

40.0

2
地域防災活動参加
者数

5,725 人
目標値

→
実績値

評価

1 自主防災組織化率 61.3 ％
目標値

実績値

H28

1

１０年後
の

めざす姿

あらゆる危機事象に対して、市民・関係団体・事業所・行政などが連携し、組織的で、迅速かつ的確に対応できる危機管理体制
が確立されるとともに、市民の危機管理などに対する意識啓発が進むことで、市民の安全・安心を確保し、被害を最小に抑えるこ
とができる防災体制が整っています。また、風水害被害の未然防止に向け、土砂災害対策や治山・治水対策が図られています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

危機管理・防災対策の推進

実績値の推移

100.0 →

4,000

令和３年度の成果

　平成28年度から平成30年度にかけて育成した防災リーダーに対し、地域で防災啓発の役割を担っていただけるよう
啓発教材を作成し配布した。また、近年の大規模災害による知見から、平成28年度まで実施してきた地域防災総合訓
練は廃止し、避難所運営訓練などに切り替えることで、これまでよりも防災力の向上を図るための事業改革を行ってい
る。令和３年度においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のためまちづくり出前講座は実施できなかったが、地域
での防災訓練で地域住民に指導いただけるよう自治会役員等に向けて、訓練手順の指導を行った。
　また、ため池ハザードマップの作成及び周知により、地元住民における災害時の危機意識向上を図った。

　熊本地震や大阪北部地震などの災害が発生し、これらの教訓を活かした新しい地域防災計画が必要となっていたこ
とから、令和２年度において、受援計画・業務継続計画を含む地域防災計画の見直しを行った。今後も引き続き災害
の発生に備えた体制を整備していく。同時に、家庭や学校、地域などにおいて、日頃からの災害への備えなどを考え
てもらうために、地域の方々による防災啓発の取り組みへの支援を継続して行っていく必要がある。
　また、避難所におけるマンホールトイレの整備を計画的に行うとともに、大阪府と協力しながら、土砂災害対策やため
池の適正な管理及び保全などに取り組んでいく。

D

前年度評価における
方向性

1



■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3 5 7 7 8 9 10 11 12 13

3 5 5 7 8 9

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6

88.0 94.0 96.0 98.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

92.0 94.0 96.0 98.0 100.0 100.0

3 3 2 1 2 2 2 2 2 2

1 2 3 1 0 1

■施策の展開（主な取り組み）

【戦略】

【戦略】

【重点】

【戦略】

【重点】

【戦略】

地域安全マップ作成

ため池ハザードマップの整備

地域防災リーダーフォローアップ講座

小学校区単位で、防災・防犯の犯罪が
起こりやすい危険な場所や安全な場所
を示した地図を作成し、自助・共助による
安全・安心なまちづくりを推進する。

三日市小学校区において、感染症対策を実施したうえで地域主体によるワークショップを行
い、地図上に危険な場所や安全な場所を示した地図を作成し、小学校区内の全世帯分を印
刷し、配布した。

ハザードマップを作成し、農業用ため池
の決壊に関する情報の伝達方法、避難
場所及び避難経路等について、地元住
民に周知することで災害時の危機意識
を高める。

農業用ため池のハザードマップを作成し、関係者に周知した。
　１３池：原大池、ひょうたん池、猿又池、庄代池、丹保池、トンボ池、西浦池
　　　　　 灰原池、下里今池、日野新池、梅ヶ谷池、黒原大池、千代田池

（所管課）

危機管理課

危機管理課

農林課

危機管理課

危機管理課

↗

○

○

アルファ化米2,100食、7年保存クッキー740個、粉ミルク384食、哺乳瓶（使い捨て）192個、ト
イレ処理セット1,000個、トイレットペーパー84巻、歯ブラシセット250個、多人数救急箱（入替
用）６セット等を購入・備蓄した。

地域防災リーダーフォローアップ講座を
実施し、地域防災の中核となる人材を育
成し、修了後には各地域の防災意識の
啓発・防災活動を活性化することで、地
域防災力の向上を図る。

防災リーダー１12名に対し、フォローアップ講座を書面で実施した。

河内長野市地域防災計画において示さ
れている避難所において、災害発生時
の避難収容可能人数に併せたトイレ設
置が必要であることから、マンホールトイ
レの整備を計画的に行う。

令和２年度より１１ヶ所の小中学校等に計画的に整備している。令和元年度は、計画策定を
行い、令和２年度は、楠小学校に車いす用トイレ１基、一般用トイレ４基を整備した。令和３年
度は、小山田小学校・川上小学校・美加の台中学校に同様の整備をした。

避難所施設の強化・充実事業（マンホールトイレの整備）

No
事業名

事業の目的 実施内容

大阪府が「土砂災害警戒区域」と「土砂
災害特別警戒区域」として指定する地域
において、地域の方々自らがワークショッ
プにより過去の災害履歴、一時避難場
所、避難経路をハザードマップにまとめ、
災害に備える。

神ガ丘地区・石仏地区及び令和２年度コロナ禍により作成できなかった上岩瀬地区・下岩瀬
地区の４地区において、感染症対策を実施したうえで住民主体のワークショップを通して地
域版ハザードマップを作成し、地区内の居住者へ自治会経由で全戸配布を行った。

1

地域版ハザードマップ作成

✓
実績値

5 河川改修工事件数 6 件
設定値

3
衛星携帯電話配備
数　(計画台数6台
中）

4 台

4
災害時備蓄物資の
備蓄率

78.0 ％

1
災害ハザードマップ
更新進捗率

100.0 ％

2
地域安全マップ作成
団体数

- 団体 ✓
実績値

設定値
✓

実績値

設定値
○

戦略
H28

設定値
✓

実績値

実績値の推移

○

評価

6

大規模災害に備え、地域防災計画に基
づく災害時備蓄物資整備計画により、公
的備蓄の必要量を確保するとともに、適
時更新することで、日頃から非常時の備
えを充実させる。

危機管理課災害時備蓄物資の充実

2

3

4

5

指標 単位当初

設定値

実績値

2



【重点】

公園河川課

公園河川課

２４時間営業のコンビニ２６店舗にAEDを設置した。
　令和元年度：８店舗　令和２年度：１７店舗　令和３年度：１店舗

公園河川課

公園河川課

公園河川課

普通河川天見川改修工事を実施した。

北貴望ケ丘調整池及び大矢船第３調整池において浚渫を行った。
河川管理事業（調整池）

公共施設に配置しているAEDに加え、稼
働時間の長い市内のコンビニエンススト
アにAEDを配置することにより、昼間の稼
働を増やしつつ、深夜帯の使用を可能
にすることにより救命率の向上をはかりま
す。また、公共施設に配置しているAED
については、広告付きAEDを導入するこ
とにより、費用の削減を図る。

8

9

10

排水路における雨水による浸水を軽減
し、流水能力が向上する事で市民生活
の安全と衛生的な生活環境の確保を図
る。

施工実績なし。

小・中学校に設置しているリースＡＥＤ２
台のうち１台を、AED壁掛式収納ボックス
を活用し屋外に設置し、学校開放時等
における緊急事態での使用を可能にす
る。

小学校１３校、中学校７校にAED壁掛式収納ボックスを設置した。これにより校舎の施錠の有
無にかかわらずAEDの使用が可能になった。

自動体外式除細動器（AED）コンビニ設置事業

自動体外式除細動器（AED）ボックス設置事業

土砂災害から市民の生命を守るため、土
砂災害の恐れのある区域についての危
険周知、土砂災害特別警戒区域内の既
存住宅の移転及び補強補助などソフト事
業を促進する事で安全性の確保を図る。

インターネットで土砂災害警戒区域等を簡単に調べるための手順書を配置し、案内を行っ
た。
がけ地近接危険住宅移転助成及び土砂災害特別警戒区域内危険住宅補強助成につい
て、市広報紙及びホームページに掲載し周知を行った。

7

河川改修事業(準用河川)

危機管理課

危機管理課

13

大規模開発団地の造成時に設けられた
河川水量を調整するための調整池の機
能保全を図る。

水路改修事業(排水路)

準用河川加賀田川において、市民が河
川に親しむ際の安全性の確保と水辺環
境の保全を図る。

準用河川加賀田川擁壁応急復旧工事を実施した。

11

12

河川改修工事を行うことにより、災害の未
然防止と正常な流水機能を維持するとと
もに、水辺環境を保全し、公共の安全を
確保する。

砂防及び急傾斜地崩壊防止事業

河川改修事業（普通河川）

3



基本目標１　　「安全・安心・支えあい」の暮らしやすいまち 総計（後期）掲載頁 48

分野別政策１　　安心を築く危機管理・安全対策の推進
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

1.82 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1.47 2.33 1.42 1.43 1.74 1.18

85.0 86.0 87.0 90.0 92.0 93.6 95.2 96.8 98.4

84.8 86.0 86.3 86.7 86.7 66.0

28,286 29,500 35,000 38,000 38,500 41,500 44,500 47,500 50,500

28,421 32,394 36,327 39,047 39,500 41,262

29.6 26.8 31.3 28.0 33.6 34.6 35.6 36.6 37.6

24.5 30.2 26.3 27.2 27.1 29.0

　　引き続き火災予防に係る効果的な施策を継続することで、全国平均を下回る出火率を維持し、現場活動に必要な
機械器具の整備、更新や、職員の専門知識、資格取得を進めることで、消防力の維持強化を図る。また、令和６年４月
からの消防広域化を目指し、消防広域化協議会を構成する８市町村（本市を含め、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富
田林市、太子町、河南町及び千早赤阪村）において、令和５年９月に消防組合規約の変更・加入の議会承認が得ら
れるよう、新たに設立されることとなる消防組合の広域消防運営計画について、市町村長が委員となる協議会及びそ
の下部組織としての幹事会、専門部会等で策定に向けた議論を進めていく。

今後の方向性

総合評価 住みよさ指標の状況

38.6 ↗

　出火率については、ホームページの積極的な活用など、効果的と思われる広報活動を進め、市民への火災予防に対する
意識付けを行うことで、令和３年中の全国平均（2.7７）、大阪府平均（１．９８）を下回る実績値にとどめることができた。住宅用
火災警報器の設置率については、特定のイベントへの参加者を対象に調査していたものを、令和３年度から消防庁通知に
よる無作為抽出標本調査に変更したことで数値が大きく減少しているが、より実態に即した結果を得ることで効果的な普及
啓発に繋げていくことを目的として、今後同方法による調査を継続実施していく。また、救命講習については、昨年に引き続
いて新型コロナウイルス感染症の影響で開催を必要最低限にとどめたことから、受講者数は目標値を下回っているが、ホー
ムページへの動画掲載など、コロナ禍における普及啓発のあり方を模索しながら進めている。

実績値

→
実績値

4
（参考）「消防・救急」
に関する市民満足度

28.6 ％
目標値

3
救命講習等の延べ
受講者数

23,500 人
目標値

53,500

2
住宅用火災警報器
設置率

82.0 ％
目標値

↘
実績値

評価

1
出火率（人口１万人
当たりの出火件数）

2.88 件/万人
目標値

実績値

H28

2

１０年後
の

めざす姿

大規模災害への対応も含め、市内全域で消火・救急・救助事案に速やかに対応できる体制が整備されるとともに、市民の防火意
識向上や応急処置などの知識や技術が普及し、市民が安心して暮らしています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

消防・救急・救助体制の強化

実績値の推移

0 ○

100.0

令和３年度の成果

　消防広域化にかかる調査研究や、判断材料とするための資料作成を進め、関係機関による検討会での検討を進め
た結果、令和３年１２月に開催された８市町村長（本市を含め、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、太子町、河
南町及び千早赤阪村）の会議において、費用負担の方法や人件費の取扱いについての一定の合意が得られた。
　予防事業にかかる対面での普及啓発活動が、コロナ禍により困難であったことから、オリジナルポスター及びオリジ
ナル動画による複合媒体連動の広報ツールを制作し、対面機会を出来るだけ避けた上で住宅用火災警報器設置の
重要性を広く呼び掛けた。
　現場活動時の隊員の安全を確保するための装備や災害対応用資器材を更新するとともに、いかなる時にも災害対
応能力を発揮できるよう車両等の消防主力機械についても計画的に更新することで消防力の充実強化を図った。
　コロナ禍により、他者への応急手当自体がし辛い状況であったが、ホームページでコロナ禍における心肺蘇生の動
画を掲載するなど、可能な範囲での啓発を行った。

　増加傾向にある救急需要や大規模災害への対応力強化を目的とした消防の広域化について、引き続き関係機関と
の検討を続け、状況に応じた施策を模索していくことで、災害対応に対する市民の不安を取り除き、市民満足度の向
上を目指していく。

C

前年度評価における
方向性

4



■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

69 53 50 49 48 52 52 52 52 52

57 55 49 48 27 51

143 142 140 144 137 122 122 122 122 122

133 134 125 121 71 109

■施策の展開（主な取り組み）

消防資器材の整備

消防資器材の整備

消火栓の設置

法令改正により使用できなくなる現場活
動用胴ベルトを胴ベルト型墜落制止用
器具に更新する。

高所作業での身体確保に必要な胴ベルト型安全器具（消防署配置職員８８名分）を、法令改
正に合致した構造規格の墜落制止用器具に更新した。

現場活動用防火衣の更新を行う。 貸与年数を過ぎた現場活動用防火衣（１８着分）を更新し、職員の安全をより一層高め、現場
対応力の充実を図った。

まちづくり協議会や自治会との連携による対面での普及啓発活動が、コロナ禍により実施で
きなかったことから、令和３年度は従来以上に厳格な設置率の実態調査を行うとともに、その
実態に即した啓発を目的に、オリジナルポスター及びオリジナル動画による複合媒体連動の
広報ツールを制作し、対面機会をなるだけ避けた上で住宅用火災警報器設置の重要性を広
く呼び掛けた。

（所管課）

消防総務課

消防総務課

警防課

警防課

警防課

高規格救急自動車を更新配備し、消防力の充実を図った。

消防水利の劣弱な地域への消火栓新設
及び水道給水管敷設替工事に合わせた
消火栓更新を行う。

消火栓の本体更新（９基）及び修理（４基）を実施し、消防水利の充実を図った。

消防水利の劣弱な地域や都市基盤施設
である公園等に耐震性防火水槽の設置
を行う。

耐震性防火水槽の設計業務（１基）、設置業務（１基）を行い、消防水利の充実を図った。
防火水槽の設置

住宅用火災警報器の設置及び維持管
理が進む支援体制を整備する。

No
事業名

事業の目的 実施内容

消防団主力機械（車両等）の計画的な更
新を行う。

消防団車両更新整備計画に基づき、北三日市分団の消防ポンプ自動車（ＣＤ－１型）１台を
更新配備し、非常備消防力の充実を図った。

1

消防団車両の更新

8

市民の応急処置習得を進め救命率の向
上を図る。

救命講習受講者数は1,762名で、市内小学（１３校）５年生及び市内中学（８校）２年生に対
し、受講者の年齢に応じた講習を開催し、幅広い年齢層の市民に応急手当の普及啓発を
行った。

1
救急救命士の研修
及び各種講習派遣
者数

61 人

2
消防職員の研修及
び各種講習派遣者
数

136 人
実績値

設定値
↗

住宅用火災警報器設置促進事業

応急手当の普及啓発による救命率の向上

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

↗

評価

6

7

常備消防主力機械（車両等）の計画的な
更新を行う。

警防課

予防課

警防課

消防車両の更新

2

3

4

5

指標 単位当初

5



基本目標１　　「安全・安心・支えあい」の暮らしやすいまち 総計（後期）掲載頁 50

分野別政策１　　安心を築く危機管理・安全対策の推進
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

1,002 700 650 600 950 930 910 890 870

722 579 520 407 350 304

18.1 18.1 20.5 19.7 19.7 20.1 20.5 20.9 21.3

16.2 19.6 14.8 23.2 20.2 21.1

　防犯カメラについては、「市内公設防犯カメラの増設と適正配置計画」に基づき、自治会設置分の公設化及び通学
路等の危険地域を中心とした計画的な設置を進める。また、公設している防犯カメラについては、管理の一元化を進
めるとともに他の部署からの設置要望については、同計画に加えて設置する。
　自動通話録音装置の貸出については、令和４年度から押印不要とし、即日貸与できる等速やかに貸出できるよう取
り扱いを変更する。
　警察や防犯協議会と密接に連携しながら、自主防犯意識の向上・啓発を行うことで、犯罪のない安全・安心のまちづ
くりを進める。

今後の方向性

総合評価 住みよさ指標の状況
　警察や防犯協議会等の関係団体の防犯活動をはじめ、防犯カメラの設置や特殊詐欺を未然に防止する自動通話録音装
置の貸出し、また、警察署との協定の締結等に取り組んだことにより、刑法犯認知件数が減少するなど、大阪府内における
刑法犯認知件数についても減少した。

2
（参考）「防犯」に関
する市民満足度

17.7 ％
目標値

○
実績値

評価

1 刑法犯認知件数 1,015 件
目標値

実績値

H28

3

１０年後
の

めざす姿

市民の防犯意識や地域防犯力の向上と犯罪被害に遭わない、犯罪を起こさせない環境整備により、犯罪の発生や被害が減少
し、大阪一犯罪が少ないまちとして、市民が安心して生活しています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値

(R7)

防犯対策の推進

実績値の推移

850 ○

21.7

令和３年度の成果

　街頭犯罪未然防止などを目的とした防犯カメラを新たに設置する自治会に対し防犯カメラ設置補助金を交付するこ
とで安全安心なまちづくりの推進に努めた。
　警察や防犯協議会と連携して、地域の防犯活動の支援を行うことで、犯罪発生率が低い市を実現している。
　令和３年度においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため規模を縮小するなど、犯罪状況に応じた防止策の
推進、自主防犯活動指導事業、広報・啓発活動などを感染症対策を行ったうえで実施した。
　令和４年度以降の防犯カメラの公設化について、「市内公設防犯カメラの増設と適正配置計画」を策定した。

　防犯カメラの維持管理費用は全額自治会負担となっていることから、財政支援に対するニーズが高い。
　防犯カメラ設置の公益性が高いことから、令和4年度以降の防犯カメラの公設化に向けて新たな取り組みを検討す
る。
　また、現在、主要幹線道路や通学路等に設置している公設防犯カメラについて、令和３年度は、通学路や公園等を
中心に増設する。

A

前年度評価における
方向性

6



■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

60.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

64.9 84.1 100.0 100.0 100.0 100.0

38 76 118 158 167 191 216 241 266 291

60 92 128 152 159 193

15 19 19 34 49 64 79 94 106 120

19 19 19 34 49 64

■施策の展開（主な取り組み）

【戦略】

【戦略】防犯カメラ（増設）事業

自動通話録音装置貸与事業

防犯カメラの設置補助 

市内の街頭犯罪、侵入盗等の未然防止
を図るため、防犯カメラを計画的に設置
することにより、市民誰もが安全で安心し
て暮らせる大阪一犯罪の少ないまちを目
指す。

子どもや高齢者を狙った犯罪が社会問題化する中で、平成28年度より防犯カメラを設置して
いる。令和３年度において、通学路を中心に新たに１５台設置した。令和４年度以降の防犯
カメラの公設化について、「市内公設防犯カメラの増設と適正配置計画」を策定した。

近年、振り込め詐欺や還付金詐欺など
の特殊詐欺や悪徳商法の被害が増加し
ているなか、市民の大切な財産を守るた
め、抑止効果が高い自動通話録音装置
の貸出を行う。

特殊詐欺被害の防止策の一つとして、市民に対して無償貸出を行う自動通話録音装置を整
備した。７００台購入（内２００台は大阪府特殊詐欺対策機器普及促進事業補助金対象）
事業開始時からの貸出総台数８２３台。なお、R3年度から購入する機種を安価なものに変更
するとともに、貸与後６年経過した装置については、耐用年数が経過していることから所有権
を放棄し、貸与者に譲渡するよう要綱を改正した。

（所管課）

危機管理課

危機管理課

危機管理課

自治協働課

○

市内の街頭犯罪、侵入盗等の未然防止
を図るため、自治会に対し防犯カメラの
設置補助を行うことにより、市民誰もが安
全で安心して暮らせるまちづくりを推進
する。

防犯カメラの設置を行う自治会に対し、設置にかかる補助を行った。
・13自治会：34台

No
事業名

事業の目的 実施内容

犯罪のない明るく住み良い河内長野市
を実現するため、警察や防犯協議会と密
接に連携しながら、自主防犯意識の向
上・啓発を行うことで、安全・安心な河内
長野市を目指す。

河内長野防犯協議会に委託し、犯罪状況に応じた防止策の推進、自主防犯活動指導事
業、特殊詐欺被害防止の推進、広報・啓発活動などを感染症対策を行ったうえで可能な活
動を実施した。1

警察、防犯協議会など関係機関との連携強化

3
公設防犯カメラ設置
台数（累積）

5 台

1
自治会設置防犯灯
LED化率

40.0 ％

2
高性能カメラ設置累
積台数（累積）

24 台 ✓
実績値

設定値
✓

実績値

設定値
○

戦略
H28

設定値
✓

実績値

実績値の推移

○

評価

2

3

4

指標 単位当初
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基本目標１　　「安全・安心・支えあい」の暮らしやすいまち 総計（後期）掲載頁 52

分野別政策１　　安心を築く危機管理・安全対策の推進
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

407 374 361 360 391 272 269 266 263

378 365 364 323 275 221

16.3 13.1 17.2 14.8 18.3 18.8 19.3 19.8 20.3

12.6 16.7 14.3 17.0 16.4 19.3

　引き続き、警察や交通安全自動車協会と協力し、交通事故をなくす運動の取り組みを進めるとともに、高齢者運転免
許証自主返納支援事業を実施する。また、地域での交通安全意識が高まっており、道路改修や交通安全施設の整備
等の要望について、引き続き対応していく。

今後の方向性

総合評価 住みよさ指標の状況
　河内長野警察署、河内長野交通安全自動車協会と協力し、全国交通安全運動期間等を通じて粘り強く交通安全啓発活
動を行ったことにより、交通事故発生件数、市民満足度ともに目標を達成することができた。

2
（参考）「交通安全」
に関する市民満足度

15.8 ％
目標値

○
実績値

評価

1 交通事故発生件数 411 件
目標値

実績値

H28

4

１０年後
の

めざす姿

市民の交通安全への意識が高まり、交通ルールの遵守や交通マナーが向上するとともに、交通安全施設が整備されることによ
り、交通事故発生件数が減少し、交通事故のない安全・安心・快適に暮らせるまちとなっています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

交通安全対策の推進

実績値の推移

260 ○

20.8

令和３年度の成果

　交通安全啓発活動に関して、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言やまん延防止措置が発令されてい
る期間は、人を集めての講習会が実施できなかったことから手法を変えて事業を実施しつつ、感染者数が減少してい
る期間は、交通安全教室などを実施し、交通安全意識の醸成を図った。併せて、社会問題となっている高齢者の交通
事故を防ぐため、運転免許証を自主返納した高齢者に対する支援事業を実施した。
　また、道路改修や交通安全施設の整備等により交通事故防止に取り組んだ。

　継続的な啓発活動は市民の生命を守るために重要であり、今後も警察や交通安全自動車協会と協力し、交通事故
をなくす運動の取り組みを進めるとともに、引き続き、高齢者の交通事故を防ぐために高齢者運転免許証自主返納支
援事業を実施する。
　また、地域での交通安全意識が高まっており、道路改修や交通安全施設の整備等の要望について、引き続き対応
していく。

A

前年度評価における
方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

350 300 275 250 200 150 150 140 140 140

312 307 276 206 112 99

148 139 143 148 142 105 104 103 102 101

140 144 149 144 106 102

■施策の展開（主な取り組み）

交通安全啓発事業

交通安全道路整備事業

市民の交通安全意識を高め、交通ルー
ルの遵守や交通マナーの向上を図るとと
もに、交通事故発生件数を減少させ、交
通事故のない安全・安心・快適に暮らせ
るまちにする。

河内長野警察署、河内長野交通安全自動車協会と協力し、交通事故防止のため、全国交
通安全運動を推進するとともに、交通安全教室（講話やビデオ貸出）、交通安全運転者講習
会（資料配布）などを実施し、意識啓発に努めた。
・河内長野署管内の交通事故発生件数　 令和元年275件→令和2年221件

交差点の安全性の向上と円滑な通行確
保のため、整備を実施する。

交通安全施設の整備・更新を実施した。

（所管課）

都市計画課

都市計画課

道路課

No
事業名

事業の目的 実施内容

運転に不安を感じられる高齢者に対し、
運転免許証の自主的な返納のきっかけ
を提供することで、高齢ドライバーによる
痛ましい交通事故を減少させる。

75歳以上の市内在住の運転免許保有者が運転免許証を自主返納した場合に、バスやタク
シーで利用できる支援券6,000円分を交付し、返納後の公共交通への円滑な移行を促進し
た。
・河内長野署管内の高齢者関連事故発生件数　令和元年106件→令和2年102件

1

高齢者運転免許証自主返納支援事業

1 放置自転車撤去数 434 台

2
高齢者関連事故発
生件数

149 件
実績値

設定値
○

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

○

評価

2

3

指標 単位当初
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基本目標１　　「安全・安心・支えあい」の暮らしやすいまち 総計（後期）掲載頁 54

分野別政策１　　安心を築く危機管理・安全対策の推進
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

1,413 1,425 1,450 1,450 1,500 600 800 1,300 1,500

1,206 1,230 1,045 488 242 215

7.9 8.1 8.3 8.5 8.7 8.9 9.1 9.3 9.5

7.3 7.1 7.5 6.8 9.4 10.7

■施策の展開（主な取り組み）

E

前年度評価における
方向性

令和３年度の成果

　新型コロナウイルス感染症の影響による消費生活センターの機能停止を防ぐため、交替制勤務等を積極的に実施
することにより、令和３年度においては、７０４件の相談件数であり、対前年度比で15％減少した。
出前講座についても、３回実施のうち１回は、リモートで実施した。
　また、小学５年生、中学１年生を対象とする啓発冊子の配布を継続して行い、高齢者用見守りハンドブックも作成し
た。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、これまでどおりの展開を行うことが困難な事業も存在する。今後はポストコロ
ナの社会を見据えて、効果的効率的な相談体制の確立、新たな形の啓発事業の実施を模索する必要がある。
　また、高齢化のさらなる進展、成年年齢の引き下げ、急速な社会ニーズの変化への対応などのため、今後も積極的
に消費者教育を行うとともに、消費生活センターの周知を引き続き行う必要がある。

1,600 ↘

9.7

5

１０年後
の

めざす姿

消費者教育や啓発、情報提供が進み、自ら考え行動する消費者が増え、消費生活に関するトラブルが減少しているとともに、必
要に応じて各種の専門的な相談を受けることができる体制が整っています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

消費生活の安定と向上

実績値の推移

○
実績値

評価

1
消費生活講座受講
者数

1,391 人
目標値

実績値

H28

2
（参考）「消費者行
政」に関する市民満
足度

7.7 ％
目標値

　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年度においては消費生活講座などの実施について大きな制約を受け、受
講者数についても目標値の３分の１となった。
　一方で、消費者行政に関する市民満足度は単年度目標値を上回り、令和７年度目標値も上回った。
　令和４年度以降についても収束時期が見極められないが、さらなる消費者行政の充実に向け、若年者の参加をはじめ、
子どもから高齢者まで、幅広い年齢層の意識啓発、消費者教育を推進する必要がある。

総合評価 住みよさ指標の状況

　新型コロナウイルス感染症も落ち着き傾向にあり、これまでどおりの展開を行うことが見込める状況にあるため、効果
的効率的な相談体制の確立、また、高齢者へのさらなる支援、成年年齢の引き下げ等により、急速な社会ニーズの変
化への対応等のため、今後も積極的に消費者教育を行うとともに、新たな形の啓発事業の実施を模索する必要があ
る。今後の方向性

2

No
事業名

事業の目的 実施内容

消費者が自らの被害を未然に防止し、安
全・安心な消費生活を送ることができるよ
う啓発を行う。

市広報紙やホームページを活用した消費者啓発情報の提供、消費者啓発物品の作成及び
配布、くらしのセミナーなど、消費者の意識啓発や消費者教育を推進した。

1

消費者啓発事業

（所管課）

自治協働課

自治協働課消費者相談窓口
市民の消費生活の安定及び向上を図る
ため、消費生活センターの運営、消費生
活相談体制の充実及び関係機関との連
携・調整を行う。

消費者の安全確保のために必要な情報の収集・提供を行うため、関係機関との連携など、消
費生活相談体制の充実を図った。
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基本目標１　　「安全・安心・支えあい」の暮らしやすいまち 総計（後期）掲載頁 56

分野別政策２　　みんなで共に支えあう福祉の充実と仕組みづくり
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

65,500 67,000 67,000 67,000 67,000 68,000 68,500 69,000 69,500

66,118 59,309 53,934 69,830 40,681 34,094

18.5 15.0 20.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 24.5

11.1 19.6 17.8 19.9 16.6 17.6

　地域共生社会実現に向けて、住民、地域団体、支援専門機関が連携し、地域住民の複雑・複合化した支援ニーズ
に対応する包括的な支援体制を構築する。

今後の方向性

総合評価 住みよさ指標の状況
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、地域の活動が休止してしまい参加者数は大幅に減少した。一方で、サロンから
個別訪問に切り替えるなど、地域でつながり続ける工夫も見られた。これまでの活動の見直しを進めつつ、生活支援や移動
支援などの新たな支え合い活動に向けた検討を始める地域も増えてきている。

2
（参考）「地域の支え
合い」に関する市民
満足度

17.7 ％
目標値

↗
実績値

評価

1
地域福祉活動への
延べ参加者数

65,135 人
目標値

実績値

H28

6

１０年後
の

めざす姿

少子・高齢化などにより、多様化する福祉ニーズに対応し、地域課題を市民自らが発見し、課題の解決に向けて、様々な主体が
協力し、みんなで支えあうまちとなっています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

地域福祉の推進

実績値の推移

70,000 ↘

25.0

令和３年度の成果

　コロナ禍で活動が制限される中、生活支援や移動支援などの支え合い活動が進展した。また、令和３年度から配置
した地域パートナーが中心となり、地域課題について話し合う場や地域で相談を受け止める場、地域の支援者と専門
職が共通の課題について話し合う場などを設け、重層的支援体制整備に向けた取り組みが進んだ。

　新たに策定した第４次地域福祉計画・第３次地域福祉活動計画に基づき、地域共生社会実現に向けて住民や地域
団体、支援専門機関等が連携した包括的支援体制を構築する。

E

前年度評価における
方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

92.0 92.0 92.0 92.0 95.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0

89.3 91.6 92.7 93.3 92.7 93.3

- - - 14 15 15 16 16 17 17

- - - 14 14 11

3,400 2,500 2,500 2,500 3,500 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800

2,249 2,448 1,963 2,516 2,000 1,921

■施策の展開（主な取り組み）

【戦略】

【戦略】

【重点】

コミュニティソーシャルワーカー配置事業

生活支援体制整備事業

地域福祉活動支援事業

地域における要支援者等に対し、見守
り・課題の発見・相談の実施・専門機関
やサービスへのつなぎ等の支援や地域
福祉ネットワークの構築を図ることで地域
福祉の向上を目指す。

地域の身近な相談窓口として、見守り・発見・つなぎ機能の強化を図り、地域福祉を推進し
た。
・CSWの配置：７人、相談件数：1,921件

地域包括ケアシステム深化に向けて、地
域における支え合い活動を促進する。

協議体活動において検討・協議を重ね、生活支援・移動支援の仕組みや居場所づくりの拡
充などにつなげた。
・第１層協議体開催（生活支援3回、居場所づくり１回）
・第２層生活支援コーディネーターを中心に「地域の話を聴く」場の設定（第２層協議体）※市
内各地で開催
・その他各地域のささえあい活動を個別に支援した。（生活支援活動、移動支援活動、地域
食堂、居場所、体操のつどい、見守りなど）

（所管課）

地域福祉高齢課

地域福祉高齢課

地域福祉高齢課

地域福祉高齢課

地域福祉高齢課

↘

地域住民が主体的に地域課題を把握し解決を試みることができる環境を整備するため各小
学校区に地域パートナーを13名配置した。
・地域懇談会の開催：11カ所257名参加、みじかサロンの開催：9カ所72名参加、テーマ型サ
ロン「ほっとかへん」開催：3カ所40名参加

地域福祉の推進と地域福祉ネットワーク
の構築を目指して地区（校区）福祉委員
会活動の充実を図る。

地区（校区）福祉委員会活動に対して補助金を交付し、地域福祉人材の育成や地域福祉
ネットワークの構築を図った。

社会福祉協議会の健全な発展と社会福
祉に関する活動の活性化を図り、地域福
祉を推進する。

地域福祉の中核的担い手である社会福祉協議会に対して補助金を交付することで、地域福
祉活動の推進・活性化が図られた。

社会福祉協議会への支援

No
事業名

事業の目的 実施内容

地域福祉活動の主たる担い手である民
生委員の資質の向上、活動活性化のた
め、民生委員児童委員協議会に対し支
援を行う。

民生委員児童委員協議会が実施する研修や広報・啓発など各活動に対し補助金を交付し、
民生委員活動が活性化した。
・令和３年度相談件数　4,377件　広報紙「みじか」、機関紙「なごみ」の発行。1

民生委員協議会補助事業

3 ＣＳＷの相談件数 3,332 件

1
民生委員児童委員
の充足率

92.0 ％

2
市民後見人のバンク
登録者数

- 人
実績値

設定値

実績値

設定値
↘

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

○

評価

6

身近な地域において誰もが安心して生
活を維持することができるよう地域住民に
よる支え合いの活性化を図り、支援が必
要な人と地域とのつながりを確保するとと
もにこれらを地域全体で支える基盤を構
築する。

地域福祉高齢課地域力強化推進事業

2

3

4

5

指標 単位当初
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基本目標１　　「安全・安心・支えあい」の暮らしやすいまち 総計（後期）掲載頁 58

分野別政策２　　みんなで共に支えあう福祉の充実と仕組みづくり
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

77.8 77.3 79.4 80.0 74.4 79.9 79.0 78.3 77.8

79.0 79.5 79.9 80.8 80.7 80.4

5,700 6,300 6,900 7,500 8,100 8,800 9,500 10,200 10,900

6,254 7,484 9,233 10,909 12,319 12,612

2.1 2.2 2.3 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

2.2 2.2 1.8 1.8 1.6 1.6

13.6 10.0 14.8 14.0 15.0 15.0 15.5 16.0 16.5

8.2 14.6 12.4 12.7 12.7 14.5

　「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」に基づき、各種施策・事業を実施する。
　また、国の「認知症施策推進大綱」と市の「認知症と共に生きるまちづくり条例」の理念に基づき、認知症支援施策を
総合的に推進する。

今後の方向性

総合評価 住みよさ指標の状況

20.0 ↗

　自立支援に視点を置いた介護予防事業を推進したことにより、要介護認定高齢者の上昇が抑えられた。
　また、認知症高齢者等を支援する「認知症サポーター」の養成講座事業や「認知症パートナー（認知症ボランティア)」の養
成事業を実施したことにより、認知症理解が深まり、地域での支え手が増加した。
　高齢人口が増加する中、定年延長やライフスタイルの多様化が進み、シルバー人材センターの会員登録者の割合は横ば
いとなっている。

実績値

→
実績値

4

（参考）「高齢者に
とっての暮らしやす
さ」に関する市民満
足度

13.3 ％
目標値

3

６０歳以上の高齢者
の内、シルバー人材
センター会員登録者
の占める割合

2.1 ％
目標値

5.0

2 認知症サポーター数 5,102 人
目標値

○
実績値

評価

1
要介護認定を受けて
いない高齢者の割合

79.0 ％
目標値

実績値

H28

7

１０年後
の

めざす姿

高齢者が心身ともに健康でいきいきと暮らすことができる環境づくりが進み、地域の一員として活躍し、健康寿命が延伸するととも
に、認知症や介護が必要な状況になっても住み慣れた地域で安心して生活ができています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

高齢者福祉の充実

実績値の推移

77.8 ○

12,000

令和３年度の成果

　「第８期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」に基づき、各種施策・事業を実施した。
　各地域包括支援センターに配置した認知症地域支援推進員を中心に認知症支援体制づくりを進めた。
　また、「認知症と共に生きるまちづくり条例」に基づいた具体的な取組みの一環として、「高齢者等総合見守りシステ
ム運営事業」や「認知症高齢者等個人賠償責任保険事業」の新規事業を開始した。
　地域住民が主体となった介護予防活動や支え合い活動を推進するため、活動団体の運営経費の一部を補助し、幅
広い主体による活動を支援した。
　生活支援コーディネーターを中心とした協議体活動を進め、地域における高齢者のための生活支援関連資源の創
出を進めた。

　「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」に基づき、各種施策・事業を実施する。
　また、国の「認知症施策推進大綱」と市の「認知症と共に生きるまちづくり条例」(R3.7.1施行）の理念に基づき、認知
症支援施策を総合的に推進する。

C

前年度評価における
方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

4,700 5,600 3,500 3,500 5,700 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000

5,548 3,972 3,416 3,318 2,454 2,528

10,500 10,500 10,500 10,500 10,600 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000

9,367 8,106 8,059 7,396 3,742 2,902

121,300 121,400 121,400 121,400 121,400 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

114,262 115,020 111,238 96,682 42,788 49,668

86 87 87 87 90 78 78 79 79 80

86 83 81 78 78 77

■施策の展開（主な取り組み）

【重点】

【重点】

【重点】

【戦略】

高齢者等総合見守りシステム運営事業（緊急通報システム運営事業）

地域介護予防活動支援事業

【再掲】生活支援体制整備事業

ひとり暮らしや認知症等の高齢者が住み
慣れた地域で安心して生活できるよう支
援施策を推進する。

高齢者宅に緊急通報装置を設置し、24時間体制で緊急時に対応できるシステムの運営を
行った。
認知症の人のひとり歩きによる事故を防止するための機能や自宅での熱中症防止機能を備
えた総合的に見守るシステムに充実させた。
登録者数　699人（設置台数　670台）

地域住民が主体となった介護予防活動
や支え合い活動を推進する。

地域住民が主体となった介護予防活動や支え合い活動を実施する主催団体に、補助金を
交付した。
街かどデイハウス事業：3団体（交付金額合計5,478,099円）
通いの場：6団体（交付金額合計672,752円）
住民主体による複合型生活支援サービス：4団体（交付金額合計1,575,958円）

（所管課）

地域福祉高齢課

地域福祉高齢課

地域福祉高齢課

地域福祉高齢課

↘

↗

地域包括ケアシステムの深化・推進に向
けて、地域における支え合い活動を促進
する。

協議体活動において検討・協議を重ね、生活支援・移動支援の仕組みや居場所づくりの拡
充などにつなげた。
・第１層協議体開催（生活支援3回、居場所づくり１回）
・第２層生活支援コーディネーターを中心に「地域の話を聴く」場の設定（第２層協議体）※市
内各地で開催
・その他各地域のささえあい活動を個別に支援した。（生活支援活動、移動支援活動、地域
食堂、居場所、体操のつどい、見守りなど）
 
 

No
事業名

事業の目的 実施内容

認知症になっても、できる限り住み慣れ
た地域で自分らしく暮らし続けることがで
きるよう支援施策を推進する。

各地域包括支援センターに「認知症地域支援推進員」に配置し、地域における支援体制づ
くりを進めた。
「本人ミーティング」（認知症当事者の会）や「認知症サポーター養成講座」、「認知症パート
ナー」（認知症ボランティア）の養成、認知症の早期診断・早期支援に向けた「もの忘れ相談
会」、「認知症初期集中支援チーム」等、国の「認知症施策推進大綱」に基づく認知症高齢
者支援事業を着実に実施した。

1

認知症施策の推進

実績値

3
福祉センター（地域
福祉センター）利用
者数

121,200 人

4 老人クラブ団体数 86 団体

1
街かどデイハウス延
べ利用者数

2,867 人

2
地域福祉施設年間
利用数

10,415 人
実績値

設定値

実績値

設定値
↘

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

↗

評価

2

3

4

指標 単位当初

設定値
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基本目標１　　「安全・安心・支えあい」の暮らしやすいまち 総計（後期）掲載頁 60

分野別政策２　　みんなで共に支えあう福祉の充実と仕組みづくり
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

85,500 93,000 102,000 106,000 95,000 100,000 102,500 104,000 105,500

92,890 95,764 99,218 105,009 100,097 101,780

6.7 6.7 7.4 8.2 8.7 9.2 9.7 10.2 10.7

5.1 7.4 5.4 5.7 7.8 6.5

　障がいに対する理解や障がい福祉制度の周知が進み、障がい者の自立と社会参加は進んできているが、地域社会
全体で障がい者を支える体制整備は整っているとはいえない状況である。今後は、障がい者が地域で安心して暮らし
ていくことができるように、複合的な課題などの解決を図る支援体制の整備のさらなる取り組みを進める。

今後の方向性

総合評価 住みよさ指標の状況
　障がい者支援事業所等の増加や障がい福祉制度の周知が進んだことにより、在宅での入浴・排泄・食事の介助などの居
宅介護や通所サービスなどの利用を希望する障がい者に対する相談支援を適切に行ったことで、訪問系サービスの利用
時間数や通所系サービスである就労継続支援、また、居住系サービスである共同生活援助及び障がい児通所支援の利用
実績が増加している。

2

（参考）「障がい者に
とっての暮らしやす
さ」に関する市民満
足度

6.2 ％
目標値

↘
実績値

評価

1
訪問系サービスの利
用時間数（年間）

83,010 時間
目標値

実績値

H28

8

１０年後
の

めざす姿

障がいに対する理解がより一層深まり、社会全体で障がい者を支えるとともに、障がい者の自立と社会参加が進み、誰もが地域
でいきいきと暮らしています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

障がい者福祉の充実

実績値の推移

107,000 ○

11.2

令和３年度の成果

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、障がいに対する理解を促進するための事業を実施することはできなかっ
たが、障がい福祉等サービスの利用については、利用希望者に対する相談支援を適切に行ったことにより、通所系
サービスである就労継続支援や共同生活援助及び障がい児通所支援の利用実績が増えた。

　障がいに対する理解や障がい福祉制度の周知が進み、障がい者の自立と社会参加は進んできているが、地域社会
全体で障がい者を支える体制整備は整っているとはいえない状況である。今後は、障がい者が地域で安心して暮らし
ていくことができるように、複合的な課題などの解決を図る支援体制の整備へとさらなる取り組みを進める。

A

前年度評価における
方向性

15



■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

4,341 4,537 4,512 4,589 4,648 4,827 4,962 5,116 5,269 5,427

4,204 4,346 4,460 4,734 4,743 4,658

396 468 1,107 1,187 1,268 902 922 960 979 998

868 973 842 842 969 1,260

2,702 2,892 3,749 3,824 3,899 4,760 4,910 5,060 5,210 5,360

3,358 3,807 4,238 4,372 4,750 5,107

90 97 104 111 117 127 131 136 141 146

88 93 106 120 127 145

42,665 43,561 51,667 53,887 56,107 45,400 46,824 48,756 50,700 52,725

46,561 52,468 46,858 44,962 32,388 30,482

1,485 1,620 2,320 2,380 2,440 3,670 3,800 3,920 4,035 4,175

2,252 2,522 2,849 3,075 3,062 4,026

■施策の展開（主な取り組み）

【重点】手話施策の推進

地域生活支援事業（地域生活支援拠点等事業）

聴覚障がい者の意思疎通支援のため、
聴覚障がい者福祉指導員の設置、手話
通訳・要約筆記者の派遣、手話・要約筆
記奉仕員の養成等の事業を行うととも
に、聴覚障がい者や手話に対する理解
促進、手話の普及に関する事業を行う。

聴覚障がい者福祉指導員2名を配置するとともに、手話通訳・要約筆記者の派遣を行った。
手話・要約筆記奉仕員の養成等の事業については、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め開催時期を延期し、規模を縮小して実施した。聴覚障がい者や手話に対する理解促進、
手話の普及に関する事業については、手話体験教室を実施するとともに、啓発パンフレット
を作成し公共施設へ設置を行った。

障がい者を地域全体で支えるサービス
提供体制を構築するため、本市・富田林
市・大阪狭山市の３市で拠点整備を行
う。

障がい者の地域での生活を支援するため、本市・富田林市・大阪狭山市の3市と南河内南圏
域の２町１村で設置しているコーディネーターにより各種相談に応じた。また、グループホー
ム等への入居を推進するため、体験の場を確保し、日常生活訓練及び集団生活に関する指
導などを行った。

（所管課）

障がい福祉課

障がい福祉課

障がい福祉課

○

↘

○

○

No
事業名

事業の目的 実施内容

障がい者理解を促進するため、講演会・
研修会、作品展や街頭キャンペーン等
の事業を行う。

障がい者との交流を通じて、広く障がい者の理解を促進するため、駅前での街頭キャンペー
ンや、誰もが出展できる作品展等を開催する予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、開催を中止した。

1

障がい者への理解を促進する取組

実績値

5
移動支援（ガイドヘ
ルパー）サービスの
利用時間数(年間）

41,220 時間
設定値

3
就労継続支援（B型）
サービスの述べ利用
日数（年間）

2,543 日

4

共同生活援助（グ
ループホーム）サー
ビスの月平均利用者
数

71 人

1
生活介護サービスの
延べ利用日数（年
間）

3,232 日

2
就労継続支援（A型）
サービスの述べ利用
日数（年間）

603 日
実績値

設定値

実績値

設定値
○

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

↘

評価

2

3

指標

実績値
6
放課後等デイサービ
スの述べ利用日数
（年間）

1,494 日
設定値

単位当初

設定値

実績値
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基本目標１　　「安全・安心・支えあい」の暮らしやすいまち 総計（後期）掲載頁 62

分野別政策２　　みんなで共に支えあう福祉の充実と仕組みづくり
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.2 94.2 94.2 94.2

94.8 95.8 96.3 96.3 96.7 97.0

60.0 70.0 72.0 75.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0

64.3 67.8 73.4 77.8 78.0 78.1

- - - - - 100.0 100.0 100.0 100.0

- - - 100.0 107.0 107.0

8.8 8.2 8.3 8.5 8.9 9.2 9.4 9.6 9.8

5.6 8.0 7.8 7.4 9.0 7.4

B

前年度評価における
方向性

令和３年度の成果

  ジェネリック医薬品に変更することで自己負担額を一定金額以上削減できる者に対し、変更による差額通知書を送
付し、ジェネリック医薬品を推奨した。また、特定健康診査の未受診者や特定保健指導の未利用者に対して電話によ
る受診勧奨などを行い、特定健診・特定保健指導の実施率の向上を図るなど保健事業の取り組みにより給付費の増
加の抑制を図った。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年度は集団健診の実施を取りやめたこと
や、感染を懸念し受診を控えるなどの影響で、昨年と比較して受診率が低下している。
　令和3年4月より、スマートフォン決済アプリ対象事業者の拡大を行い、国民健康保険料の納付環境の整備に努め
た。
　生活困窮者等に対しては、7月より新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援給付金事業として、122件、延べ
294回、24,840,000円を給付、財政的支援とともに就労支援等を行い、生活の安定化に向けた支援を行った。

　新型コロナウイルス感染症への対策を徹底しながら、特定健診・特定保健指導、人間ドックの内容・実施方法の見直
しや、ジェネリック医薬品の普及啓発を行うなど、保健事業の充実により国民健康保険医療費の適正化を推進してい
く。
　国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の収納率については、制度の安定的な運営のため収納率を維持・向上し
ていくことが重要である。
　生活困窮者などに対する自立支援については、一定の就労開始者を確保できたものの就労後間もなく退職する者
や就労支援を行っても積極的な求職活動を行わない者もいるため、これらの者の支援が必要である。

94.2 ○

80.0

9

１０年後
の

めざす姿

社会保障制度に対する理解が浸透し、すべての市民が健康で安定した生活ができるよう、適正な制度の運営が行われていま
す。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

社会保障制度の適正な運営

実績値の推移

↗
実績値

評価

1
国民健康保険料の
収納率

93.7 ％
目標値

実績値

H28

％
目標値

100.0

2
ジェネリック医薬品の
普及率

49.1 ％
目標値

○
実績値

4
（参考）「社会保障制
度」に関する市民満
足度

7.7 ％
目標値

3
生活保護現業員の
充足率

-

10.2 ↘

　国民健康保険料の収納率指標は、きめ細かい納付相談や滞納整理によって、目標値を達成できた。
　ジェネリック医薬品普及率については、政府による広報や市からの差額通知により、ジェネリック医薬品への転換が浸透し
てきたが、引き続き普及に努める。

実績値

総合評価 住みよさ指標の状況

　新型コロナウイルス感染症への対策を徹底しながら、特定健診・特定保健指導、人間ドックの受診勧奨やジェネリッ
ク医薬品の普及啓発を行うなど、保健事業の充実により国民健康保険医療費の適正化を推進していく。
　国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の収納率については、制度の安定的な運用のため、収納率を維持・向上
していくことが重要である。
　生活困窮者に対しては、各種相談や就労支援などを通じ、個々の課題解決を図りながら安心・安全な生活が送れる
ようサポートしていく。

今後の方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

97.66 97.66 97.70 97.90 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00

97.30 97.43 97.51 97.65 97.89 97.90

50.0 60.0 40.0 44.0 60.0 50.0 55.0 60.0 60.0 60.0

38.7 38.8 39.5 39.6 37.7 37.0

14.1 60.0 20.0 28.0 36.0 40.0 50.0 60.0 60.0 60.0

18.4 16.9 10.2 13.6 13.4 -

1,100 1,085 1,070 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

1,100 1,116 1,127 1,137 1,118 1,111

190 210 220 230 230 230 230 230 230 230

197 193 204 193 362 222

■施策の展開（主な取り組み）

単位当初

設定値

実績値

指標

2

3

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

↗

評価

✓
実績値

設定値

実績値

設定値
↘

1
保険基盤安定負担
金の判定基準日にお
ける所得状況把握率

97.40 ％

2
特定健康診査受診
率

40.5 ％

3
特定保健指導実施
率

12.9 ％

4 被保護者世帯数 1,116 世帯
実績値

5
生活困窮者自立支
援制度新規相談件
数

166 件
設定値

✓

No
事業名

事業の目的 実施内容

老齢・障害年金等の社会保険等の受給
資格があるにも関わらず、活用できてい
ない被保護者に対し、専門家を支援員と
し受給させることで、他法他施策優先を
徹底し、もって生活保護の適正な執行を
図る。

約600人を対象に調査を実施し、裁定請求を行ったものが19人、請求決定した者が19人で
あった。効果額としては、年金受給による収入認定が497,893円/月、遡及年金受給による返
還決定が18,784,503円/年となった。1

収入資産状況把握等充実事業の実施

↘

↗

－

（所管課）

生活福祉課

生活福祉課

生活福祉課

就労支援事業

生活困窮者自立支援事業

専門知識を持った就労支援員が生活困
窮者及び生活保護受給者の求職活動を
支援（就労意欲の向上及び就労準備を
含む）を行い、就職につなげることにより
生活の安定及び自立を図る。

就労支援員による就労支援を行い、生活困窮者9人と生活保護者15人の就職に繋げ、生活
困窮者の自立生活の維持及び生活保護受給者の保護費削減を図った。

生活困窮者及び生活保護受給者に対
し、各種支援事業を実施することにより、
生活の安定とそれによる自立促進を図
る。

生活困窮者自立支援相談として222件（延べ1,757回）の相談を受けるとともに、その内容に
合わせて、家計改善支援9人（述べ262回）、学習支援19人（述べ511回）、ひきこもり支援14
人（述べ194回）等の各種支援の実施及び関係機関への繋ぎ等を行った。
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基本目標１　　「安全・安心・支えあい」の暮らしやすいまち 総計（後期）掲載頁 64

分野別政策３　　誰もが元気で暮らせる健康づくり
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

21.8 22.5 22.5 22.5 21.0 21.0 21.5 22.0 22.5

22.5 22.5 21.9 21.0 19.8 19.2

50.0 60.0 40.0 44.0 60.0 50.0 55.0 60.0 60.0

38.7 38.8 39.5 39.6 37.7 37.0

16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

9.8 15.7 11.7 16.0 11.3 12.4

E

前年度評価における
方向性

　啓発や勧奨を行い、市民の健康意識を高めるとともに、主体的な健康づくりを支援する。食事や運動など健康生活
への支援を行うとともに、がん検診や特定健診などの各種検診（健診）の受診促進を図る。
　医師会や医療機関との連携強化を図り、市民が生涯にわたって心身共に健康に生活できるよう、連携事業等につい
ての協議、事業の実施を行う。

　各がん検診、及び特定健康診査の受診率は、コロナ禍の影響もあり、やや低下している。今後も、がん検診、特定健康診
査や様々な検診（健診）などを継続して実施することで、壮年期からの健康についての意識の高揚を図り、施策目的である
健康づくりの推進に努める。

令和３年度の成果

　がん検診の個別勧奨を行った。個別勧奨後の受診率は向上が見られたが、新型コロナウイルス感染症の影響で、全
体の受診者数は減少した。感染対策を徹底し、安心して受診できる環境を整え、広報紙等での啓発も行い、継続して
受診勧奨を行った。
　特定健診については、未受診者に個別の勧奨通知を送付後電話勧奨を実施したが、新型コロナウイルス感染症の
影響で受診控えなどがあり受診率が減少している。糖尿病治療中断者及び未治療者への専門職による受療勧奨や
糖尿病性腎症等で通院する患者へかかりつけ医と連携し保健指導を実施することにより、腎不全や人工透析への移
行防止を図った。新型コロナウイルス感染症予防のため希望者には、オンラインによる面談を実施した。

23.0 ↘

60.0

10

１０年後
の

めざす姿

市民一人ひとりが健康に関する正しい知識と生活習慣を身につけ、市民が自発的に健康づくりに取り組むことで健康寿命が延伸
しています。また、市民の誰もが適切な医療を受ける体制が整っています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

健康づくりの推進と医療体制の充実

実績値の推移

↘
実績値

評価

1 がん検診受診率 15.5 ％
目標値

実績値

H28

％
目標値

20.0

2 特定健康診査受診率 40.5 ％
目標値

↗
実績値

3
（参考）「健康づくりを
進める環境」に関する
市民満足度

15.0

総合評価 住みよさ指標の状況

　啓発や勧奨を行い、市民の健康意識を高めるとともに、主体的な健康づくりを支援する。食事や運動など健康生活
への支援を行うとともに、新型コロナウイルス感染症に留意しながらがん検診や特定健診などの各種検診（健診）の受
診促進を図る。

今後の方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

14.1 60.0 20.0 28.0 36.0 40.0 50.0 60.0 60.0 60.0

18.4 16.9 10.2 13.6 13.4 -

7,400 7,800 6,500 6,500 6,300 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

7,880 6,459 6,493 6,313 5,849 5,965

50 60 70 80 80 80 80 80 80 80

53 53 56 65 70 75

30 35 35 35 43 43 43 45 45 45

20 28 31 43 43 43

■施策の展開（主な取り組み）

【戦略】

【重点】

【戦略】

大阪府が実施する健康サポートアプリ「おおさか健活マイレージアスマイル」の登録会を年４
回実施し、市民への周知と登録者を増やす取組を行い、個別相談などで利用促進を図っ
た。
また、特定健診を受診した国民健康保険被保険者にポイント付与するなど、検診（健診）の
受診促進を図った。

単位当初

設定値

指標

2

3

4

5

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

－

評価

✓
実績値

設定値
✓

実績値

設定値
↗

1
特定保健指導実施
率

12.9 ％

2 妊婦健診受診者数 7,731 人

3
健康づくり推進員の
養成人数（累積）

39 人

4
食生活改善推進員
の入会人数（累積）

17 人 ✓
実績値

No
事業名

事業の目的 実施内容

糖尿病性腎症又は糖尿病の患者の透析
等への移行、重症化を遅らせる。重複服
薬者等に保健指導を実施し医療費の適
正化につなげることを目的としている。

糖尿病性腎症重症化予防事業では、糖尿病性腎症等患者のうち保健指導対象者を抽出
し、専門職による指導を実施した。また、糖尿病治療中断者及び糖尿病未治療者に対し、専
門職による受療勧奨を行うことにより、腎不全や人工透析への移行防止を図った。
重複服薬者等への保健指導事業では、重複服薬者等に通知を送付後、電話による保健指
導を実施することにより、適正な医療の受診及び健康管理の啓発、並びに医療費適正化に
つなげた。

1

糖尿病性腎症重症化予防及び重複服薬者等への保健指導事業

新型コロナウイルス感染症対策として、
感染拡大を防止し、市民の生命及び健
康を守るため、新型コロナウイルスワクチ
ンの接種を実施する。

・河内長野市医師会等と連携し、個別医療機関・基幹病院・集団接種において新型コロナウ
イルスワクチンの接種を実施した。
・接種率（令和４年３月２８日時点）
　１回目：88.6％、２回目：88.0％、３回目：47.8％

市民の健康意識を高め、主体的な健康
づくりを支援するため、健康づくり推進員
養成講座を開催するとともに、新たに地
域活動への健康運動指導士の派遣を行
い、健康づくり推進員によるウォーキング
を中心とした活動の充実を図る。

健康運動指導士の派遣を行い、健康づくり推進員によるウォーキングを企画し、地区活動の
充実を図るとともに、健康づくり推進員の養成講座を実施した。

地域健康づくり推進事業

○

↗

（所管課）

保険医療課

健康推進課

健康推進課・保険医療課

健康推進課

健康推進課

がん検診事業

アスマイル推進事業

新型コロナウイルスワクチン接種事業

早期発見により、がんで死亡する可能性
を減少させることを目的とする。

各がん検診において、受診勧奨を行った。
乳がん検診については、41歳～75歳までの奇数年齢になる女性に、受診勧奨はがきの送
付、特定の年齢(年度当初40歳）の女性に無料クーポン券を送付した。
25歳～60歳の過去3年間のうち1度は子宮頸がん検診を受診した女性に受診勧奨はがきを
送付、特定の年齢(年度当初20歳）の女性に無料クーポン券を送付した。
65歳から69歳の市民に胃・大腸・肺がん検診の受診勧奨はがきを送付した。

健康的な生活習慣を身につけるなど、市
民の健康増進を目指す。
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基本目標２　　「育み・学び・思いやり」の質の高いまち 総計（後期）掲載頁 66

分野別政策４　　子どもが健やかに育つ環境の整備
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

- - - - - 170 200 250 270

- - - 212 170 183

48.0 50.0 53.0 50.0 50.0 50.0 50.5 51.0 51.5

49.7 51.3 47.2 46.3 48.9 49.7

15.0 15.0 15.0 15.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0

9.8 13.3 11.3 15.4 12.7 11.4

B

前年度評価における
方向性

令和３年度の成果

　すべての子どもとその家庭及び妊産婦などに対し切れ目のない支援を行うとともに、要保護児童対策地域協議会で
児童虐待の早期発見と防止のため、関係機関と連携し、見守り・支援の強化を図った。また、児童家庭相談システムの
導入により、児童相談等情報を一括管理することで、児童虐待発生時の迅速・的確な初期対応及び効率的・効果的
な進行管理に加え、子どもの安全を確保するために最も重要な児童相談所や他市町村、庁内関係機関との正確かつ
速やかな情報共有を行った。（令和3年度児童虐待見守り件数：473件）
　さらに、令和4年度の児童虐待防止ハンドブックの作成に向け、関係機関への研修会やアンケート調査を実施した。
　ひとり親家庭の父または母に対して、R3年度から新たに養育費に関する公正証書等の作成や養育費の保証を促進
するための補助金を交付し、自立支援の拡充を図った。

　児童虐待対応のためのハンドブックを次年度以降に作成し、　関係機関等と児童虐待に係る基本的知識や問題意
識の共通化を図り、児童虐待と疑われる事案に対して早期対応に努める。
　要対協において見守っている児童の情報をファイリングし、庁内関係機関と情報共有を図り、支援の充実に努める。
　ひとり親家庭に対しては、養育費確保事業により自立支援の拡充を図る。

300 ○

52.0

11

１０年後
の

めざす姿

子育て家庭が孤立することなく、子どもの権利が保障されることで、子どもがいきいきと育つ環境づくりが進んでいます。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

児童福祉の推進

実績値の推移

↗
実績値

評価

1
要対協等研修参加
者数

- 人
目標値

実績値

H28

％
目標値

20.0

2
児童扶養手当支給
停止者の割合（一部
及び全部停止）

47.8 ％
目標値

↘
実績値

3
（参考）「児童に対す
る福祉」に関する市
民満足度

14.3

　要対協等研修参加者数については、令和３年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、規模の縮小や中止
等となったものもあるが、開催方法を見直し、オンラインでの参加を可能としたことから、見込みを若干上回る参加者数で
あった。

総合評価 住みよさ指標の状況

　すべての子どもとその家庭及び妊産婦などに対し切れ目のない支援を行うとともに、児童虐待防止ハンドブックをも
とに、要対協で児童虐待の早期発見と防止のため、関係機関とのさらなる連携を図る。
　また、令和５年度の国のこども家庭庁の設置について、国や大阪府、他市町村の動向を注視し、情報収集をするとと
もに、本市において必要な準備業務を行う。今後の方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

20.0 20.0 21.0 22.0 22.0 19.0 20.0 21.0 22.0 25.0

13.6 19.0 13.9 19.1 17.4 16.8

25 50 50 75 223 283 343 403 463 523

25 50 104 163 223 283

10 13 16 19 10 14 15 15 15 15

8 14 15 8 10 14

■施策の展開（主な取り組み）

【重点】

単位当初指標

2

3

戦略
H28

設定値
✓

実績値

実績値の推移

↘

評価

✓
実績値

設定値
✓

実績値

設定値
○

1
「子育てしやすさ」に
関する市民満足度

19.2 ％

2
発達障がい児支援
支援者数（累積）

20 人

3
高等職業訓練促進
給付金支給人数

6 名

No
事業名

事業の目的 実施内容

関係機関の連携強化を図り、すべての
子どもとその家庭及び妊産婦等に対し、
切れ目なく継続的に必要な支援を行な
う。

児童家庭相談システムの導入により、児童相談等情報を一括管理することで、児童虐待発
生時の迅速・的確な初期対応及び効率的・効果的な進行管理に加え、子どもの安全を確保
するために最も重要な児童相談所や他市町村、庁内関係機関との正確かつ速やかな情報
共有を行った。

1

子ども家庭総合支援拠点事業

○

（所管課）

子ども子育て課

障がい福祉課

子ども子育て課

発達障がい児療育支援事業

ひとり親家庭自立支援事業

障がい児の可能性を最大限に伸ばし、
主体的に生きる力を高めるために、成長
過程において、一人ひとりの障害の種別
や発達段階、適性などに応じたきめ細か
な療育を行う。

個別療育プログラムに基づき、一人ひとりの特性に合わせた療育や家族への研修などの支
援を行った。また、ライフステージに応じた適切な支援を受けることができるよう、障がい児及
びその家族、関係機関等からの相談に応じ、助言や情報提供、関係機関等との連携などを
行った。

ひとり親家庭の父または母に対して、就
業支援等、自立の促進を図る。

ひとり親家庭の父または母に対し、職業能力の開発推進のための講座受講や、就労に役立
つ資格取得に係る養成機関での受講に対し、自立支援給付金を支給した。また、個々の実
情に応じた自立支援プログラムを策定し、就業支援を行った。R3年度から新たに養育費に関
する公正証書等の作成や養育費の保証を促進するための補助金を交付した。
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基本目標２　　「育み・学び・思いやり」の質の高いまち 総計（後期）掲載頁 68

分野別政策４　　子どもが健やかに育つ環境の整備
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

1.20 1.30 1.30 1.30 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

1.15 1.11 1.19 1.14 1.13 1.09

95.8 95.8 95.8 96.0 96.0 95.5 95.5 95.8 95.8

95.6 95.0 96.2 95.1 94.4 94.9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 8 13 0 0

20.0 20.0 20.0 20.0 22.0 19.0 20.0 21.0 22.0

13.6 19.0 13.9 19.1 17.4 16.8

C

前年度評価における
方向性

令和３年度の成果

　コロナ禍における子育て支援を安心安全に実施するために戸別訪問やポスティング、動画配信による情報発信を実
施した。
　孤立防止の一助となるように、赤ちゃんつながり訪問による主任児童委員と親子が出会う機会を作った。（訪問数130
件）
　母子手帳交付後から出産後4か月までの妊産婦を対象に家事、育児支援ヘルパー派遣する「産前産後ヘルパー事
業」を実施し、その利用を促進することで産前産後の負担軽減を図った。（利用回数57回・104時間）
　保育所・認定こども園の建替え等を行い、保育定員を拡充した。（2施設・204,059,000円）
　病児保育事業（病児対応型）を実施するため、施設の整備を行った。（1施設・11,973,000円）

　子育て世代包括支援センター（ゆめっく）とあいっくの利用者支援事業との連携強化を図り、妊娠期から切れ目のな
いきめ細かな支援の充実を図っていく。

1.63 ↘

96.5

12

１０年後
の

めざす姿

多様な子育て支援サービスの確保・提供や、地域全体で子どもを支える取り組みにより、子育てと仕事が両立でき、安心して子ど
もを産み育てられる環境が整っています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

子育て支援の充実

実績値の推移

↗
実績値

評価

1 合計特殊出生率 1.11
目標値

実績値

H28

人
目標値

0

2
乳幼児健康診査受
診率

95.6 ％
目標値

○
実績値

4
（参考）「子育てのし
やすさ」に関する市
民満足度

19.2 ％
目標値

3 保育所待機児童数 0

25.0 ↘

　出生児童数は年々減少しており、合計特殊出生率も低い値で上下を繰り返し、目標値とは乖離が大きい。
　乳幼児健康診査受診率は、目標値には届かないものの高い値を維持している。
　年度当初の保育所等の待機児童については、令和２年度に引き続き令和３年度もゼロである。
　子育てのしやすさに関する市民満足度は目標値に届いていない。

実績値

総合評価 住みよさ指標の状況

　少子化や転出で子どもの数が減少している中で、安心して子どもを産み、育てるための支援策、取り組みをより充実
させる必要がある。子育て世代包括支援センター（ゆめっく）とあいっくの利用者支援事業との連携強化を図り、妊娠
期から切れ目のないきめ細かな支援の充実とともに、安心して子育てできる環境整備を促進する。

今後の方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

100 150 230 250 300 260 280 300 300 300

139 207 299 300 213 235

- - - - 1,100 1,250 1,400 1,550 1,700 1,700

- - - - 1,096 1,507

5 6 6 6 6 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5

290 420 420 450 300 200 200 250 250 300

385 486 390 138 135 83

600 400 200 200 600 50 180 180 180 180

184 165 140 11 0 5

■施策の展開（主な取り組み）

【戦略】

【戦略】

【重点】 【戦略】

単位当初

設定値

実績値

指標

2

3

戦略
H28

設定値
✓

実績値

実績値の推移

↗

評価

✓
実績値

設定値
✓

実績値

設定値
○

1
子育て世代包括支
援センター支援者数
（累積）

- 人

2
市公式ＬＩＮＥあいっ
くメンバー登録者数
（累積）

- 人

3
つどいの広場設置箇
所数

5 箇所

4
ファミリーサポートの
ひとり親家庭の利用
回数

261 回 ✓
実績値

5
病児保育事業利用
人数

108 人
設定値

✓

No
事業名

事業の目的 実施内容

産後、育児等に関して不安を持つ人を
医療機関等と連携してサポートすること
により、母子とその家族が、健やかな育
児ができるようにする。

宿泊型とデイサービス型の２種類を、利用者のニーズに合わせて実施した。
令和3年度実績　宿泊型利用　9人　19泊
　　　　　　　　　　　日帰り型利用　1人　1日1

産後ケア事業

↗

↘

○

（所管課）

健康推進課

子ども子育て課

子ども子育て課

地域子育て支援拠点事業

民間保育所運営支援事業

子育て中の親の孤立を防ぎ、子育ての
不安や負担感から起こる虐待を未然予
防するために切れ目のない継続的な支
援を実施する。また、地域社会の子育て
力を回復推進をする。

あいっくでの育児相談の実施により利用者のニーズに合った支援につなぐことができた。（利
用者支援事業ケース数　209／内　新規 11）。
コロナ禍における子育て支援を安心安全に実施するために戸別訪問やポスティング、動画
配信による情報発信を実施した。
地域の支援者には、毎月子育てサロンの実施状況の確認、地域での困りごとなどを電話に
て把握。
孤立防止の一助となるように、赤ちゃんつながり訪問による主任児童委員と親子が出会う機
会を作った。（訪問数130件）
母子手帳交付後～出産後4か月までの妊産婦を対象に家事、育児支援ヘルパー派遣する
「産前産後ヘルパー事業」を実施し、その利用を促進することで産前産後の負担軽減を図っ
た。（利用回数57回・104時間）

共働き世帯が安心して子育てができる環
境づくりのため、保育所の建替え等の際
に保育定員の拡充を行うことや民間保育
所のICT化により保育士等が働きやすい
環境を整備し保育士確保につなげること
で待機児童の解消を図る。
また、空気清浄器や消毒液、マスク等の
購入経費について一部を補助することに
より新型コロナウイルス感染症の拡大防
止を図り、保育サービスの安定した運営
を推進する。

保育所・認定こども園の建替え等を行い、保育定員を拡充した。（2施設・204,059,000円）
病児保育事業（病児対応型）を実施するため、施設の整備を行った。（1施設・11,973,000円）
保育士等の業務負担を軽減するため、民間保育所等のICT化を推進した。（7施設・
4,965,225円）
民間保育所等において、新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る物品等の購入経費を補
助した。（22施設・8,906,204円）
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基本目標２　　「育み・学び・思いやり」の質の高いまち 総計（後期）掲載頁 70

分野別政策５　　ふるさとへの誇りを高め未来を拓く教育の推進
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

305 400 320 323 330 150 200 250 300

485 440 426 399 137 179

119 115 108 112 110 110 110 105 105

119 108 136 136 137 160

18.0 14.0 18.5 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 20.0

13.4 18.3 12.7 16.9 16.3 15.0

C

前年度評価における
方向性

令和３年度の成果

　新たに地域人材をスクールサポートスタッフとして任用することで、教員の負担を軽減しながら子どもたちの安全を確
保し、学校の教育活動を安定的に継続することができた。また、中学校に新たに学校運営協議会を設置し、地域人材
の力を学校運営に活用しながら、学校の活性化に努めた。
　また、増加する不登校児童生徒に対して、各学校や適応指導教室において1人１台学習者用端末を活用した学習
保障を実施する等、新たな取り組みを実施した。
　さらに、南花台中学校区において施設一体型小中一貫教育推進校整備に向け、南花台小中学校教職員による研
修の際に指導助言を行い、設立準備を進めるとともに、施設整備に係る基本計画の策定に着手した。
　加えて、加賀田小学校と加賀田公民館の複合化に向け、整備内容等を検討した。

　令和3年度以降も、これまでの地域人材の活用に加えて、新型コロナウイルス感染症への対応にも地域人材を活用
しながら、子どもたちが安心して学ぶことのできる学校づくりを進めていく。また、新しい学習指導要領の理念である「社
会に開かれた教育課程」の実現に向けて、令和3年度から導入した中学校学校運営協議会も活用して取り組みを進め
ていく。
　また、学校の小規模化に対応するため、南花台、美加の台中学校区における小・中学校施設の一体化や、加賀田
小学校と加賀田公民館の複合化に取り組む。

360 ○

100

13

１０年後
の

めざす姿

学校と家庭・地域が連携したふるさとのつながりによる「学びの里」が構築され、子ども一人ひとりの教育ニーズに応じ、知・徳・体
の調和がとれた「生きる力」を育むとともに、学びの連続性を意識した教育が実践され、安全・安心な環境の中で、特色ある学校
運営が行われています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

学校教育の充実

実績値の推移

↘
実績値

評価

1
地域人材の活用回
数

299 回
目標値

実績値

H28

％
目標値

22.5

2 不登校児童・生徒数 119 人
目標値

→
実績値

3
（参考）「小中学校の
教育環境」に関する
市民満足度

17.5

　「地域人材の活用回数」については、新型コロナウイルス感染症対策のため、新たに地域人材を活用した「スクールサポー
トスタッフ」を任用し、子どもたちが安全に、安心して学校生活を送ることができる環境整備に努めた。
　「不登校児童生徒数」については、令和２年度から続く新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応や、国が示す
不登校の子どもたちに対する対応の考え方の浸透の影響等により、全国的にも大幅に伸びている状況にある。不登校の要
因が様々であり、複雑化する傾向があることから、一人一人のニーズに応じた対応ができるよう新たな人材配置等の対策を
講じる必要がある。

総合評価 住みよさ指標の状況

　今後も引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響を最小限にし、安全・安心な学校となるよう、地域人材の配置を
継続する。
　また、小中学校とも不登校児童生徒が増加しており、対応強化のため、適応指導教室指導員を増員するとともに、不
登校を含む様々な生徒指導上の課題に学校が組織的に対応できるよう、新たな人材を配置する。
　さらに、学校の小規模化に対応するため、南花台中学校区において施設一体型小中一貫教育推進校の施設整備
に着手するとともに、施設一体型による教職員への負担増が想定される対応すべき課題や検討すべき事項を解決し、
魅力ある学校づくりを進めるために、大阪教育大学との連携を強化し、支援の充実を図る。
　加えて、美加の台中学校区における小・中学校施設の一体化や、加賀田小学校と加賀田公民館の複合化に向けた
取り組みを進める。

今後の方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

85.0 85.5 90.3 85.5 86.5 80.0 82.0 85.0 85.0 85.0

85.4 90.1 85.4 85.4 78.1 82.6

80.0 81.0 83.6 83.6 83.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0

80.2 83.4 83.3 82.3 85.7 83.7

90 70 105 123 140 130 125 120 115 110

71 123 140 159 121 142

6 13 20 20 20 20 20 20 20 20

6 13 20 20 20 20

- - 7 20 20 20 20 20 20 20

- - 7 20 20 20

9 16 20 20 20 20 20 20 20 20

9 16 16 16 20 20

■施策の展開（主な取り組み）

【重点】 【戦略】

【重点】

【重点】

【重点】 【戦略】

【重点】 【戦略】

単位当初

設定値

実績値

6
非構造部材対策済
校数

- 校
設定値

実績値

指標

2

3

4

5

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

○

評価

実績値

設定値

実績値

設定値
↘

1
学校生活満足度（小
学生）

85.0 ％

2
学校生活満足度（中
学生）

80.0 ％

3
いじめ認知件数(小
中学校)

95 件

4
小中学校ＩＣＴ整備完
了校数（20校中）

- 校 ✓
実績値

5
小中学校エアコン整
備完了校数（20校
中）

- 校
設定値

✓

1

GIGAスクール推進事業

英語を使う楽しさや必要性を体感し、英
語で臆せず、自分の意見や考えを伝え
合うことのできる力を育成する。

未来社会を担う子どもたちが誇りと自信をもって世界の人々と協働し活躍できることをめざし、
英検等の公費受験、小学校及び公共施設における英語村の定期開催、英語村イベント等に
より、こどもたちの英語力が向上するとともに、主体的にコミュニケーションを取ろうとする意欲
が向上した。
・「こどもえいご村」（22回実施）及び「英語お楽しみ会」（11回実施）
　参加者数　1,157名
・「えいご村イベント」（えいご村のえんにち/えいご村フェスタ2021/英語でGO!）
　参加者数　2,191名

施設一体型小中一貫教育推進校整備事業

No
事業名

事業の目的 実施内容

国が進めるGIGAスクール構想の実現に
向けた環境整備として整備された1人1台
の学習者用端末を有効に活用する。

児童生徒が授業で学習者用端末を有効活用することができるよう、教員に対する技術的支
援や操作マニュアル、使用上のルール作りなどをサポートする、GIGAスクールサポーター4
名を配置し教員の指導力や端末活用力の向上を図った。

○

○

○

↘

（所管課）

教育指導課

教育指導課

教育指導課

教育指導課

教育総務課
河内長野市学校のあり方の方針に基づ
き、児童生徒の減少による学校の小規模
化への対応策として、施設一体型小中
一貫教育推進校の整備を進める。

南花台中学校区の学校の小規模化に対し、小学校と中学校の令和６年４月１日の統合に向
け、施設一体型小中一貫教育推進校の整備に係る、基本計画の策定を開始した。

スクールサポートスタッフ配置事業

学校給食のあり方検討委員会運営事業

河内長野市英語村構想事業

コロナ禍において、学校施設の清掃や
消毒により学校の衛生環境を維持し、感
染リスクを低減する。

コロナ禍において、学校施設の清掃や消毒により学校の衛生環境を維持し、感染リスクを低
減するために、市立小中学校20校に地域人材を活用したスクールサポートスタッフ38名を配
置した。
予防対策に加えて、教員の負担軽減により、教員が児童生徒への指導に注力し、児童生徒
と向き合う時間の確保を行った。

これからの本市にとって最も適切な給食
のあり方について審議する。

共働き世帯の増加による中学校での全員給食の実施の要望の高まりに加え、市立学校給食
センターの調理機器等の老朽化、児童生徒数の減少等の学校給食を取り巻く環境や役割が
大きく変わりつつある中、学校給食が置かれている現状や市の教育方針等を踏まえ、これか
らの本市にとって最も適切な給食のあり方について審議するための委員会を設置し、運営を
行った。
・会議　5回開催(内、令和２年度１回)
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基本目標２　　「育み・学び・思いやり」の質の高いまち 総計（後期）掲載頁 72

分野別政策５　　ふるさとへの誇りを高め未来を拓く教育の推進
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

1,012 1,012 940 700 1,000 800 700 600 500

1,024 945 476 422 792 807

1,150 1,250 1,270 1,280 1,300 1,300 1,300 1,350 1,400

1,223 1,262 1,301 1,359 0 42

28 35 25 30 40 25 32 38 44

26 21 22 26 13 15

12.0 12.0 13.0 13.0 15.5 16.0 16.5 17.0 18.0

9.3 12.5 9.8 12.8 10.8 9.7

E

前年度評価における
方向性

令和３年度の成果

　放課後において、就労などにより昼間家庭にいない保護者に代わって、新型コロナウイルス感染症に対する感染予
防対策や環境整備を行いながら、子どもたちに様々な体験及び生活の場（放課後子ども教室・放課後児童会）を提供
し、その健全な育成に取り組んだ。令和３年４月から、運営体制の強化策として、業務の取りまとめや支援員・補助員
への指示・助言等を行うリーダー制度を導入するとともに、年間実施計画に基づいて定期的に研修を実施し、放課後
児童会の運営を担う支援員の資質の向上に努めた。併せて、令和３年４月から支援員の報酬引き上げや夏季休暇を
付与するとともに、令和４年２月から、保育士等処遇改善臨時特例交付金を活用し、支援員・補助員の更なる報酬引き
上げを行った。また、子ども子育て支援交付金を活用し、放課後児童会のＩＣＴ化を推進し、職場環境の整備に努め
た。
　青少年の健全育成活動については、青少年指導員や青少年健全育成会をはじめ、青少年の健全育成に関わる市
民や団体などと連携し、青少年の健全育成活動が円滑に行えるよう支援体制を整えた。また、次世代を担う人材育成
を図るため、若年層を対象に、地域活動への参画を支援する体制整備に取り組んだが、新型コロナウイルス感染症の
影響により、ほとんどの事業が中止となった。

　放課後児童会については、引き続き待機児童を出すことなく、安全・安心な児童の居場所づくりに努める。また青少
年健全育成活動については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、コロナ禍でもできる事業を模索し、活動再
開を目指していく。

400 ↘

1,500

14

１０年後
の

めざす姿

人と人とのつながりを活かした協働のまちづくりを展開し、家庭の教育力、地域の教育力を含めた地域力を高め、地域総ぐるみで
子どもたちを守り育む地域社会が実現しています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

青少年の健全育成の推進

実績値の推移

↗
実績値

評価

1 少年犯罪者数 1,012 人
目標値

実績値

H28

人
目標値

50

2
青少年講座参加者
数

1,118 人
目標値

↗
実績値

4
（参考）「青少年の健
全な育成」に関する
市民満足度

11.4 ％
目標値

3 青少年リーダー数 21

19.0 ↘

　青少年講座参加者数については、新型コロナウイルス感染症の影響から青少年健全育成団体の活動が自粛される中で、
今後の活動について見直しを進めた。また、青少年リーダー数についても活動自粛の影響、及び、世代交代（就職等）が出
る一方で、新規入会者を一定数確保した。

実績値

総合評価 住みよさ指標の状況

　放課後児童会について、引き続き待機児童を出すことなく、安全・安心な児童の居場所づくりに努める。今後につい
ては民間事業者を活用して令和4年度に試行実施した夏季休業期間中の預かり事業を制度化し、事業展開を図る。
また、令和6年4月の開校予定の南花台小中一貫教育推進校の開校にあわせて、南花台放課後児童会の新築整備を
行う。
　放課後子ども教室事業について、事業の実施環境の充実に向けて、地域との連携を深め、様々な体験機会の充実
を進めることで、放課後子ども総合プランの推進に努める。
　青少年健全育成活動については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、コロナ禍でもできる事業を模索し、活
動再開を目指していく。

今後の方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

5 5 5 5 5 12 8 8 8 8

5 10 10 6 5 4

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

9 10 10 9 10 10

65.0 60.0 60.0 64.0 68.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0

54.3 55.6 60.9 64.1 46.4 36.9

1 1 2 2 3 4 4 4 4 4

1 1 2 2 3 4

■施策の展開（主な取り組み）

単位当初

設定値

指標

2

3

4

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

↘

評価

実績値

設定値

実績値

設定値
○

1
新リーダー組織の加
入者数

5 人

2
ひきこもり者の居場所
事業の実施

10 箇所

3
放課後子ども教室
参加率

56.0 ％

4
放課後子ども教室の
地域連携小学校数
（累積）

1 校 ✓
実績値

No
事業名

事業の目的 実施内容

青少年指導員連絡協議会、青少年健全
育成協議会、子ども会育成連合会の３団
体との協働により、地域や学校と連携を
図りながら子どもたちを対象としたキャン
プやスポーツ大会、街頭パトロール等、
様々な青少年健全育成事業を実施す
る。

青少年指導員による学びの森キャンプや音楽フェスティバル、こども会育成連合会によるス
ポーツ大会やクリスマスイベント、７中学校区青少年健全育成会の校区活動等を実施する予
定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、スポーツ大会を除く事業が中止となっ
た。1

青少年健全育成活動の推進

保護者が就労等により昼間家庭にいな
い小学生を対象として、適切な遊びの場
や、生活の場を提供し、健全な育成を図
る。

○天見小学校を除く12の小学校敷地内等で開設し、待機児童を出すことなく、３２クラス体制
で安全・安心な児童の居場所づくりに努めた。
○開設期間及び時間
　平日（月～金曜日）：授業終了後から午後７時まで
　長期休業日（夏休み等）：午前８時から午後７時まで
　土曜日：午前８時から午後６時まで
○空間除菌脱臭機の設置、マスクの配布、アルコール消毒等の感染予防対策等を行った。
○令和３年４月より、業務の取りまとめや支援員・補助員への指示・助言等を行うリーダー制
度を導入するとともに、支援員の報酬引き上げや夏季休暇の付与した。
○令和４年２月より、保育士等処遇改善臨時特例交付金を活用した支援員・補助員の更なる
報酬引き上げを行った。。
○子ども子育て支援交付金を活用し、放課後児童会のＩＣＴ化を推進し、職場環境の整備に
努めた。

○

↘

（所管課）

地域教育推進課

地域教育推進課

地域教育推進課

地域教育推進課

青少年の社会参画の推進

放課後子ども教室の開催

放課後児童会の運営

次代を担う青少年が、自らの可能性や目
標を見出し、自ら考え行動できるよう社会
参画の機会を創出する。

青少年が自ら企画運営するキャンプを通し、主催者、参加者双方が自主性、主体性を育むと
ともに、地域活動へのボランティア参加等、地域社会での様々な体験機会を充実すること
で、健全育成に寄与した。

子どもたちの「生きる力」を育む機会の充
実を図るため、放課後の子どもたちの安
全で安心できる居場所を提供する。

地域のボランティア団体等の協力を得て、工作教室等、様々な体験の機会を提供する放課
後子ども教室を市内12小学校で実施した。
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基本目標２　　「育み・学び・思いやり」の質の高いまち 総計（後期）掲載頁 74

分野別政策６　　生涯にわたる多様な学びの推進
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

- - - - - 100,000 110,000 115,000 120,000

- - - 83,256 28,537 38,650

1,348 1,380 1,424 1,462 1,500 1,540 1,580 1,620 1,660

1,502 1,548 1,581 1,613 1,619 1,640

15,600 15,600 15,600 15,600 16,200 16,260 16,320 16,380 16,440

15,600 10,568 10,613 7,964 2,186 3,122

621,100 621,000 621,000 621,000 622,000 622,000 622,000 622,000 622,000

665,973 629,506 584,998 563,008 382,399 420,467

15.7 16.1 16.4 16.7 17.0 17.3 17.6 17.9 18.2

10.1 15.8 13.3 14.2 11.8 11.7

　各施設とも感染症対策に配慮し、これまでの事業の実施方法を見直し、オンラインなどを含む多様な手法による学習
機会の提供に努める。
　一方で、市民交流センターは、センター機能のあり方等を再検討する。公民館は、学社融合（教育総合コミュニティ
づくり）のモデル事業として、加賀田公民館と加賀田小学校との複合化を推進する。
　図書館では、感染症対策は引き続き継続しながら、課題解決型図書館サービスの充実のため、ＩＣＴを活用した図書
館サービス（電子書籍等）や郷土資料の活用など各図書館サービスの充実を進め、市民の生涯学習環境の向上に取
り組む。

今後の方向性

総合評価 住みよさ指標の状況

623,000 ↗

　令和2年度に引き続く新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休館や事業中止が影響し、市民交流センター利用人
数や図書館利用人数は回復していない。また、社会教育事業についても、事業中止の影響から参加者数は回復しなかっ
た。

実績値

18.5 →5

（参考）「各種講座や
施設など生涯学習の
環境」に関する市民
満足度

15.4 ％
目標値

実績値

↗
実績値

4 図書館利用者数 621,046 人
目標値

3
社会教育事業延べ
参加者数

15,457 人
目標値

16,500

2
「市民大学くろまろ
塾」塾生数

1,310 人
目標値

○
実績値

評価

1
市民交流センター利
用人数

- 人
目標値

実績値

H28

15

１０年後
の

めざす姿

多様な学習機会が確保され、いくつになっても、誰もが学ぶことができ、市民が充実した生活を送っており、学びの成果が地域課
題の解決やまちづくりに活かされています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

生涯学習の推進

実績値の推移

123,000 ↗

1,700

令和３年度の成果

　市民交流センターでは、市民大学くろまろ塾において、大学や医療との連携講座を企画したが、新型コロナウイルス
感染症の影響により多くを中止とした。公民館では、現代的課題を学習する講座などを企画し、学校や地域との連携
を進めたが一部中止となった。一方で、公民館主催事業に対する評価指標を導入した。また、加賀田公民館と加賀田
小学校の複合化に向け、住民アンケートを実施するなど、地域の機運醸成に努めた。
　図書館では令和２年９月に導入した電子書籍を充実し非来館型サービスの利用促進を図り、マルチメディアデイ
ジーなどアクセシブルな書籍等を活用した読書活動の推進を行った。また、郷土資料を活用した講座を、対面で開催
するとともにＹｏｕＴｕｂｅでの配信も行い、郷土資料の普及啓発を図った。

　感染症対策に配慮した上で、これまでの事業の運営方法を見直し、様々な手法による学習機会の提供に努める。
　市民交流センターについては、指定管理者制度による管理運営から直営に変更した後、生涯学習センターとしての
機能やあり方を再検討していく。また、公民館については、公共施設の再配置計画のもと、加賀田公民館と加賀田小
学校との複合化をモデル事業として、社会教育の更なる推進を図りつつ、地域における教育コミュニティづくりを推進
する。

C

前年度評価における
方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

122,000 123,300 124,600 125,800 127,000 100,000 110,000 115,000 120,000 123,000

112,694 117,437 105,452 83,256 28,537 38,650

8,100 8,100 8,100 8,100 8,200 8,220 8,240 8,260 8,280 8,300

6,965 6,687 6,583 5,208 1,820 3,077

22 22 30 30 30 14 14 14 14 14

21 34 30 19 1 7

38.9 40.0 40.0 40.0 40.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

39.8 43.4 47.1 49.1 48.4 48.7

45,000 45,000 45,000 45,000 54,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

45,453 47,823 45,848 44,230 46,111 54,271

■施策の展開（主な取り組み）

【重点】

公民館主催事業の企画実施

小学校と公民館との複合化事業

家庭教育向上のための取組の推進

市民が社会の変化に伴い生じる課題を
認識する学習機会を提供し、地域の教
育力の向上を図る。

公民館で、人権、地域コミュニティ、家庭教育・子育て支援、高齢者の生きがいづくり支援
等、社会教育推進のための事業を実施した。

小学校と公民館を将来にわたり維持し、
学校教育と社会教育の融合により、大人
も子どもも通う学びの拠点となる。

加賀田地域をモデルとしての複合化を推進した。加賀田公民館クラブ、登録団体、住民、保
護者などにヒアリングに加え、自治会を通じたアンケート調査を実施し、集計結果を掲載した
ニュースペーパーを発行した。また、住民の気運醸成に向けたワークショップを開催した。

新たに電子書籍を1,546点購入し、本市の郷土・行政資料13点を新たに公開した（蔵書数
9,750点）。
・ログイン数　8,467人
・貸出数　4,052点

（所管課）

文化・スポーツ振興課

文化・スポーツ振興課

文化・スポーツ振興課

地域教育推進課

図書館

○

→

↗

金剛寺や観心寺などに伝来する古文書のデジタル画像を図書館内の古文書閲覧端末席で
公開した。令和3年度は新規202点の金剛寺文書を公開した。

家庭、地域、行政が連携しながら家庭教
育・子育て支援事業を中心に小中学生
や保護者を対象とした親学習等講座を
実施し、家庭の教育力の向上を図る。

保護者や小中学校生を対象とした親学習講座を開催した。小中学校園の保護者を対象とし
た学校における家庭教育講座は新型コロナウイルス感染症の影響で開催できなかった。

グローバル化の進む現代において欠か
せない英語力向上に役立つ英語多読資
料を整備をすすめ、市民によるより一層
の利用促進を図る。

新たに204冊を受入れ、市民の英語への関心を深めるための講座を2回実施した。
英語村構想事業等のイベントにおいて、英語多読資料の紹介等を行い活用を図った。

英語多読資料の整備

視覚障害者等の読書環境の整備の推進
に関する法律（令和元年法律第四十九
号）の施行に伴い、アクセシブルな電子
書籍の提供が求められている。また、図
書館休館時でも、来館せず利用できる非
来館サービスの充実を図る。

No
事業名

事業の目的 実施内容

市民ニーズに応じた多様な学習機会を
提供し、市民の学びを支援する。

市民の多様な学びへの意欲に応えるため、大学や医療との連携講座等を企画したが、新型
コロナウイルス感染症の影響により一部中止した。1

「市民大学くろまろ塾」の運営管理

実績値

5
図書館と公民館との
相互貸借冊数

53,684 冊
設定値

3
親楽習講座実施回
数

14 回

4
０～１８歳の図書館登
録者率

38.9 ％以上

1
市民交流センター年
間利用者数

120,976 人

2
公民館管理運営事
業へののべ参加者数

8,082 人
実績値

設定値

実績値

設定値
↗

電子書籍の充実

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

↗

評価

6

7

金剛寺・観心寺などに伝来の古文書の
図書館内での公開を実施し、郷土歴史
資料の普及啓発や活用を図る。

図書館

図書館

郷土資料の修復及び公開

2

3

4

5

指標 単位当初

設定値

実績値
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基本目標２　　「育み・学び・思いやり」の質の高いまち 総計（後期）掲載頁 76

分野別政策６　　生涯にわたる多様な学びの推進
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

57,300 57,600 57,900 58,200 58,500 58,800 59,100 59,400 59,700

55,270 48,329 46,148 40,192 13,083 23,745

193 205 205 206 197 200 200 200 200

193 205 206 198 197 198

4,950 4,950 4,950 4,975 5,000 4,800 5,000 5,000 5,000

4,500 3,504 3,372 2,513 1,918 1,584

- - - - - 80 80 80 80

- - - - - 80

- - - - - 1,000 1,100 1,100 1,100

- - - - - 1,135

7,000 7,700 7,700 9,600 11,500 6,000 6,500 6,500 6,500

7,058 6,633 5,911 5,314 3,037 3,747

212,000 215,600 216,700 218,850 221,000 222,800 224,600 226,400 228,200

200,042 202,164 196,090 162,245 62,633 80,949

19.0 19.0 21.0 21.5 22.6 21.0 22.0 23.0 24.0

12.3 20.0 16.5 25.2 20.5 18.6

15.6 16.0 16.6 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5

10.2 14.7 13.0 16.2 12.1 12.1

　河内長野市文化財保存活用地域計画に基づいて、指定文化財の保存、継承のために補助事業の適正執行を図る
とともに、日本遺産関連事業（調査研究、普及啓発、情報発信）を実施することで、本市の魅力発信、次世代を担う人
材の育成、市外への魅力発信を行う。
　この他、市内の年中行事や伝統行事を調査研究し、学校教育や社会教育の教材として活用できる河内長野版『歳
時記』の編集・作成を進め、児童への体験学習などを通じ、郷土愛を育成し、文化の継承を目指す。
　また、市民文化を絶やさないよう、アーティストや参加者、その他多くの市民とともに、本市らしい文化芸術を創造し、
発信する。

今後の方向性

6
（参考）ふるさと歴史
学習館主催事業の
入館者数

7,632 ↗
実績値

総合評価 住みよさ指標の状況

目標値

8
（参考）「歴史文化遺
産の保存・活用」に関
する市民満足度

17.6 ％
目標値

80 ○

　新型コロナウイルス感染対策を行った上で、「河内長野市文化財保存活用地域計画」に基づいて、市内の高等学校や都
市デザイン等を研究する大学の研究室、文化遺産を研究する大学の研究室、地域住民と連携し、高向地区を対象とした文
化的景観のワークショップおよびシンポジウムを開催した。一方で、ふるさと歴史学習館・滝畑ふるさと文化財の森センター
の入館者数は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、伸び悩んだ。文化会館では、令和2年度に引き続き、新型コロ
ナウイルス感染症の影響による臨時休館や事業中止等が影響した。

実績値

↗
実績値

1,100 ○

210,285 人

5
ふるさと歴史学習館
主催事業参加者数

- 人
目標値

実績値

↘
実績値

4

ふるさと歴史学習館
でのアンケート調査
による認識度・印象
度把握

- 点
目標値

3
滝畑ふるさと文化財
の森センター（展示
施設）の入館者数

4,910 人
目標値

5,250

2 指定登録文化財数 192 件
目標値

↗
実績値

評価

1
文化振興事業延べ
参加者数

57,030 人
目標値

実績値

H28

16

１０年後
の

めざす姿

市固有の文化が多様な担い手によって保存・活用されるとともに、郷土に愛着を持った市民が歴史と文化あふれる環境のもとで
質の高い生活を送っています。また、豊かな文化芸術に触れ、多様で自主的な文化芸術活動が活発に行われています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

歴史文化遺産の保存・活用及び文化芸術の振興

実績値の推移

60,000 ↗

202

230,000

人
目標値

6,550

7
文化会館の入場者
数

↘
実績値

→
実績値

令和３年度の成果

　新型コロナウイルス感染症の拡大の影響もあったが、感染対策を行った上で体験イベントを開催することで、ふるさと
歴史学習館の主催事業の来場者数は前年度より増加につながった。また、女人高野日本遺産協議会の普及啓発活
動を支援し、PR冊子等の作成を進め、今後の交流人口増加に向けた取り組みを促進した。また、歴史文化遺産の継
承に向けて、市内小中学校、高等学校の生徒に対しての郷土歴史学習や文化的景観シンポジウム、史跡烏帽子形
城跡保全活動も実施し、郷土への関心と愛着心を高めることができた。文化財の管理・保存については、史跡金剛寺
境内林や大玄関の復旧や整備、岩湧寺多宝塔の修復を進めるなど、長期的な視点で保全に取り組んだ。文化会館
では、文化振興事業、芸術文化振興事業、学校へのアウトリーチ事業等を企画したが、新型コロナウイルス感染症の
影響により多くの事業が中止となった。

9
（参考）「文化芸術活
動などの環境」に関
する市民満足度

15.1

　新型コロナウイルス感染症の予防措置を講じた上で、安全に事業を実施する方法を検討し、市民の文化の火を絶や
さない取組が必要とされている。そのような中で、これまでの様々な実績をもとに、アーティストや教室参加者、その他
多くの市民とともに、本市らしい文化芸術を創造し、発信していく。
　また、歴史文化遺産の保存・活用においては、「河内長野市文化財保存活用地域計画」に基づき、指定文化財の保
存・管理の補助事業を推進するほか、日本遺産ストーリーの構成要素となった文化財の活用を図るため、価値や魅力
を発掘する調査研究を行うとともに、ガイドマニュアルの作成など普及啓発を行う。また、児童への体験学習などを通
じ、郷土愛を育成し、文化の継承を目指す。

％
目標値

20.0

C

前年度評価における
方向性

27.6
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

5,000 3,000 1,000 1,000 7,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2,500 914 - 448 - -

19 19 19 21 15 18 18 18 18 18

19 18 17 15 18 20

463 464 466 467 468 469 470 471 472 473

515 454 422 361 244 327

■施策の展開（主な取り組み）

【重点】 【戦略】

【重点】 【戦略】女人高野日本遺産事業

河内長野版歳時記作成・活用事業

文化振興事業の推進

女人高野日本遺産協議会が文化庁の補
助を受けて進める文化財を活用した地
域活性化のための事業に関して市も一
部補助金を交付することで、日本遺産の
まちとしての認知度拡大に向けたPR等の
促進を図る。

「女人高野日本遺産協議会」に対し、文化庁の補助対象外経費と協議会負担分を補助し
た。これにより、２市２町の小中学校の児童生徒や観光客への認知度向上につながる冊子の
作成や、観光ボランティアの知識向上へとつなげるガイドマニュアルの作成・配布、動画によ
る講座の実施などの推進につなげることができた。

現地調査を通じて、変容しつつある年中
行事の現状を記録・保存する。調査結果
をデジタルや紙媒体の歳時記にまとめ、
小中学校・公民館・放課後子ども教室・
図書館などでの次代への継承を目的とし
た活用方策を検討する。

コロナ禍の地域の伝統行事・祭りの中止等により、現地調査は遅れたが、郵送や聞き取り等
による情報収集を実施し、現地調査の基礎資料とした。また、活用方法については、生涯学
習部内の各課事業担当者からなるプロジェクトチームを立ち上げ、デジタル刊行物の形態等
検討を行った。

（所管課）

文化財保護課

文化財保護課

文化財保護課

文化・スポーツ振興課

文化・スポーツ振興課

↗

利用者の安全確保、施設の適切な維持管理のために、自動火災報知設備の更新を行った。

心豊かで潤いのある生活や活力ある地
域社会の実現に向け、文化芸術活動を
支援する。

市民に質の高い文化・芸術にふれる機会を提供するとともに、市民による自主的な文化・芸
術活動の発展を促し、地域文化の振興のための事業を実施するとともに、市立文化会館の
運営と維持管理を実施した。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業を中止
したり、休館したことにより、参加者・入館者数が減少した。

市民が様々な文化芸術に触れ、主体的
に参加する機会を提供する。

市民文化の創造と振興を図るため、文化連盟への事業委託により、市民による芸術・芸能・
文化活動の成果を一般公開する事業（市民文化祭等）を実施した。

芸術文化振興事業の実施

No
事業名

事業の目的 実施内容

台風によって毀損している史跡金剛寺境
内の背景をなす山林復旧、また老朽化
の進む金剛寺境内の大玄関の解体修理
を実施し、適切に保存し、活用していく。

史跡金剛寺境内の背景をなす山林と金剛寺境内にある大玄関について、所有者が行う復旧
整備・修復工事に対して文化財保存事業補助金交付要綱に基づき補助を行い事業の支援
を行った。1

史跡金剛寺境内保存整備事業

3
文化会館の公演・講
座数

462 回

1
文化財特別公開事
業来場者数

170 人

2
郷土歴史学習実施
校数

17 校 ✓
実績値

設定値

実績値

設定値
○

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

→

評価

6

開館から30年を迎え、老朽化が進む文
化会館の設備を計画的に修繕・更新し、
施設の長寿命化を図る。

文化・スポーツ振興課市立文化会館設備等更新事業

2

3

4

5

指標 単位当初
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基本目標２　　「育み・学び・思いやり」の質の高いまち 総計（後期）掲載頁 78

分野別政策６　　生涯にわたる多様な学びの推進
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

43.0 43.0 43.0 43.0 50.0 51.0 52.0 53.0 54.0

40.0 38.4 39.8 36.5 37.2 37.6

376,000 377,000 300,000 250,000 380,000 385,000 390,000 395,000 395,000

281,425 223,079 215,456 207,681 153,479 142,384

7,200 9,500 8,000 7,900 7,500 7,600 7,700 7,800 7,900

9,313 7,972 7,805 6,881 2,114 1,896

14.0 18.0 20.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0

10.9 21.7 12.2 15.0 13.0 13.1

E

前年度評価における
方向性

令和３年度の成果

　総合スポーツ振興会との連携により市民スポーツ大会を実施した。(一部、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め中止。)
　市民総合体育館、大師総合運動場、下里総合運動場及び下里運動公園人工芝球技場について、スポーツ施設の
改修や充実のための財源を確保するため、有料駐車場の運営を継続して実施し、下里運動公園人工芝球技場につ
いては、ネーミングライツを実施した。　スポーツ施設では各種修繕を行い、バッティングゲージ、スコアボード等の野
球関係備品を新たに購入した。
　また、シティマラソンはコース及び大会会場をリニューアルし、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を適切に実
施しながら、地域活性化に寄与する新たな内容で開催した。

　スポーツの普及啓発を進める各競技団体の活動は、人口減少・少子高齢化に伴う指導者や加盟者数の減少により、
縮小傾向にあるが、日常的に気軽に楽しめるニュースポーツも含めたスポーツ種目の多様化により、スポーツ人口の
拡大に取り組む。
　施設面では、持続可能な管理運営を通じて市民満足度の向上を図るため、スポーツ施設個別施設計画に基づき、
各施設の整備・修繕費用の平準化に努め、財源確保のため各種補助金や利用料の見直し、さらなる駐車場の有料化
等を検討する。
　また、シティマラソンは、休止期間を経て、大会会場やコースを変更し、選手や家族、友人等が一緒に楽しめるような
趣向を凝らし、本市の活性化につながるような大会として再開を目指す。

55.0 ↗

400,000

17

１０年後
の

めざす姿

スポーツに取り組む環境づくりが進み、誰もがスポーツに親しむことができ、地域コミュニティ形成や、市民の健康づくりにつながっ
ています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

生涯スポーツ活動の振興

実績値の推移

↘
実績値

評価

1 スポーツ施設利用率 41.6 ％
目標値

実績値

H28

人
目標値

8,000

2
学校開放事業利用
者数

375,041 人
目標値

↘
実績値

4

（参考）「スポーツ施
設や活動などの環
境」に関する市民満
足度

12.6 ％
目標値

3
市民スポーツ大会参
加者数

7,171

30.0 →

　スポーツ施設利用率は、昨年度に引き続き、緊急事態措置等に伴う休館・休場及び時短営業を実施したが、若干の回復
傾向となり、結果としては微増となった。
　学校開放事業利用者数は、緊急事態措置等に伴う使用中止が影響し、また少子高齢化に伴う利用団体・スポーツクラブ
の会員数が減少傾向にあることから、昨年度に引き続き、全体として減少となった。
　市民スポーツ大会は、NPO法人総合スポーツ振興会と連携して企画したが、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に
より、一部大会を中止としたため、昨年度に引き続き、参加者数が減少した。
　スポーツ施設や活動などの環境に関する市民満足度は、平成29年度の下里運動公園人工芝球技場オープン時に上昇し
た後は、満足度が落ち着き、本年度は昨年度の数値よりも増加した。

実績値

総合評価 住みよさ指標の状況

　スポーツ競技は、人口減少・少子高齢化に伴う指導者や加盟者数の減少により縮小傾向にあるが、日常的に気軽に
楽しむニュースポーツを含めることにより、種目の多様化を図り、スポーツ人口の拡大に取り組む。施設面では、スポー
ツ施設個別施設計画に基づき、各施設の整備・修繕費用の平準化に努め、財源確保のため各種補助金や利用料の
見直しを検討し、持続可能な管理運営と市民満足度の向上を図る。
　また、シティマラソンは、引き続き、選手や家族、友人等が一緒に楽しめるような趣向で、本市の活性化につながる大
会とする。
　さらに、スポーツ施設の統廃合や複合化、機能集約等により、将来のスポーツ振興や市のまちづくりと連動したス
ポーツ施設の再編に向けた検討を行う。

今後の方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

6,500 6,500 6,500 6,000 8,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

6,223 6,027 5,781 5,694 5,050 5,053

250 300 400 400 500 100 100 100 100 100

260 314 362 101 6 60

570,000 630,000 630,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

607,851 592,560 571,782 501,755 368,183 385,231

30,000 80,000 95,000 85,000 100,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000

74,620 90,873 81,230 79,659 71,210 72,281

■施策の展開（主な取り組み）

【重点】

単位当初

設定値

指標

2

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

→

評価

実績値

設定値

実績値

設定値
↗

1
総合スポーツ振興会
各連盟加入者総数

6,318 人

2
参加人数（スポーツ
普及啓発事業）

194 人

3 施設利用人数 544,136 人

4
下里運動公園利用
人数

- 人 ✓
実績値

No
事業名

事業の目的 実施内容

これまで実施してきた河内長野シティマ
ラソン大会を見直し、地域活性化に寄与
する大会として関係団体との協働で実施
する。

関西サイクルスポーツセンターを拠点に、滝畑方面に向けてダムを周回するコースにて開催
し、市内商工観光事業者の協力も得ながら市内外の参加者が楽しめる大会とした。

1

スポーツ大会(マラソン大会)の開催

↗

↗

（所管課）

文化・スポーツ振興課

文化・スポーツ振興課市民ニーズにあったスポーツ施設運営
指定管理者と連携を密にし、巡回点検
や修繕業務を迅速に対応するなど、市
民がスポーツ施設を安全に使用できるよ
う施設運営に努め、スポーツ施設の維持
管理費用の捻出のため、駐車場の有料
化など財源の確保に努める。

バッティングゲージを2台購入し、下里総合運動場及び寺ケ池公園野球場に設置した。
野球場スコアボードを購入し、寺ケ池公園野球場に設置した。
屋外用フットサルゴールを2対購入し、下里運動公園人工芝球技場に設置した。
また、次年度からの寺ケ池公園プールのオープンに向けて、ろ過設備操作盤タッチパネル
の修繕及びコンプレッサー取換修繕を実施し、赤峰市民広場事務室の空調機器について劣
化に伴う取換修繕を実施した。
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基本目標２　　「育み・学び・思いやり」の質の高いまち 総計（後期）掲載頁 80

分野別政策7　　一人ひとりを大切にする思いやりのあるまちの推進
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

235 250 250 250 250 260 270 280 290

420 175 240 268 389 382

970 1,000 1,000 1,000 1,000 600 700 800 900

1,071 969 845 1,006 614 621

7.5 7.5 8.5 8.5 9.0 9.0 9.5 9.5 10.0

6.0 8.5 6.6 7.9 8.5 7.5

　人権及び平和啓発事業や職員研修等を実施し、人権や平和についての意識啓発を図るとともに、新型コロナウイル
ス感染症に関連した差別等の新たな人権課題への理解促進に向けた啓発事業や相談業務の拡充を進める。また、
人権あれこれ相談を引き続き実施し、市民の人権擁護に努める。

今後の方向性

総合評価 住みよさ指標の状況
人権啓発事業への参加者数は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策で取り入れられたオンライン配信を活用すること
で、参加者数を令和２年度から維持し、目標値を上回った。平和意識啓発事業への参加者数は、「愛・いのち・平和展」がコ
ロナ禍で開催中止となったため、コロナ禍以前の参加者数には達していないが、子ども「人権平和」ポスター展等を代替事
業として開催することで、目標値は達成した。今後は、コロナ禍で中止が続いていた事業も再開することで、参加者数等の
増加が見込まれ、目標値に到達していない「人権の尊重と平和意識の高揚」に関する市民満足度の目標値を達成できるよ
う、市民等への啓発を進める。

→
実績値

3
（参考）「人権の尊重
と平和意識の高揚」
に関する市民満足度

7.2 ％
目標値

10.0

2
平和意識啓発事業
への参加者数

963 人
目標値

○
実績値

評価

1
人権啓発事業への
参加者数

233 人
目標値

実績値

H28

18

１０年後
の

めざす姿

市民一人ひとりの人権意識や平和に対する意識が高まり、共に生き、共に支えあう地域社会が構築されています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

人権と平和の尊重

実績値の推移

300 ○

1,000

令和３年度の成果

　令和２年度に引き続き、コロナ禍での事業実施となったが、必要な感染拡大防止策を講じることで、「人権を考える市
民の集い」や、オンライン配信を活用した職員研修等を実施し、人権や平和についての意識の啓発・高揚に努めた。
また、シトラスリボンプロジェクトピンバッジの作成、周知、配布を行うとともに、インターネット上での差別書込みをモニ
タリングし、コロナ差別等の人権侵害防止の啓発に努めた。さらに、人権あれこれ相談を実施し、市民の人権擁護に努
めた。

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を講じつつ、人権及び平和啓発事業や職員研修等を実施し、人権や平
和についての意識啓発を図るとともに、新たな人権課題への理解促進等を進める。また、人権あれこれ相談を引き続
き実施し、市民の人権擁護に努める。

A

前年度評価における
方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

1,491 1,250 1,250 1,250 1,250 860 970 1,080 1,190 1,300

1,491 1,144 1,085 1,298 1,003 1,003

262 300 1,000 1,350 1,850 1,900 1,950 2,000 2,050 2,100

260 926 1,257 1,731 1,758 1,815

■施策の展開（主な取り組み）

人権相談事業

平和啓発事業

市民の人権問題について相談に応じ、
適切なアドバイスや法的手続き等の方法
を助言し、市民が自ら問題解決できるよ
うにする。

人権擁護委員による人権相談や、人権あれこれ相談を実施し、問題解決の支援を行った。
・人権相談件数：3件、人権あれこれ相談件数：12件

市民の平和意識の啓発・高揚を図る。 子ども「人権平和」ポスター展等の開催、庁舎1階市民サロンでの平和首長会議原爆ポス
ター展等の啓発展示のほか、広島・長崎原爆の日や8月15日での黙とうを周知し、市民の平
和意識の啓発・高揚を図った。
・子ども「人権平和」ポスター展来場者数：89人、展示作品数：474点　・人権ふれあい講座
（学校）参加者数：58人

（所管課）

人権推進課

人権推進課

人権推進課

No
事業名

事業の目的 実施内容

市民の人権意識の啓発・高揚を図る。 「人権を考える市民の集い」等の市民向け人権啓発行事の開催、啓発ポスター等の展示、職
員研修を実施し、人権意識の啓発・高揚を図った。また、シトラスリボンピンバッジの作成、周
知、配布を行うとともに、インターネット上での差別書込みをモニタリングし、コロナ差別等の
人権侵害防止の啓発に努めた。
・「人権を考える市民の集い」参加者数：64人、「人権・男女共同参画推進WEB講演会」参加
者数：24人　・職員研修参加者数：236人　・シトラスリボンピンバッジ作成配布数：2,000個

1

人権啓発事業

1
人権・平和意識啓発
事業への参加者数

1,368 人

2
同和問題に関する講
座等の参加者数

230人（累計）　
実績値

設定値
↗

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

○

評価

2

3

指標 単位当初
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基本目標２　　「育み・学び・思いやり」の質の高いまち 総計（後期）掲載頁 82

分野別政策7　　一人ひとりを大切にする思いやりのあるまちの推進
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

29.5 30.0 32.0 33.0 35.0 36.0 37.0 38.0 39.0

29.4 31.0 30.4 30.3 29.6 30.1

- - - - - 8.7 10.1 11.6 14.5

- - - 13.7 10.1 8.7

6.6 7.0 8.0 8.5 9.0 9.0 9.0 9.5 9.5

5.2 7.9 5.2 5.7 6.3 5.9

B

前年度評価における
方向性

令和３年度の成果

　令和２年度から引き続き、コロナ禍での事業展開となったが、必要な感染拡大防止策を講じることで、男女共同参画
推進講座や、オンライン配信を活用した職員研修を実施した。また、市民団体である「teamあごら」とともに、パープルリ
ボン・プロジェクトにおける天野山金剛寺多宝塔のパープルライトアップ等を実施し、広く市民に啓発を行った。さら
に、専門の女性カウンセラーによる「女性のための相談」や、生理用品の無償配布を契機とした女性相談事業を実施
し、女性の人権擁護に努めた。

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等を講じつつ、男女共同参画講演会等の啓発事業や、職員研修を実施
し、男女共同参画意識の向上を図る。審議会等への女性参画や管理職への女性職員登用については、継続的に率
の向上に取り組む。また、「女性のための相談」の実施や、ＤＶ被害者等の相談機関や支援者等の連携を進め、女性
の人権擁護に努める。

40.0 →

15.0

19

１０年後
の

めざす姿

家庭・職場・地域等のあらゆる分野に男女が参画することができるとともに、ワーク・ライフ・バランスが実現され、誰もが個性と能力
を活かすことができる社会が構築されています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

男女共同参画の推進

実績値の推移

○
実績値

評価

1
市が設置する審議会
等への女性の参画率

29.5 ％
目標値

実績値

H28

％
目標値

10.0

2
管理職への女性職
員登用率（消防職以
外）

- ％
目標値

→
実績値

3
（参考）「男女共同参
画の推進」に関する
市民満足度

6.6

　市が設置する審議会等への女性参画率は、団体推薦などで委員を選出する「充て職」において女性の人材が不足してい
るのが現状ではあるが、公募委員などに女性の登用を働きかけることにより、国の成果目標でもある30％は超えている。管
理職への女性職員登用率（消防職以外）は、実績値が減少傾向にはあるが、「河内長野市女性職員の活躍推進アクション
プラン」が令和４年３月に一部改定され、取組み目標等の見直しが行われた。今後も、目標値達成に向けて、関連する取組
みを推進する。「男女共同参画の推進」に関する市民満足度は、前年度より0.4ポイント減少し、低い水準を維持している。
原因として、併せて調査した「男女共同参画社会」という言葉の認知度が55.0%と、2019年度の内閣府調査と比べ、9.3ポイン
ト低くなっており、本市における「男女共同参画」に関する認知度の低さが考えられる。

総合評価 住みよさ指標の状況

　男女共同参画講演会等の啓発事業や、職員研修を実施し、男女共同参画意識の向上を図る。審議会等への女性
参画や管理職への女性職員登用については、継続的に率の向上に取り組む。また、「女性のための相談」の実施や、
DV被害者等の相談機関や支援者等の連携を進めるとともに、生理用品の無償配布や、電話相談、居場所づくり（講
座形式）事業を通じて、コロナ禍の影響を受けて孤独・孤立で不安を抱える女性への相談の充実に努める。今後の方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

600 600 600 600 600 300 400 500 600 600

638 644 553 540 0 369

- - - - - 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

- - - 17.5 17.6 18.2

■施策の展開（主な取り組み）

単位当初指標

2

3

4

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

○

評価

実績値

設定値
○

1
男女共同参画講演
会等参加者数

661 人

2
年次休暇（夏季休暇
を含む）取得日数

- 日

No
事業名

事業の目的 実施内容

男女共同参画に向けての市民意識の醸
成を図る。

職員研修の実施、市民向け男女共同参画推進講座の開催など啓発活動を推進した。
・職員研修　参加者：236人
・男女共同参画推進講座　2回（参加者：計43人）

1

意識改革のための啓発活動の推進

女性に対するあらゆる暴力を根絶し、女
性の人権を擁護する。

専門カウンセラーによる「女性のための相談」や、生理用品の無償配布を契機とした女性相
談事業を実施するとともに、DV被害者等の相談機関及び支援者等に資料提供等を行い、
情報の共有化を図るなど、女性の人権擁護を実施した。
・女性のための相談事業81回（175相談のうちDV44相談）
・生理用品の無償配布窓口　７箇所（配布数：28個）
・DV被害者等支援連絡会議（25構成団体）

（所管課）

人権推進課

人権推進課

人権推進課

人権推進課

意識改革のための啓発活動の推進

審議会などへの女性の参画率の向上

女性の人権擁護のための取組の推進

男女共同参画に関する啓発事業を市民
と協働で実施することにより、問題解決の
ための意識の醸成を効果的に行うととも
に、人権尊重に基づく男女共同参画社
会の形成を図る。

「男女共同参画週間」（６月）や「女性に対する暴力をなくす運動」（１１月）の期間に合わせた
キックスでの啓発展示のほか、パープルリボン・プロジェクトにおける天野山金剛寺多宝塔の
パープルライトアップを実施し、広く市民に啓発を行った。

政策・方針決定過程における女性の参
画を促進する。

女性委員の積極的登用を推進するため、審議会等を設置している担当課に依頼するととも
に、学識経験者などについて、府ドーンセンターの女性委員情報提供サービスの利用促進
を周知した。
・市が設置する審議会等への女性参画率：30.1%
・管理職への女性職員登用率（消防職以外）：8.7%（いずれも令和3年4月1日現在）
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基本目標２　　「育み・学び・思いやり」の質の高いまち 総計（後期）掲載頁 84

分野別政策7　　一人ひとりを大切にする思いやりのあるまちの推進
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

676 682 688 694 700 706 712 718 724

471 427 454 453 317 335

5,661 5,680 5,731 5,766 5,800 5,840 5,880 5,920 5,960

7,530 6,750 6,604 6,310 1,015 3,693

7.8 8.4 8.5 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8

5.5 8.2 6.7 7.2 8.3 7.1

■施策の展開（主な取り組み）

E

前年度評価における
方向性

令和３年度の成果

　「外国人のための生活ガイドブック」として、各課で作成している、ごみ・防災・子育て・健康・国保といった分野の資
料を中心に翻訳を行った。また、国際交流協会とともに、「姉妹都市子ども絵画交換プログラム」などの国際交流事業
や「外国人のためのオンライン相談」などの多文化共生事業を推進した。
　その他、増加する訪日外国人や外国人市民に対応すべく、自動翻訳機を市役所総合案内などに配置し、円滑な意
思疎通を行えるような環境を整えた。

　国際交流協会及び庁内関係部署と連携して、「河内長野市国際化・多文化共生ビジョン」に基づき、国際化に対応
できる人材育成、幅広い国際交流の推進、多文化共生のまちづくりを推進する。
　また、感染症に関する情報をはじめ、外国人が本市での生活や滞在中の困難をできるだけ少なくするために、国際
交流センターやホームページなどを活用して相談や情報発信に取り組む。

730 ↗

6,000

20

１０年後
の

めざす姿

市民一人ひとりの国際感覚が養われるとともに、多様な文化や価値観を理解しあい、外国人との対等な関係を築きながら支え
あって共に暮らすまちとなっています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

多文化共生と国際交流の推進

実績値の推移

↗
実績値

評価

1
国際交流協会会員
数

670 人
目標値

実績値

H28

％
目標値

10.0

2
国際交流活動・イベ
ント参加者数

5,627 人
目標値

↘
実績値

3

（参考）「国際交流や
多文化共生社会の
推進」に関する市民
満足度

7.6

　新型コロナウイルス感染症の影響により、日本語サロンや多文化共生のためのイベントなど多くの事業が中止となり、活動
参加者数や会員数が減少している。いずれの指標も目標値を下回っている。

総合評価 住みよさ指標の状況

　国際交流協会及び庁内関係部署と連携して、「河内長野市国際化・多文化共生ビジョン」に基づき、国際化に対応
できる人材育成、幅広い国際交流の推進、多文化共生のまちづくりを推進する。また、外国人が本市での生活や滞在
中の困難をできるだけ少なくするために、国際交流センターやホームページなどを活用して相談や情報発信に取り組
む。今後の方向性

2

No
事業名

事業の目的 実施内容

国籍や民族などの異なる人々が互いの
文化的違いを理解、尊重しあい、ともに
生きていくため。

国際化・多文化共生ビジョンの関連事業について、各課調査により進捗管理を行った。ま
た、家庭・地域で見られる偏見や差別、出入国管理庁「在留支援のためのやさしい日本語ガ
イドラインなどについて、多文化共生に関する職員研修（動画視聴）を実施した。1

国際化・多文化共生ビジョンの推進

（所管課）

文化・スポーツ振興課

文化・スポーツ振興課国際交流の推進と多文化共生のまちづくり
市民が異文化を理解し、新たな課題や
ニーズに対応した多文化共生のまちづく
りを推進するため。

新型コロナウイルス感染症の影響により、海外との往来が制限される状況であったが、姉妹
都市カーメル市との絵画交換や市民対象の多文化理解を深める啓発事業等を行った。
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基本目標３　　「潤い・快適・活力」のにぎわいのまち 総計（後期）掲載頁 86

分野別政策８　　豊かな自然と暮らしが調和する環境づくり
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

20.3 20.0 21.5 22.0 22.0 22.0 22.0 23.0 23.0

19.0 21.8 20.4 25.0 25.2 25.9

1,350 1,360 1,380 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

1,370 1,252 1,191 - - -

5,810 5,850 5,850 5,900 5,950 5,950 5,950 5,950 6,000

5,820 5,741 5,869 5,954 5,633 5,692

B

前年度評価における
方向性

　引き続き、環境保全に対する意識の高い市民団体との協働や、近隣市町村との合同事業により、市民向け体験事業
を実施し、自然環境保全の啓発、自然環境保全活動の推進に取り組む。
　また、特定外来生物対策を実施し、農業被害や生活環境被害を軽減するとともに、多様な在来種の保護を推進する
ことにより、生物多様性の保全に取り組む。

令和３年度の成果

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行いながら、自然保護展等を実施し、環境保全の啓発、環境保全活動
の推進に取り組んだ。
　また、特定外来生物であるアライグマ、クビアカツヤカミキリ対策を実施し、生物多様性の保全を図った。

24.0 ○

1,400

21

１０年後
の

めざす姿

自然環境や生物多様性の保全についての市民の理解が深まり、本市の貴重な財産として守られ、都市と自然が調和した暮らし
やすいまちとなっています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

自然環境の保全・活用

実績値の推移

－
実績値

評価

1
「自然環境への配
慮」に関する市民満
足度

19.9 ％
目標値

実績値

H28

人
目標値

6,000

2
河川一斉清掃の参
加者数

1,324 人
目標値

はがき絵コンクール
応募者数

5,908 ↗
実績値

3

　環境保全の啓発、環境保全活動の推進に継続して取り組むことで、住みよさ指標の「自然環境への配慮」に関する市民満
足度は、目標値を達成した。
　また、はがき絵コンクール応募者数は目標値を下回っているものの、達成度は95％を超えている。
　なお、河川一斉清掃は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。

総合評価 住みよさ指標の状況

　引き続き、環境保全に対する意識の高い市民団体との協働や、近隣市町村との合同事業により、市民向け体験事業
を実施し、自然環境保全の啓発、自然環境保全活動の推進に取り組む。
　また、特定外来生物対策を実施し、農業被害や生活環境被害を軽減するとともに、多様な在来種の保護を推進する
ことにより、生物多様性の保全に取り組む。今後の方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 3 2 2

■施策の展開（主な取り組み）

市民団体が主体となる市民向け体験事
業を実施し、自然環境保全活動に携わ
る人材を育成する。

自然保護推進事業を「自然環境保護協議会」に委託し、自然保護展、野鳥の観察、廃食用
油を利用した石けんづくり・キャンドルづくり教室を開催した。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、薬草を使った料理教室、水生生物観察会は
中止した。

単位当初

特定外来生物であるアライグマを駆除
（捕獲・措置）することで、生物多様性を
保全し、農業被害や生活環境被害を軽
減する。

アライグマ151頭の捕獲・措置を実施した。

特定外来生物であるクビアカツヤカミキリ
について、被害防止対策と生息域の封じ
込めを実施することで生物多様性を保全
し、市域のサクラなどを守る。

防除効果の検証、被害状況調査、被害木に対する措置、市民への普及啓発などを実施し
た。

指標

2

3

4

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

→

評価

1
自然保護展や市民
参加行事の実施

4 回

No
事業名

事業の目的 実施内容

1

子どもへの環境学習の機会の提供
体験型の環境学習を実施し、身近にある
自然にふれることによって、子どもたちの
環境に対する豊かな感受性を育てるとと
もに、自然環境について親と子が一緒に
考える機会を提供する。

水辺の生き物を観察する体験型の学習会である「親と子のふれあい自然学習会」を毎年8月
に実施している。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。

環境保全活動に係る人材の確保（市民向け体験事業の実施）

自然保護事業（特定外来生物の防除）【アライグマ】

自然保護事業（特定外来生物の防除）【クビアカツヤカミキリ】

（所管課）

環境政策課

環境政策課

環境政策課

環境政策課
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基本目標３　　「潤い・快適・活力」のにぎわいのまち 総計（後期）掲載頁 88

分野別政策８　　豊かな自然と暮らしが調和する環境づくり
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

27.2 28.0 28.8 29.6 30.5 22.5 22.9 23.3 23.7

24.4 23.4 22.7 21.8 22.2 22.2

880 877 873 867 865 881 875 868 864

877 866 883 889 869 852

608 608 608 608 608 608 608 608 608

911 911 911 911 911 911

211,940 209,799 207,659 205,518 203,377 195,207 189,635 184,064 178,493

220,961 221,858 223,575 210,155 204,315 204,678

21.0 23.0 25.0 25.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0

17.5 24.4 21.5 21.4 22.9 21.7

C

前年度評価における
方向性

令和３年度の成果

  「河内長野市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」に基づき、市内から発生する一般廃棄物について、3Rの推進に努
めた。
　また今後、高齢化社会を迎えるにあたり効率的効果的なごみ収集方式の検討・研究を行う必要があり、家庭ごみ戸
別収集方式検討調査業務として、現在のごみ収集方法等（ごみステーションの数や収集時間等）の把握や狭隘地など
戸別収集が困難な世帯の調査、必要経費の算定などを行った。
　脱炭素社会づくりに貢献する「省エネ製品への買換え」「サービスの利用」「ライフスタイルの選択」等、地球温暖化防
止に向けて「賢い選択」をしていこうという「COOL  CHOICE」の普及啓発に重点的に取り組むこととし、市民の意識変
容、行動喚起につながるよう努めた。

   令和３年３月に令和12年度までの10年間のごみ処理施策等を示した「河内長野市一般廃棄物（ごみ）処理基本計
画」を策定した。本計画に定める基本理念、基本方針、目標を達成するため、さらに「令和３年度河内長野市一般廃
棄物（ごみ）処理実施計画」を策定し、ごみの減量化・資源化施策等を推進する。
　また、今後、人口減少及び少子高齢化が進行する本市の状況から安定かつ効果的・効率的なごみ収集事業と住民
ニーズに対応したサービスの提供を行うため、現状のごみ収集方式等における実態調査を実施し、問題点や課題の
抽出等を行う。
   第３次環境基本計画を軸に、市域の温室効果ガスの排出量を把握し、削減目標に向けて施策を展開することによ
り、低炭素社会の実現に向けて重点的に取り組む。

30.5 →

865

22

１０年後
の

めざす姿

市民一人ひとりが資源の大切さを理解し、地域全体でごみの減量化や資源の有効活用を進めるとともに、自然エネルギーへの転
換・活用など、循環型社会の構築に向けた取り組みが進んでいます。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

循環型社会の構築

実績値の推移

○
実績値

評価

1 リサイクル率 25.8 ％
目標値

実績値

H28

Kw
目標値

608

2
市民１人１日あたりの
ごみの排出量

885 ｇ
目標値

○
実績値

4
市施設のエネルギー
使用量

214,081 GJ
目標値

3
市施設における自然
エネルギー定格出力

608

5

（参考）「リサイクル施
策など循環型社会へ
の取り組み」に関する
市民満足度

20.0 ％
目標値

実績値

172,921 ↗

　ごみの適正処理と３Ｒ施策の推進に取り組んでおり、リサイクル率については、近年減少傾向にあり、目標値には達してい
ないが、令和2年度の実績値を維持した。また、市民１人１日あたりのごみ排出量については目標値を達成している。
　市施設における自然エネルギーの定格出力については、目標値を達成している。
　市施設のエネルギー使用量については、職員の省エネ意識の浸透や施設設備の更新等による削減に努めたものの、新
型コロナウイルス感染症対策として、換気を実施しながらの空調運転等を実施したことにより、冷暖房効率が低下し、エネル
ギー使用量が増加した。

実績値

30.0 ↘

総合評価 住みよさ指標の状況

   今後においても「河内長野市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」に定める基本理念、基本方針、目標を達成するた
め、ごみの減量化・資源化施策等を推進する。
　令和３年度に実施した家庭ごみ戸別収集方式検討調査業務の調査結果をもとに庁内・庁外関係機関との協議や自
治会等へのアンケート調査の実施、廃棄物減量等推進審議会において審議を行い、家庭ごみの収集方式について、
継続性・安定性・市民ニーズ・体制面やコスト面など、多角的かつ総合的に検討していく。
　 温室効果ガスの排出量を削減する低炭素社会をさらに進めるため、脱炭素社会をつくり、環境を守る人を育てるた
「COOL  CHOICE」の普及啓発等、地球温暖化対策に重点的に取り組む。

今後の方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

- 11,653 11,536 11,418 11,300 10,148 9,853 9,569 9,279 8,989

11,771 11,760 11,833 11,145 10,839 9,480

5.0 6.4 7.5 8.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

5.2 5.2 5.2 5.5 5.7 5.6

35,048 34,630 34,197 33,915 33,251 32,701 32,131 31,562 30,993 30,424

34,555 33,731 33,970 33,839 32,637 31,505

■施策の展開（主な取り組み）

【重点】

単位当初指標

2

3

4

5

6

温室効果ガスの排出量を削減する低炭
素社会をさらに進め、脱炭素社会をつく
り、環境を守る人を育てる。

環境政策課地球温暖化対策の推進

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

○

評価

実績値

設定値

実績値

設定値
→

1 二酸化炭素排出量 11,771 ｔ

2
再生可能エネルギー
による電力割合

4.0 ％

3 ごみ総排出量 35,419 トン

No
事業名

事業の目的 実施内容

家庭などから排出される資源ごみを分別
収集し、ごみの減量化と資源化を図り、
循環型社会の構築を目指す。

家庭などから排出されるペットボトルやプラスチック製容器包装など資源化できるごみの分別
収集を継続し、ごみの減量化と資源化を図った。

1

ごみの分別収集の推進

脱炭素社会づくりに貢献する「省エネ製品への買換え」「サービスの利用」「ライフスタイルの
選択」等、地球温暖化防止に向けて「賢い選択」をしていこうという「COOL  CHOICE」の普
及啓発に重点的に取り組くむこととし、市民の意識変容、行動喚起につながるよう努めた。
英語村フェスタ2021、自然保護展、関西サイクルロハスを活用した普及啓発、「放課後子ども
教室」での環境教室、消費者協会と連携した省エネ講座、市内の主要な鉄道駅等に啓発ポ
スターを掲示し、公共交通の利用促進を実施した。
・参加人数6,958人、アンケート回収810件

高齢化社会を迎えるにあたり効率的効果
的なごみ収集方式の検討・研究を行う。

現在のごみ収集方法等（ごみステーションの数や収集時間等）の把握や狭隘地など戸別収
集が困難な世帯の調査、必要経費の算定などを行った。

第２清掃工場建設関連地域の環境整備
を実施する。

第２清掃工場建設関連地域の日野・滝畑地区に環境整備に要する費用を基金へ拠出した。
また日野地区の環境整備事業１０項目中、７項目が完了となった。

第２清掃工場建設関連地域の環境整備

○

（所管課）

環境衛生課

環境衛生課

環境衛生課

環境衛生課

クリーンセンター環境事業推進課

もったいない市、ぐるぐるマルシェの実施

ふれあい収集の実施

戸別収集方式の検討実施

家庭で不要となった陶磁器製・ガラス製
食器、子供服等を回収し、必要とする市
民に配布することにより、リユースへの市
民意識の高揚とごみの減量する。

陶磁器・ガラス製食器のリユースイベント「もったいない市」及び子供服等のリユースイベント
「ぐるぐるマルシェ」については、新型コロナウイルス感染症の影響により開催することができ
なかった。しかし、子供服については、その代替策として、府内の児童養護施設、市内の幼
児教育・保育施設および障がい児支援施設ならびに放課後児童会等へアンケートを実施
し、希望する施設に対して、回収した衣類を寄贈し、リユースの促進に努めた。

高齢者や障がい者などで構成されたご
み出し困難な世帯に対して、ごみの戸別
収集を実施することで、ごみ出し困難者
の生活環境の保全及び福祉の増進を図
る。

高齢者や障がい者などのごみ出し困難者の世帯に対して、各家庭の玄関前でごみを収集す
るとともに、その世帯の安否確認を兼ねて実施している。平成24年度からもえるごみの収集を
開始し、平成26年度から資源ごみの収集を開始した。また、利用者の増加に対応するため、
平成29年度からシルバー人材センターへ委託し、実施している。さらに令和２年度から、もえ
ないごみ・粗大ごみの収集を開始しているとともに、今後も年々増加するごみ出し困難な世
帯に対して、状況に応じた対応を検討していく。
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基本目標３　　「潤い・快適・活力」のにぎわいのまち 総計（後期）掲載頁 90

分野別政策８　　豊かな自然と暮らしが調和する環境づくり
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

70.0 100.0 100.0 100.0 75.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 98.0 98.0

98.1 94.0 97.0 98.0 98.7 98.1

77 76 75 73 71 69 67 65 64

44 43 62 100 39 25

31.0 31.0 31.0 31.5 32.0 32.0 32.0 33.0 33.0

25.1 33.7 34.9 41.6 36.6 37.0

　引き続き公害防止対策などの推進に取り組み、快適な生活環境の確保をめざして、環境負荷の把握や工場・事業
所への規制指導、立入り調査などを強化し、事業活動による環境汚染を防止する。
　今後も適切なし尿処理、不法投棄の発生防止、埋立規制、市営斎場の適正な維持管理などを通じ、快適な生活環
境を保全する。今後の方向性

総合評価 住みよさ指標の状況

規制基準達成事業
所割合

97.0

○

　一般環境騒音基準、水質環境基準、規制基準達成事業所割合、不法投棄件数については、目標値を達成した。
　生活環境の保全のため、公害防止対策などの推進に取り組むことにより、住みよさ指標の「騒音・悪臭などの少なさ」に関
する市民満足度は、目標値を達成した。

実績値

34.0 ○5
（参考）「騒音・悪臭
などの少なさ」に関す
る市民満足度

30.9 ％
目標値

実績値

○
実績値

4 不法投棄件数 79 件
目標値

3 ％
目標値

2
水質環境基準（BOD
値）達成箇所割合

100.0 ％
目標値

○

評価

1
一般環境騒音基準
達成箇所割合

70.0 ％
目標値

実績値

H28

○

23

１０年後
の

めざす姿

事業者への規制指導に加え、市民や事業者が家庭や地域、職場などにおいて、生活環境の保全に対する意識が向上し、快適
な生活環境が守られています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

快適な生活環境の確保

実績値の推移

100.0

100.0

実績値

98.0

64

令和３年度の成果

　生活環境の保全のため、公害防止対策、環境監視業務、不法投棄防止対策等を実施した。
　また、土砂埋立規制条例を適正に運用するため、事前協議要綱、申請の手引きの見直しを実施した。

A

　引き続き公害防止対策などの推進に取り組み、快適な生活環境の確保をめざして、環境負荷の把握や工場・事業
所への規制指導、立入り調査などを強化し、事業活動による環境汚染を防止する。
　今後も適切なし尿処理、不法投棄の発生防止、埋立規制、市営斎場の適正な維持管理などを通じ、快適な生活環
境を保全する。

前年度評価における
方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

12 12 7 7 3 3 3 3 3 3

6 7 2 3 4 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

3,900 3,649 3,328 3,192 2,622 2,240 1,860 1,597 1,323 1,220

3,653 3,521 3,270 3,112 2,872 2,771

10,300 9,681 8,672 7,874 7,076 8,135 7,799 7,492 7,213 6,957

10,277 10,042 9,831 9,344 9,442 8,827

■施策の展開（主な取り組み）

生活環境の保全のため、水質・騒音・振
動等の状況について、測定を実施し、生
活環境の監視を行うとともに、環境基準
達成状況や河川の汚濁状況等を把握す
る。

市内主要河川（4ヶ所）の水質検査を4回/年実施した。また、自己水源を所有する専用水道
の指導のために水源の原水及び浄水の水質検査を2回/年実施した。
・測定時期により、一部の河川で大腸菌群数について環境基準を満たさない場合があった
が、概ね環境基準を満たしている。
・全ての専用水道施設の水質検査において、水道法水質基準に適合していた。
道路交通及び環境に係る騒音・振動調査を実施した。
・道路騒音、環境騒音とも測定したすべての地点で環境基準値を達成した。

長期的かつ効率的なし尿処理の実施

公害規制関係法令に基づく公害規制7
事務を適切に運用し、事業者へ公害に
対する指導を実施することで、市民の生
活環境保全を図る。

（所管課）

環境政策課

環境政策課

環境政策課

環境衛生課

環境衛生課

環境監視業務

南河内広域公害対策事業

↗
実績値

不法投棄防止対策の実施

市営斎場管理事業
指定管理者と連携を図りながら、市営斎場の使用者の満足度向上と適正な維持・管理を
行った。

実施内容

1

合併浄化槽設置費用補助事業
生活排水処理計画に基づき、合併浄化
槽を新たに設置する者にその費用を補
助することで、快適な生活環境の確保と
公共用水域の水質保全を図る。

公共下水道事業計画区域外において、合併処理浄化槽の普及を促進するため、既存のく
み取り便所又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への改造に対し、設置費用の一部に
ついて補助金を交付した。
・設置基数　2基

↘

No
事業名

事業の目的

4 し尿等受入量 11,016 トン

2
条例に違反する埋立
て行為件数

0 件

3 し尿処理人口 4,067 人

戦略
H28

1
合併浄化槽設置基
数（補助金交付）

11 基
実績値

実績値の推移

↘

実績値

設定値

実績値

設定値
○

富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村が共同で専門職員
をおき、河内長野市で届出書等の内容審査や事業所への立入検査を行った。
・立入事業所数：202件（延べ）
〔大気関係〕対象数：181件、〔水質関係〕対象数：198件、〔ダイオキシン類関係〕9件
・解体現場等立入数：123件

評価

6

環境政策課
市民サービス向上のため、市営斎場の
適正な維持・管理を行う。

単位

2

3

4

5

指標

設定値

当初

交通量が少ない場所などで、不法投棄
が行われることがあるため、警察と連携し
ながら不法投棄の防止に努める。

警察との連携を図りながら、不法投棄防止のパトロールを実施している。また、不法投棄物に
関しては迅速な回収及び適正処理の推進に努めている。更に不法投棄を未然に防止する
ため、不法投棄防止用看板の作成と配布を行った。

衛生処理場のし尿等受入量の減少と経
年劣化に対応するため、処理方法を見
直す

現状施設を活用しつつ、処理水を公共下水道へ放流する方式に改めるため、既存の放流管
路の調査、整理を行い、未敷設区間の整備に取り組む。

設定値
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基本目標３　　「潤い・快適・活力」のにぎわいのまち 総計（後期）掲載頁 92

分野別政策８　　豊かな自然と暮らしが調和する環境づくり
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

0 1 1 1 1 1 1 1 2

0 0 0 0 0 0

41.0 35.0 42.4 41.8 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0

31.1 41.1 38.6 46.7 41.7 42.2

E

前年度評価における
方向性

令和３年度の成果

　新型コロナウイルス感染症の拡大が続いていたため、高向地区での現地公開は開催できなかったが、市内の高等
学校や都市デザイン等を研究する大学の研究室、文化遺産を研究する大学の研究室、地域住民と連携しての文化的
景観のワークショップおよびシンポジウム（会場：イズミヤゆいテラス）を開催した。また、史跡烏帽子形城跡にて文化財
ボランティア、三日市小学校区まちづくり協議会の参画を得て、三日市小学校5年生参加の保全活動を実施したほ
か、烏帽子里山保全クラブと連携し、樹木維持管理を行った。
　市民団体が主体となる生活排水対策実践活動を実施することで、自然を守る人材を育成・確保し、自然環境との共
生の意識の啓発を図った。
　河内長野市路上喫煙の制限に関する条例により、主要3駅に路上喫煙禁止区域を設定のうえ、喫煙所を設置した。
また、区域や喫煙所を周知し、パトロール等を実施することで、条例の適切な運用に努めた。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大対策を実施しつつ、「河内長野市文化財保存活用地域計画」に基づき、景観
構成要素となる歴史文化遺産の活用に取り組む。市民参加型現地公開事業や講演会などを実施し、歴史文化遺産
を生かした地域景観形成について、市民の理解を深め、文化財の保存意識の醸成を行う。
　河川一斉清掃等の市民との協働による環境保全活動の実施により、自然景観の保全が進んでおり、今後も継続して
実施する。また、河内長野市路上喫煙の制限に関する条例を施行し、条例の適切な運用に努めることで、きれいなま
ちづくりを推進する。

2 →

50.0

24

１０年後
の

めざす姿

市民との協働の取り組みにより、地域の資源が守り、活かされ、自然景観と歴史的景観が調和した、潤いの感じられる美しい景観
が形成されています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

魅力的な景観の形成

実績値の推移

↗
実績値

評価

1
景観に関するルール
の策定件数

0 件
目標値

実績値

H28

2

（参考）「まちなみ・自
然・歴史など景観の
美しさ」に関する市民
満足度

40.3 ％
目標値

新型コロナウイルス感染症の拡大が続いていたため、市民参加型現地公開事業は開催できなかったが、文化的景観のワー
クショップおよびシンポジウムを開催するなど、歴史文化遺産を生かした地域景観形成に取り組んだ。

総合評価 住みよさ指標の状況

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大対策を実施しつつ、「河内長野市文化財保存活用地域計画」に基づき、景観
構成要素となる歴史文化遺産の活用に取り組む。市民参加型現地公開事業や講演会などを実施し、歴史文化遺産
を生かした地域景観形成について、市民の理解を深め、文化財の保存意識の醸成を行う。
　河川一斉清掃等の市民との協働による環境保全活動の実施により、自然景観の保全が進んでおり、今後も継続して
実施する。
　また、河内長野市路上喫煙の制限に関する条例の適切な運用に努めることで、きれいなまちづくりを推進する。

今後の方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

1,350 1,360 1,380 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

1,370 1,252 1,191 - - -

5,273 5,200 5,300 5,400 5,500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

4,671 4,567 4,076 2,387 2,727 2,526

1,100 1,000 1,000 1,000 1,400 600 600 600 600 600

1,053 914 807 749 554 521

42 42 43 44 44 47 47 47 47 47

42 43 44 44 48 47

■施策の展開（主な取り組み）

【重点】

単位当初

設定値

指標

2

3

4

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

-

評価

実績値

設定値

実績値

設定値
→

1
河川一斉清掃参加
人数

1,391 人

2 廃食用油回収量 5,521 L

3
違法屋外広告物撤
去件数

1,052 件

4 都市サイン設置箇所 42 箇所
実績値

No
事業名

事業の目的 実施内容

市民団体が主体となる生活排水対策実
践活動を実施し、自然環境を守る人材を
育成・確保し、自然環境との共生の意識
の啓発を図る。
 

生活排水実践活動の実施を河川を美しくする市民の会に委託し、「きれいなまちをつくろ
う！！はがき絵コンクール」、廃油回収事業を実施した。はがき絵コンクールは応募者数
5,692人、廃油回収量は2,526リットルであった。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、河川一斉清掃は中止した。

1

生活排水対策実践活動

まちの良好な景観や風景を確保するとと
もに歩行や通行の安全性を確保する。

違法屋外広告物の除去業務を実施する。また市民に対して登録員制度により住民による違
法広告物の撤去活動を推進した。

○

○

（所管課）

環境政策課

文化財保護課

環境政策課・道路課

道路課

文化財保存活用地域計画に基づく歴史文化遺産の保存・活用の推進

路上喫煙行為の制限

違法広告物の除去

文化財保存活用地域計画に基づき、歴
史文化遺産の保存・活用を進めること
で、魅力的な景観の形成を目指す。

市内の高等学校や都市デザイン等を研究する大学の研究室、文化遺産を研究する大学の
研究室、地域住民と連携し、高向地区を対象とした文化的景観のワークショップおよびシン
ポジウム（会場：ゆいテラス　参加者３７人（関係者除く））を開催した。また、史跡烏帽子形城
跡にて文化財ボランティア、三日市小学校区まちづくり協議会の参画を得て、三日市小学校
5年生参加（１０９人）の保全活動を実施したほか烏帽子里山保全クラブと連携し、樹木維持
管理を行った。

市内主要3駅である、三日市町駅、河内
長野駅、千代田駅周辺において、ポイ捨
てにつながる路上喫煙行為を制限し、環
境美化を図ることにより市民の快適な生
活環境を確保する。

河内長野市路上喫煙の制限に関する条例により、主要3駅に路上喫煙禁止区域を設定し、
喫煙所を設置した。また、区域や喫煙所を周知し、パトロール等を実施することで、条例の適
切な運用に努めた。
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基本目標３　　「潤い・快適・活力」のにぎわいのまち 総計（後期）掲載頁 94

分野別政策９　　　地域経済活力や生活利便性を高める都市基盤づくりとマネジメント
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

- - - - - 1 3 3 3

- - - 0 0 0

18.0 15.0 16.0 16.0 20.0 20.0 22.5 25.0 27.5

13.1 15.5 13.9 14.2 17.5 16.3

　南花台地区においては、第５次総合計画に位置付ける「丘の生活拠点」としての機能充実を進め、上原・高向地区、
小山田西地区については、「活力創造ゾーン」として、産業地創出に向けた事業促進の支援を実施する。
　また、各地域の整備においては、地域及び河内長野市のみでなく、大阪府や民間事業者などの関係機関との連携・
協力が必要であり、今後は各者との連携をさらに進めて事業に取り組むことで、良好な市街地整備の実現を図る。今後の方向性

総合評価 住みよさ指標の状況
　南花台地区や上原・高向地区、小山田西地区、三日市町駅東地区にて地域毎の特性にあった取り組みを行っており、市
街地整備に向けて着実に事業を進めている。
　今後も、良好な市街地整備に向け、引き続き取組みを進めていくとともに、多くの市民がその取組みを実感でき、取組内
容が伝えることのできる情報発信策等を検討する。

2
（参考）「市街地の整
備」に関する市民満
足度

17.3 ％
目標値

↘
実績値

評価

1
地区計画決定の件
数

- 件
目標値

実績値

H28

25

１０年後
の

めざす姿

市街地に活気があり、地域ごとの特性を活かしながら、交通ネットワークの充実を図ることにより、機能の補完・連携を行い、質の
高い暮らしが実現しています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

市街地整備の推進

実績値の推移

3 →

30.0

令和３年度の成果

　各地域の特性に応じた事業促進支援の取り組みを実施し、良好な市街地整備の実現を図るための取り組みを促進
させた。

　令和元年11月に河内長野市産業振興推進検討委員会より「産業振興に関する提言書」が提出されるなど、民間企
業の産業用地ニーズが高まりを見せており、早急な産業地整備が求められている中、良好な市街地整備の実現を図
るため、各地域の状況の応じた事業促進の支援を実施する。
　また、地域及び河内長野市のみでなく、大阪府や民間事業者などの関係機関との連携・協力が必要であることから、
各者との連携をさらに進めて事業に取り組む。

E

前年度評価における
方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

20.0 60.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

20.0 60.0 100.0 100.0 100.0 100.0

10.0 20.0 30.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0

10.0 20.0 30.0 40.0 45.0 48.0

20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0

20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 65.0

30.0 50.0 80.0 100.0 100.0 93.0 95.0 98.0 100.0 100.0

20.0 60.0 80.0 90.0 91.0 92.0

■施策の展開（主な取り組み）

【重点】 【戦略】

【重点】 【戦略】

【重点】 【戦略】

小山田西地区地域活性化の促進

上原・高向地区地域活性化の促進

都市計画道路大阪河内長野線沿道とな
る小山田西地区の産業立地による雇用
創出や、堺市域への交通ネットワークの
構築によるアクセス向上を目指す。

都市計画道路大阪河内長野線や堺市域へのアクセス道路の整備及び産業地創出の早期
実現に寄与することを目的に土地利用計画（素案）等の作成及び道路の予備設計を実施
し、事業の促進を行った。
また、活性化協議会が実施する役員会及び全体勉強会の開催や全協議会員に全体説明会
等の内容を報告するための活性化だよりの発行等の事務運営について支援を行った。

大阪外環状線沿道に位置する上原・高
向地区の土地利用を促進させ、産業誘
致や雇用創出、交流人口の増加など地
域の活性化を図る。

準備組合が実施する役員会及び全体説明会等の開催や全準備組合員に全体説明会等の
内容を報告するためのニュースレターの発行、各準備組合員等との連絡、調整等の事務運
営について支援を行った。
また、都市計画及び農用地除外等関係機関との協議を実施し、土地区画整理組合設立に
向けた支援を行った。

（所管課）

政策企画課

都市整備課

都市整備課

↗

↗

No
事業名

事業の目的 実施内容

南花台を「丘の生活拠点」として位置付
け、生活利便施設などの都市機能の集
積を図るとともに、課題解決と地域の活
性化を図りながら、多世代が安心して快
適に住み続けられる循環型のまちを整備
する。

住民を主体とした地域活動拠点「コノミヤテラス」の運営、健康づくりの取組み、買物支援・生
活支援の取組みの充実、子育て支援拠点の整備、地域の情報紙やホームページの管理運
営、住民主体による移動サービス「南花台モビリティ　クルクル」の運行、自動運転の実装に
向けた取り組み、南花台UR団地集約事業に伴う跡地活用などにより、まちの活性化が図られ
た。
・活動回数：699回、活動人数：5753人、コノミヤテラス運営に関わる人数：190人

1

南花台スマートエイジング・シティ団地再生モデル事業の促進

✓
実績値

3
上原・高向地区地域
活性化事業進捗率

10.0 ％

4
三日市町駅東地区
地域活性化事業進
捗率

- ％

1
「立地適正化計画」
の策定進捗率

- ％

2
小山田地区地域活
性化事業進捗率

- ％ ✓
実績値

設定値
✓

実績値

設定値
↗

戦略
H28

設定値
✓

実績値

実績値の推移

○

評価

2

3

指標 単位当初

設定値

49



基本目標３　　「潤い・快適・活力」のにぎわいのまち 総計（後期）掲載頁 96

分野別政策９　　　地域経済活力や生活利便性を高める都市基盤づくりとマネジメント
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

82.0 83.0 84.0 85.0 86.0 87.5 89.0 91.0 93.0

82.1 82.5 82.9 83.5 84.5 85.5

78.0 79.4 86.0 86.0 90.0 90.0 92.0 94.0 96.0

75.8 82.0 78.0 78.0 81.0 88.4

28.0 30.5 32.5 34.5 37.8 40.0 42.5 45.5 48.0

21.5 28.0 22.8 28.3 27.2 28.2

D

前年度評価における
方向性

令和３年度の成果

　近居同居促進マイホーム取得補助制度については、制度改正の検討を行ったが、一定程度制度の周知啓発が進
み、着実に申請件数が伸びていった結果、設定値を上回る利用実績があったことから、改正は見送ることとし、今後に
ついても周知啓発に努めていくこととなった。
　住宅の耐震化の促進については、おおむね例年程度の補助制度の利用実績があり、除却補助については、設定値
を上回る実績となった。

　近居同居促進マイホーム取得補助については、より制度の主旨に沿ったものとし、市民が利用しやすいものとなるよ
う見直しを行い、改正後は周知啓発に努める。
　住宅の耐震促進については、耐震診断だけでなく、その後の耐震設計・改修にまでつながるよう、制度のさらなる周
知啓発に努めるとともに、除却補助の申請件数も維持向上に努めることで、空き家対策にもつなげていく。

95.0 ↗

98.0

26

１０年後
の

めざす姿

子育て世代である若年層の定住・転入が進み、誰もが住んで良かったと感じる安全・安心で快適な質の高い住宅環境が整ってい
ます。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

住宅環境の充実

実績値の推移

↗
実績値

評価

1
一般住宅の耐震化
率

77.0 ％
目標値

実績値

H28

％
目標値

50.0

2
社会動態の転入者
／転出者の率

75.0 ％
目標値

↗
実績値

3
（参考）「住環境」に
関する市民満足度

25.5

　一般住宅の耐震化率は、木造住宅除却補助の実施により耐震性のない建物の除却は一定進んでいるが、昭和56年5月
以前に建築された住宅に住んでいる方々の高齢化や経済的な理由による耐震改修へのモチベーションが影響し、それが
目標値と離れていっている要因と考えられる。

総合評価 住みよさ指標の状況

　近居同居促進マイホーム取得補助制度については、引き続き制度の周知啓発に努めつつ、利用実績や市民等の
意見を参考に、必要に応じて、制度の見直しの検討を行う。
　住宅の耐震化促進については、耐震関連の補助制度だけでなく、除却補助の周知啓発に積極的に取り組み、耐震
化率の向上に努める。今後の方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

- 68 80 90 75 36 36 36 36 36

- 78 112 123 32 40

10 10 10 10 7 10 10 10 10 10

2 5 12 11 10 13

■施策の展開（主な取り組み）

単位当初指標 戦略
H28

設定値
✓

実績値

実績値の推移

○

評価

✓
実績値

設定値
○

1
マイホーム取得補助
利用件数（近居同居
促進）

- 件

2
耐震性のない建物が
除却された件数

- 件

No
事業名

事業の目的 実施内容

子育て・若年世帯の転入定住の促進だ
けでなく、増加が懸念される空家等の流
通促進も図る。

祖父母、親又は兄弟姉妹世帯が河内長野市に住んでいる子育て世帯・若年夫婦世帯に対
し、それら親族との同居・近居を目的としたマイホーム取得補助を行い、人口減少の著しい若
年層の本市への転入・定住を促進した。
・補助件数40件（同居・転入0件、同居・転居2件、近居・転入18件、近居・転居20件）

1

近居同居促進マイホーム取得補助事業

（所管課）

都市計画課
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基本目標３　　「潤い・快適・活力」のにぎわいのまち 総計（後期）掲載頁 98

分野別政策９　　　地域経済活力や生活利便性を高める都市基盤づくりとマネジメント
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

5 5 6 6 6 7 7 7 7

5 5 5 5 6 7

88 88 88 88 89 89 89 89 89

88 88 88 88 88 88

25.0 24.0 25.0 25.0 28.0 28.0 28.0 28.0 29.0

19.8 24.6 21.8 28.9 26.1 27.9

B

前年度評価における
方向性

令和３年度の成果

総合的、計画的にみどりのまちづくりの推進を目指すための指針となる、みどりの基本計画を策定した。
遊器具点検業務として、遊具655基及び遊具以外の施設90基の安全点検を実施した。
緑道への手すりの設置や舗装工事、ちびっこ老人憩いの広場へのベンチの設置やフェンスの改修工事を実施した。
また、土砂災害防止対策としてブロック積擁壁を設置し、長寿命化計画に基づいて八ツ橋等の公園施設の改修工事
を実施した。
公園施設長寿命化計画及び公園遊具安全点検業務の点検結果に基づいて、遊具67基の修繕及び16基の更新を実
施した。
ナラ枯れ被害やクビアカツヤカミキリによる被害の拡大防止対策を実施した。

　平成30年４月に都市公園の遊戯施設の年１回の定期点検の義務化がなされ、同時に「公園施設長寿命化計画」の
策定とこれに基づく計画的な公園施設の維持管理・更新についての予算措置がなされたことから、令和２年度から３ヶ
年において、施設の維持管理・更新を加速させる見込みである。

7 ○

90

27

１０年後
の

めざす姿

公園・緑地が、市民との協働により管理され、安全性や快適性が確保されるとともに、憩いや交流の場・活動の場として多くの市
民に利用されています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

公園・緑地の整備

実績値の推移

→
実績値

評価

1
アドプト・パーク・プロ
グラム導入公園数

5 か所
目標値

実績値

H28

％
目標値

30.0

2 緑地面積 88 ha
目標値

→
実績値

3
（参考）「公園や緑地
などの環境」に関す
る市民満足度

24.0

　アドプト・パーク・プログラム導入については、令和3年度に1団体が新たに参加し、合計8団体（7公園・緑地）となり、目標
値に達しているが、今後も引き続き市民や団体に制度利用の普及・啓発を進めていく。
　「公園や緑地など環境」に関する市民満足度については、昨年度から1.8ポイント上昇した。
　本市の都市公園の人口あたりの面積は府内でも上位に入っているが、市民満足度が目標値の28％以上となったのは近
年では令和元年度のみであり、都市公園の魅力向上のための取組みが求められる。

総合評価 住みよさ指標の状況

統合型ＧＩＳを構築し、公園・緑地台帳等の電子化による事務の効率化や他課との情報共有による事業対応の迅速化
に取り組む。また、公開型ＧＩＳを構築し、市民投稿システムを導入することによって市民との情報の双方向化を推進し
ていく。
都市公園等の魅力向上を図るため、民間活力の導入を視野に入れた様々な都市公園等管理手法を検討する。
市有地である公園・緑地の土砂災害特別警戒区域について、市民の生命や財産を奪うことのないよう防災対策工事を
実施する。
長寿命化計画に基づいた補修、更新などを今後も適切に行い、計画的かつ効率的な維持管理を継続していく。な
お、計画については遊器具点検業務の結果等に基づいて令和５年度に見直しを行う予定。

今後の方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

2 8 7 7 2 8 8 8 8 8

7 9 6 11 7 8

18 15 7 10 18 84 77 77 77 77

15 7 13 9 69 83

45 45 45 45 46 47 47 47 47 47

44 44 44 43 45 47

■施策の展開（主な取り組み）

【重点】

【重点】

【重点】

単位当初指標

2

3

4

5

6

7

遊具の安全点検及び更新・改修・修繕を
実施し、子どもの身近な遊び場である公
園の安全確保を目指す。

公園河川課

公園河川課

公園河川課

公園遊具等安全対策事業（遊具の更新及び改修・修繕・安全点検）

森林病害虫等防除事業

生物多様性保全推進支援事業

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

○

評価

実績値

設定値

実績値

設定値
↗

1 整備公園箇所数 9 件

2
遊具・施設改修数
（遊具安全対策事
業）

28 基

3 緑化活動団体数 43 団体

8

特定外来生物に指定されている「クビア
カツヤカミキリ」の生息が市域で確認され
ており、公園・緑地等における桜等につ
いて被害拡大防止対策を実施することに
より、生物多様性の保全を図る。

被害状況調査結果に基づき、クビアカツヤカミキリの被害を受けた木（フラスが排出されてい
る樹木）39本について、薬剤樹幹注入を実施した。

No
事業名

事業の目的 実施内容

平成12年に作成された「河内長野市緑
の基本計画」の改訂を行い、今後の本市
の公園、緑地等の整備に関する指針と
する。

現況調査・課題の整理等を行った上で基本方針・施策を設定し、大阪府との協議を経て素
案を策定した。策定した素案について都市環境・経済常任委員協議会及び都市計画審議
会等へ報告、パブリックコメントを実施、大阪府からの同意を得た上で、策定・公表を行った。

1

都市公園整備事業（緑の基本計画）

都市公園等における遊具655基（対象公園数169箇所）の安全点検を実施した。
長寿命化計画及び公園遊具安全点検業務の点検結果に基づいて、遊具67基の修繕及び
16基の更新を実施した。（計83基）

公園施設の整備を実施することによって
公園利用者の安全確保と公園機能の保
全を図り、より安全・安心で快適な公園・
緑地環境の構築を目指す。

旭ケ丘第５緑地において、土砂災害防止対策としてブロック積擁壁を設置した。また、長寿
命化計画に基づいて寺ケ池公園の八ツ橋及び園路灯、烏帽子形公園の展望台並びに清見
台第１公園ネットフェンス等の改修工事を実施した。また、地域住民の要望に基づいて緑ケ
丘緑道の舗装工事及びちびっこ老人憩いの広場フェンス改修工事を実施した。【整備公園
数：５】

高齢化の進展に伴い、医療費・介護費
の削減を図ることが重要な課題となって
いる中、主に高齢者の健康づくりを目的
として健康器具の設置を行う。

自治会からの要望に基づき、南ケ丘第３公園に健康器具３基を設置した。【整備公園数：1】
都市公園整備事業（健康器具設置）

　カシノナガキクイムシの穿入により樹木
が枯死する木の伝染病であるナラ枯れ
の拡大を防止する。

○

（所管課）

公園河川課

公園河川課

公園河川課

公園河川課

公園河川課

都市公園整備事業（施設安全点検業務）

都市公園整備事業（都市公園維持補修工事）

都市公園整備事業（都市公園整備工事）

遊具以外の公園施設について点検を実
施することにより、子どもの身近な遊び場
である公園の安全確保を目指す。

都市公園等における遊具以外の施設90基（対象公園数56箇所）の点検を実施した。（遊具
については公園遊具等安全対策事業において実施。）

多様化する市民ニーズに配慮した都市
公園等の維持補修工事を行い、安全・安
心で良好な都市公園等環境の維持・保
全を目指す。

自治会等からの改修要望を受け、中片添町第３公園及び緑ケ丘緑道に手すりを、小山田ち
びっこ老人憩いの広場にベンチを設置した。【整備公園数：２（ちびっこ老人憩いの広場を除
く。以下同じ。）】

烏帽子形公園においてカシノナガキクイムシの穿入を受けた樹木6本（7.46㎥）に対して伐
倒・くん蒸処理を実施した。
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基本目標３　　「潤い・快適・活力」のにぎわいのまち 総計（後期）掲載頁 100

分野別政策９　　　地域経済活力や生活利便性を高める都市基盤づくりとマネジメント
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

27 29 30 31 27 32 32 32 32

28 29 30 31 32 30

13 15 16 17 13 18 18 18 18

14 15 16 17 18 18

20.0 24.5 21.0 21.0 30.0 37.1 37.1 38.7 39.0

20.0 20.0 20.0 20.0 33.9 37.1

4.7 6.4 8.9 9.9 11.0 13.1 14.6 16.1 17.6

4.7 7.5 8.5 9.7 11.6 13.6

15.0 15.6 16.2 16.8 17.5 18.1 18.5 19.0 19.5

12.7 13.3 13.5 14.2 14.5 15.6

　市税や国の補助金などの歳入面が減少し、高度経済期に造られた橋梁や道路が更新時期を迎え、修繕箇所が増
加する状況の中で、優先順位づけが重要となってくる。
　本市域における広域道路網構築に必要な路線は多く、早期の具体化は困難であるが、今後も着実に取り組むこと
で、整備の実現につなげる。
　国や府などへの定期的な要望活動や近況報告を地道に行い、今後も着実に取り組むことで整備の実現につなげ、
さらなる安心・安全な道路環境の構築を進めていく。
　アドプト・ロード・プログラムについては、実施団体の活動実態を把握し、実施団体の確保に努める。

今後の方向性

総合評価 住みよさ指標の状況

19.0 ○

　道路や橋梁などの維持補修については、短期的目標はほぼ達成しているが、長期的な視点からみると目標達成には国か
らの補助金の増減に左右されるところが大きく、今後減額の傾向にあり、早期の達成は難しいと見込まれる。
　市内道路網及び大阪南部高速道路をはじめとする広域道路網のネットワーク形成には、国や府、近隣市町村などの支援
が不可欠であることから、定期的な要望活動や近況報告などを地道に行い、さらなる安心・安全な道路環境の構築を進めて
いく。
　市内道路網及び広域道路網の着実な整備により、交通網に関する市民満足度は上昇傾向にあるものの、全体としての満
足度は低い状況にある。
  アドプト・ロード・プログラム参加団体については、高齢化により活動を休止している団体を確認し、見直しを行った。

実績値

20.0 ↗5
（参考）「道路や橋な
どの交通網」に関す
る市民満足度

14.4 ％
目標値

実績値

○
実績値

4
舗装修繕計画の補
修率

3.0 ％
目標値

3
緊急交通路等の橋
梁の耐震化率

20.0 ％
目標値

39.0

2
アドプト・ロード・プロ
グラム団体数（市）

12 団体
目標値

○
実績値

評価

1
アドプト・ロード・プロ
グラム団体数（府+
市）

26 団体
目標値

実績値

H28

28

１０年後
の

めざす姿

市内道路網及び広域道路網が整備され、市内外のネットワークが強化されるとともに、誰もが安心して移動できる道路環境が構
築されています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

道路基盤の整備

実績値の推移

32 ↘

18

令和３年度の成果

　国の補助金が減少傾向にある中、財源確保のために関係課と連携し、優先順位をつけながら適正かつ効率的な維
持管理に取り組んでいる。
　広域道路網の強化を促進するため、高速道路の事業化に向け取り組んでいる。
　市道整備工事を実施したことにより、市内道路網が拡充、強化された。

　本市域における広域道路網構築に必要な路線は多く、早期の具現化は困難であるが、今後も着実に取り組むこと
で、整備の実現につなげる。
　市税や国の補助金などの歳入面が減少し、高度経済期に造られた橋梁や道路が更新時期を迎え、修繕箇所が増
加する状況の中で、優先順位づけが重要となってくる。
　国や府などへの定期的な要望活動や近況報告などを地道に行い、今後も着実に取り組むことで整備の実現につな
げ、さらなる安心・安全な道路環境の構築を進めていく。

B

前年度評価における
方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

396 397 397 397 397 397

6 8 5 6 8 7 7 7 7 7

7 6 4 7 8 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 2 1 2

7 40 46 28 22 22 22 22 22 22

34 39 55 38 21 22

■施策の展開（主な取り組み）

道路維持事業

トンネル整備事業

橋梁整備事業

生活基盤の改善、歩行者・通行車両の
安全確保を図る。

道路舗装工事8.7ｋｍの実施、道路維持補修工事16件を実施した。

トンネル内の安全性の確保（健全度の把
握と適切な維持管理）

鳩原及び倉掛トンネルの照明施設更新工事を令和２年度補正予算を活用し実施予定であっ
たが、コロナウイルスの影響で工事が中断し、年度内の完了が不可能となったため、令和４
年度へ繰越している。

（所管課）

都市整備課

道路課

道路課

道路課

道路課

○

○

大阪府都市基盤施設維持管理データベースシステムを活用し、橋梁の長寿命化修繕計画
の策定を実施した。

橋梁の安全性の確保（健全度の把握と
適切な維持管理）及び橋梁の耐震化（地
震に強い橋梁の整備）を図る。

那古谷橋補修補強工事(第2期)、錦水橋補修補強工事、橋梁点検、長寿命化修繕計画の策
定、天滝橋外3橋補修補強設計委託業務を実施した。

生活基盤の改善、通学路の安全確保を
目指す。

生活道路整備工事を２件、生活道路材料支給を１件実施した。
生活道路整備事業

No
事業名

事業の目的 実施内容

狭隘な道路の幅員を確保し、歩行者及
び通行車両の安全確保を図る。

狭隘道路の拡幅に伴う業務及び工事等を実施した。

1

道路新設改良事業

実績値

3
橋梁長寿命化修繕
計画に基づく橋梁の
補修・補強工事

1 橋

4

橋梁長寿命化修繕
計画に基づく橋梁の
補修・補強設計及び
点検

0 橋

1 道路管理延長 395 km

2 舗装修繕 6 km
実績値

設定値

実績値

設定値
○

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

→

評価

6

橋梁・トンネルの点検診断結果や補修履
歴等のデータを継続的に蓄積し、一元
的に管理するとともに各施設の劣化予測
や補修対策の検討に活用する。

道路課道路管理事業

2

3

4

5

指標 単位当初

設定値
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基本目標３　　「潤い・快適・活力」のにぎわいのまち 総計（後期）掲載頁 102

分野別政策９　　　地域経済活力や生活利便性を高める都市基盤づくりとマネジメント
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

93.98 88.07 81.96 89.85 90.43 67.14

2 2 2 3 3 4 4 4 4

2 2 3 3 0 4

12.6 9.5 13.7 13.3 14.6 15.1 15.6 16.1 16.5

9.0 13.2 12.8 11.3 11.9 13.7

　新型コロナウイルス感染症の影響は大きく、収束後も公共交通利用者数は完全には元の状態までは戻らないと見込
まれることから、公共交通網全体を維持・最適化し、移動手段を確保していく。そのために、地域特性やニーズを把握
するうえでも、交通事業者や行政だけではなく、地域住民が「自分事」としてとらえ、地域公共交通の意義や役割を理
解し、３者協働による取り組みを推進していく。今後の方向性

総合評価 住みよさ指標の状況
　新型コロナウイルス感染症の影響により公共交通利用者数が大幅に減少したことで、目標には達していない。また、バス
路線が廃止になり、公共交通不便地域となる地域において住民と協議を進め、自家用有償旅客運送による地域の移動手
段（スクールバス）を確保した。

↗
実績値

3
（参考）「バスなどの
公共交通サービス」
に関する市民満足度

12.1 ％
目標値

17.1

2
公共交通不便地域
への支援（支援地区
数）

1 件
目標値

○
実績値

評価

1
バス年間利用者数
(現況値を100とする)

100.00
目標値

実績値

H28

29

１０年後
の

めざす姿

地域の実態に応じた交通ネットワークが整備され、市民の生活利便性が確保されています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

公共交通の充実

実績値の推移

100.00 ↘

3

令和３年度の成果

　バス路線が廃止されることになったため、アンケートによるニーズ調査を実施しつつ地域住民と協議した結果、令和４
年４月より自家用有償旅客運送による運行を開始することとし、その準備を行った。また、南花台地域におけるクルク
ルや楠翠台、美加の台、小山田、清見台地域における住民主体による移動支援の状況を把握し、既存の公共交通と
の連携を図った。
　さらに、新型コロナウイルス感染症による影響で交通事業者の経営状況が悪化していることから、ワクチン接種の際
の交通支援事業や地域公共交通事業者支援給付金を交付し、市内の公共交通の維持を図った。

　新型コロナウイルス感染症の影響により公共交通を取り巻く環境は大きく変化していることから、今後のニーズを的確
に把握し、需給がアンバランスなバス路線について、地域の需要や特性に合った運行になっているかを検証し、必要
に応じて交通モードを見直す。併せて、自動運転や地域の様々な輸送資源などの情報収集にも努め、持続可能な移
動手段の確保を目指していく。
　また、公共交通空白・不便地域の解消のためには、地域の主体性や市民・事業者・行政の３者協働による取り組み
が重要であることから、粘り強く意識醸成に努めていく。

C

前年度評価における
方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

36.6 35.7 38.8 39.6 39.2 37.4 36.4 35.4 34.4 33.4

36.7 39.8 40.6 40.2 38.4 35.6

■施策の展開（主な取り組み）

【重点】高齢者公共交通利用促進事業
公共交通の利用促進や高齢者の外出支
援を主たる目的とし、健康増進や介護予
防、地域経済の活性化等に寄与する。

市内在住の高齢者に対しタクシー等で利用できる助成券（100円割引券×10枚）を配布し
た。また、併せて、高齢者の外出のきっかけづくりや地域経済の活性化を目的に、市内の協
賛店舗にて使用できるクーポン券（まちなかクーポン）を同時配布した。
・バス 　　　 利用率 約23.1％（4,655人/20,120人)  　利用枚数約22.6％ (45,538枚)
・タクシー 　利用率 約16.4％（3,309人/20,120人)  　利用枚数 約11.3％(22,766枚)
・バス＋タクシー　 利用率 約38.6％（7,758人/20,120人)  　利用枚数 約33.9％ (68,304枚)
　  　※バス・タクシー両方利用206名あり

（所管課）

都市計画課

都市計画課

No
事業名

事業の目的 実施内容

道路運送法及び地域公共交通の活性
化及び再生に関する法律の規定に基づ
き、住民の生活に必要なバス等の旅客
運送の確保その他旅客の利便の増進を
図り、地域の実情に即した輸送サービス
の実現に必要となる事項についての審
議等を行う。

本市の実情に即した持続可能な公共交通を確保するため、法定協議会である地域公共交
通会議で議論を行いながら、河内長野市地域公共交通計画に基づく取組みを実施した。
・モックルコミュニティバス及び路線バス千代田線上限200円運賃試行運行継続
・小学生による乗車マナーアナウンスの実施
・企画乗車券のＰＲや公共交通情報の積極的な発信　など1

地域の特性に合わせた交通手段の確保

1
公共交通サービス不
満足度

37.6 ％

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

○

評価

2

指標 単位当初
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基本目標３　　「潤い・快適・活力」のにぎわいのまち 総計（後期）掲載頁 104

分野別政策９　　　地域経済活力や生活利便性を高める都市基盤づくりとマネジメント
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

24.7 25.7 25.5 26.0 28.7 30.2 31.7 33.2 34.7

24.1 25.0 25.3 25.9 26.5 26.8

92.0 93.3 96.6 96.6 93.6 94.2 94.8 95.4 96.0

92.7 96.5 96.4 96.7 97.1 97.4

6,500 8,000 10,400 12,000 12,500 13,600 14,700 15,800 16,900

7,613 9,246 10,453 12,103 13,244 13,807

23.5 18.0 23.0 23.8 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6

15.9 21.9 22.2 23.2 21.5 23.4

B

前年度評価における
方向性

令和３年度の成果

　「上下水道ビジョン」の確実な推進と持続可能な上下水道事業経営の構築を図るための、施策の進捗管理を行った。
　上水道については、老朽施設の更新や耐震化事業を進めるとともに、広域化・共同化の検討を進めた。下水道について
は、未普及地域の解消や下水道管路の長寿命化を進めるとともに、水洗化率の向上と官民連携の拡大を進めた。

　上下水道は、市民が健康で安全かつ快適に生活を送るうえで欠くことのできない都市基盤施設、ライフラインであるため、
地震や事故に強い上下水道システムの構築を図るとともに、持続可能で安定した上下水道事業の経営を目指し、経営の効
率化及び健全化に取り組む。
　また、「上下水道ビジョン」に掲げる将来像である「河内長野市を支え続ける安全・安心の上下水道」を実現するため、その
目標を達成するための施策の進捗管理を行う。

36.2 ↗

96.6

30

１０年後
の

めざす姿

　災害に強い上水道施設等の整備が進み、市民の安全・安心な暮らしが確保されています。また、生活排水が適切に処理され、
かつ、下水道施設が適正に維持管理されることにより、市民の安全かつ快適で衛生的な生活環境が確保されています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

上下水道の整備

実績値の推移

○
実績値

評価

1
上水道管路の耐震
化率

22.7 ％
目標値

実績値

H28

m
目標値

18,000

2
下水道普及率（浄化
槽を含む）

91.1 ％
目標値

○
実績値

4
（参考）「上下水道」
に関する市民満足度

23.3 ％
目標値

3
老朽下水道管路の
改築更新延長

5,399

24.6 ↗

　市民が、健康で安全かつ快適な生活を送る上で欠くことのできないライフラインであることから、上下水道ビジョンに示す将
来像に向け、施設を整備し、適正に維持管理する必要がある。そのため、経営の安定化を進め、職員の技術力を高め、上
下水道事業の健全な運営が行える取り組みを進めている。
　大規模災害に備え、その影響を最小限に抑えるためにも、上下水道施設の改築更新を着実に進めている。

実績値

総合評価 住みよさ指標の状況

　上下水道は、市民が健康で安全かつ快適に生活を送るうえで欠くことのできない都市基盤施設、ライフラインであるため、
地震や事故に強い上下水道システムの構築を図るとともに、持続可能で安定した上下水道事業の経営を目指し、経営の効
率化及び健全化に取り組む。
　また、「上下水道ビジョン」に掲げる将来像である「河内長野市を支え続ける安全・安心の上下水道」を実現するため、その
目標を達成するための施策の進捗管理を行う。

今後の方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

92.8 92.8 92.8 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4

92.4 92.8 93.3 93.7 94.0 95.0

93.6 94.0 94.8 94.9 95.2 95.7 96.1 96.6 97.1 97.6

93.6 94.1 94.3 94.5 94.8 94.9

161.5 170.6 172.2 173.0 171.9 174.1 178.6 182.6 185.0 189.0

155.6 165.7 164.3 163.6 159.3 158.2

- 138.4 141.4 140.0 137.4 137.4 136.6 136.2 140.4 141.3

135.5 136.1 137.5 134.6 131.4 138.6

■施策の展開（主な取り組み）

単位当初

設定値

指標

2

3

4

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

○

評価

実績値

設定値

実績値

設定値
↗

1 有収率（水道） 92.8 ％

2 水洗化率（下水道） 93.4 ％

3
給水原価（水道）1㎥
当りの製造原価

150.8 円

4
汚水処理原価（下水
道）1㎥当りの処理原
価

- 円
実績値

No
事業名

事業の目的 実施内容

浄配水施設の老朽化や水質対策及び
震災時のライフラインを確保するため、水
道施設の改築更新や水道管路の耐震化
工事を効率よく行う。

令和3年度は、管路延長528.493ｋｍに対して1.51ｋｍの耐震化を実施し、耐震化率を26.5%か
ら26.8%に伸ばした。また、施設の老朽化対策として令和元年度末から令和3年度末までの工
期において、日野浄水場電気設備更新工事を実施した。1

配水施設等改良事業

下水道管路敷きを適正に管理できるよう
対策を図る。

崩壊した下水道管路敷きの法面の対策工事を施し、適正に管理できるよう法面の保護を
図った。
・法面吹付枠工　L=292.9ｍ、モルタル吹付工　Ａ＝279.8㎡

↘

○

（所管課）

水道課

下水道課

下水道課

下水道課

公共下水道整備事業　　浄化槽整備事業

下水道（汚水）長寿命化対策事業

下水道（雨水）長寿命化対策事業

下水道未普及地域を水洗化により生活
環境の保護や公共用水域の水質保全を
図る。

下水道未普及地域で汚水管渠や公共浄化槽を整備し、生活環境の保護や公共用水域の水
質保全を図った。
・管渠整備延長：L=２，３８８．５０ｍ
・浄化槽設置：１箇所

老朽化した下水道管路の長寿命化と耐
震化を図る。

老朽化した下水道管路を改築更新工事し、下水道管路の長寿命化を図った。
・管渠改築延長：L=563.09ｍ
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基本目標３　　「潤い・快適・活力」のにぎわいのまち 総計（後期）掲載頁 106

分野別政策10　　　にぎわいと活力を創造する地域産業の振興
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800

2,822 2,858 2,858 2,858 2,838 2,838

66,600 65,000 65,000 65,800 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600

64,967 64,967 64,967 64,967 64,967 64,967

79,300 90,900 90,900 90,900 79,300 79,300 79,300 79,300 79,300

90,852 90,852 84,367 93,714 111,212 112,302

1,556 1,556 1,556 1,556 1,556 1,556 1,556 1,556 1,556

1,556 1,670 1,673 1,636 1,707 1,668

4.0 4.7 4.7 4.7 6.7 7.0 8.0 9.0 10.0

4.7 4.5 4.3 4.2 5.3 6.2

B

前年度評価における
方向性

令和３年度の成果

　商工業の振興を目的として、商工会などと連携しながら事業者ニーズの把握に努めるとともに、相談窓口の拡充やＳ
ＮＳ等を活用し、経営や金融面に関する支援に取り組んだ。
　特に、長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける事業者の経営継続支援を図るため、キャッシュレスポイ
ント還元キャンペーンの実施や本市独自となる事業者向け支援金を複数回交付するなど、各種施策を展開し、効果的
な事業者支援を図った。
　また、産業用地の確保の具体化に向け、課題の抽出や開発手法の検討を行った。

　引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者が影響を受けると思われることから、より効果的な
支援を行うことが課題となっている。
　今後においても、商工会などと連携をしながら事業者ニーズを把握し、各種支援施策を展開することで、効果的な事
業者支援に努め、商工業の振興の実現につなげる。
　また、産業用地の確保については、事業手法や企業ニーズ等について調査を行うとともに、市民等の意見も伺うな
ど、実現に向けた取り組みを進める。

2,800 ○

66,600

31

１０年後
の

めざす姿

地域の特性である豊かな資源を活かしながら、事業者や関係団体と行政の連携等を進めることにより、市内企業の経営基盤の安
定や、新規創業等による雇用の創出など、商工業の振興が図られています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

商工業の振興

実績値の推移

→
実績値

評価

1 事業所数 2,814 事業所
目標値

実績値

H28

百万円
目標値

79,300

2
小売店舗年間商品
販売額

66,596 百万円
目標値

○
実績値

4
法人市民税納税事
業所数

1,556 事業所
目標値

3 製造品出荷額 79,269

5
（参考）「商業地など
の賑わい」に関する
市民満足度

3.3 ％
目標値

実績値

1,556 ○

　住みよさ指標のうち、「商業地などの賑わい」に関する市民満足度、製造品出荷額は、増加している。
　また、景気動向などの影響により、法人市民税納税事業所数は昨年との比較では減少している。
　なお、事業所数、小売店舗年間商品販売額については、国が数年に一度実施する統計資料から引用されており、最新の
指標値が発表されるまで据え置いている。

実績値

10.0 ↗

総合評価 住みよさ指標の状況

　新型コロナウイルス感染症の拡大や物価高騰などにより、事業者への影響が長期化すると思われることから、今後も
継続して効果的な支援を実施していくとともに、市内事業者の競争力・経営力強化などに向けた取り組みを進める必
要がある。
　今後も商工会等の連携や拡充した相談窓口により事業者ニーズを把握し、より効果的な各種施策を展開し発信する
ことで、迅速な事業者支援に努め、商工業振興の実現につなげる。
　また、産業用地の確保の具体化に向け、各種手続きや協議、調査・調整作業などを進める。

今後の方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 3 6 5 6

152 152 152 152 50 50 50 50 50 50

104 113 94 52 40 20

15 20 25 30 30 30 30 30 30 30

26 36 37 30 30 29

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 5 13 9 9 6

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

2 2 1 1 1 1

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

16 4 9 6 17 14

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 0 0 0 0

■施策の展開（主な取り組み）

【戦略】

【重点】 【戦略】

設定値

実績値

単位当初

設定値

実績値

✓

6 起業･創業数 8 社
設定値

✓
実績値

7 企業の誘致件数

指標

- 件

2

3

戦略
H28

設定値
✓

実績値

実績値の推移

○

評価

✓
実績値

設定値
✓

実績値

設定値
↘

1
企業立地促進奨励
金交付件数

- 件

2
金融支援制度利用
件数

63 件

3
「おみやげ品」開発
店舗数

10 件

4
経営基盤支援補助
件数

3 件 ✓
実績値

5 産品ブランドPR回数 2 回
設定値

✓

No
事業名

事業の目的 実施内容

若者の採用を積極的に行う市内事業者
を対象に、企業の魅力等の発信を支援
することで、新たな人材確保の強化を図
る。

若者雇用に積極的な市内事業者を紹介するガイドブックを作成し、近隣高校等に配布するこ
とで、若者に対し市内事業者の魅力を発信した。
・掲載企業数：28社
・印刷部数：3,000部

1

人材採用支援事業

→

↘

○

↘

→

（所管課）

産業観光課

産業観光課

産業観光課

商業活動推進セミナーの実施

産業振興推進事業

市内事業者を対象に、セミナー等を実施
することで、多様化する地域の課題や
ニーズに合った商業活動の推進を図る。

コロナ禍においても、前向きな投資を検討する市内中小事業者を対象に、事業再構築補助
金等の国補助金制度を説明するセミナーを実施した。
セミナー参加者数（オンライン含む）：47名

事業拡大等を検討する市内事業者の
ニーズに対応するため、新たな産業用地
の確保について検討し、まちの活力の向
上を図る。

赤峰市民広場の産業用地化を検討するに当たり、事業手法の検討や企業ニーズ等の調査
を実施した。
委託事業者：株式会社ＵＲリンケージ
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基本目標３　　「潤い・快適・活力」のにぎわいのまち 総計（後期）掲載頁 108

分野別政策10　　　にぎわいと活力を創造する地域産業の振興
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

934 934 934 934 934 844 844 844 844

844 844 844 844 788 788

48 48 48 48 48 48 48 48 48

48 48 29 29 29 29

6.00 7.20 7.20 7.20 7.20 8.00 8.00 8.00 8.00

6.00 7.15 7.33 7.89 8.67 8.55

- - - - - 20 20 22 22

- - - 18 18 20

- - - - - 6.0 12.0 18.0 24.0

- - - - - 5.8

86 95 103 110 120 125 130 135 140

86 81 81 85 82 84

5.1 5.4 6.9 5.1 7.5 6.1 6.1 6.1 6.1

5.4 6.9 5.1 4.9 5.6 6.4

C

前年度評価における
方向性

令和３年度の成果

　専門職員による適切な栽培指導と営農相談、ハウス栽培や6次産業化の推進、有害鳥獣対策、農地集積などの各
種営農支援策の実施により、自給的農家から販売農家への転換を図り、朝市や直売所の売上及び客数は堅持できて
いる。また、農道や水路、ため池等の生産基盤の整備・改修、維持管理の支援を行うことにより、生産性の向上と営農
環境の改善を図った。
　森林経営管理制度に基づく経営管理意向調査については、初年度であったが意向調査を行うことができ、所有者
不明森林状況が明らかとなるとともに、今後の森林整備箇所の把握につながった。おおさか河内材支援事業では新
築リフォーム等の木質化を支援することができ、木材利用が促進された。

　農家の高齢化・後継者不足が喫緊の課題である中、今後においても販売農家や新規就農者の育成、担い手の確保
などの取り組みやビニールハウス設置や６次産業化への支援を継続して実施していく。また、原材料支援をはじめとし
て農業用施設等の生産基盤の補修・整備を進めるとともに、適切な維持管理への支援を行うことで、営農環境の改善
と生産性の確保・向上を図る。
　林業従事者の育成等については、引き続き森林プランに基づき実施していく。森林経営管理制度については、令和
２年度で作成した計画に基づき実施する。また、おおさか河内材活用支援事業を創設し、市内で自ら使用する住宅や
店舗等の木質化の支援を行うことで木材利用を促進し、森林整備につなげる。

6.1

人
目標値

145

7
（参考）「農林業の振
興」に関する市民満
足度

844 →

48

32

１０年後
の

めざす姿

農林業の多様な担い手が育成・確保され、地域資源を活かした安定的かつ持続的な農林業が展開されており、多面的機能を有
する豊かな森林空間が保たれています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

農林業の振興

実績値の推移

→
実績値

評価

1
農業従事者数（兼業
農家含む）

934 人
目標値

実績値

H28

億円
目標値

8.00

2 林業従事者数 48 人
目標値

○
実績値

4 農地集積面積 - ha
目標値

3
朝市・直売所の売上
高

2.59

5
森林経営管理制度
に基づく経営管理意
向調査実施率

- ％
目標値

実績値

24 ○

　朝市や直売所については、不安定なコロナ禍においても、多くの方々に利用されており、売上げは堅持している。なお、
農業従事者数については高齢化及び後継者不足であるが、前年と同水準にある。
　森林経営管理制度に基づく経営管理意向調査については、予定通り実施することができた。

実績値

○
実績値

30.0 ↗

5.1 ％

↗
実績値

総合評価 住みよさ指標の状況

目標値

6
森林ボランティア登
録数

86

　農家の高齢化・後継者不足が進む中、引き続き栽培指導や営農相談、農地集積や各種補助事業の支援を行うとと
もに、販売農家や新規就農者の育成、協業化の促進により担い手の確保に努めていく。また、農業用施設等の適切
な改修・整備を進めるとともに、原材料支援や水路維持活動支援、スマート機器の導入など、維持管理に対する様々
な支援を行うことで、営農環境の改善と生産性の確保・向上を図る。
　森林経営管理制度に基づき意向調査を行った箇所については、経営管理権集積計画を作成し、経営管理された森
林を広げていくとともに、森林整備を進めていく。おおさか河内材の活用では、木質化の補助だけでなく搬出する上で
も補助を行い、木材供給量を確保することで木材利用を効果的に後押ししていく。

今後の方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 0 3 1 1 0

3 2 2 2 2 1 1 1 1 1

2 2 2 1 1 1

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

169 202 220 187 50 88

190 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100

218 305 399 496 604 712

48.0 49.0 51.0 53.0 54.0 56.0 58.0 60.0 62.0 64.0

48.0 48.0 50.0 51.0 53.0 54.0

■施策の展開（主な取り組み）

【重点】

【戦略】

【戦略】

【重点】

【重点】

単位当初

設定値

実績値

6 林道の舗装化率 46.0 ％
設定値

✓
実績値

指標

2

3

4

5

誰もが等しく利用できる木根館を整備す
る。

バリアフリートイレ設置に着手し、障がいのある方にも木工等体験を提供する環境の整備を
進めた。（本事業は令和４年度繰越）

6

7

林業総合センター木根館の整備

自給的農家を販売農家へと転換し、農
業所得を向上させるため、ビニールハウ
スの設置や6次産業への取り組みについ
て支援を行う。また、新規就農者に対し
て農業用機械の導入に係る補助を行う。

農林課

農林課

農林課

販売農家営農支援の推進

森林ESD事業

森林経営管理制度に係る意向調査及び森林整備

戦略
H28

設定値
✓

実績値

実績値の推移

→

評価

✓
実績値

設定値
✓

実績値

設定値
↘

1 新規就農者数 2 名

2 新規認定農業者数 1 名

3
生産基盤補助（協業
化・6次産業化補助）
件数

2 件

4
栽培講習会参加農
家数

178 人 ✓
実績値

5
間伐等整備面積（累
積）

103 ha
設定値

✓

8

9

森林経営管理制度における意向調査を
実施し、経営管理としての森林整備を進
める。

森林経営管理制度における森林所有者の意向調査等を実施した。
意向調査実施面積:199.49ha　境界確認面積：67.27ha　集積計画案作成面積：32.1ha

No
事業名

事業の目的 実施内容

おおさか河内材の利用促進並びに林業
及び木材産業の活性化を図る。

新築・リフォーム等での木質化におおさか河内材を利用する場合利用量に応じた補助を
行った。
補助金：9件、補助金額：3,590,000円

1

おおさか河内材活用支援事業

６次産業に取り組む農家に対して補助を行った。対象農家：１軒、補助金額：277,000円
新規就農者に対して農業用機械の導入に係る補助を行った。対象農家：1件、補助金額
39,000円

林道の整備により安全な通行を確保し、
林業の振興を図る。

林道千石谷線外１線の整備工事を行い安全な通行を確保した。
施工延長　L=340m アスファルト舗装工A=609.9㎡　 コンクリート路面工 A=495.7㎡
工事費：8,237,900円

林道を安全に利用できるよう、林道橋の
補修を進め、林業基盤の充実を図る。

林道橋の次年度以降の効果的な工事計画を検討した。
林道の管理（林道橋補修工事）

河内長野市立小学校５年生を対象に河
内長野市独自の森林を活用した環境教
育を行う。

↗

○

↗

○

（所管課）

農林課

農林課

農林課

農林課

農林課

農作物被害防止対策の推進

一般土地改良事業（土地改良事業負担金）

林道の整備（林道整備工事）

農林課

安定的な農産物の栽培、営農活動を支
援するため、鳥獣被害対策に取り組む。

捕獲事業委託をはじめ、捕獲活動経費や狩猟免許取得に係る補助、　防護柵等の設置に
係る購入補助などを行った。

農業用施設の補修、改修により農業基
盤の充実を図り、農業生産の向上と維持
管理の軽減を図る。

高向丹保井路水路改修工事等に対して補助金交付や工事を行い、施設の構造確保、維持
管理の軽減が図られた。
　補助金：１件、補助金額：800,000円
　工事：４件、工事費：8,727,400円

森林を活用したＥＳＤ「森林ＥＳＤ事業」を提供することにより、持続可能な社会に活躍できる
人材に育つ児童生徒の育成を行った。また、小学校独自の森林ＥＳＤ授業の支援を行った。
対象学校数：8校
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基本目標３　　「潤い・快適・活力」のにぎわいのまち 総計（後期）掲載頁 110

分野別政策10　　　にぎわいと活力を創造する地域産業の振興
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

1,027,142 1,005,000 1,020,000 1,100,000 1,051,000 950,000 1,000,000 1,050,000 1,050,000

989,861 1,045,000 1,142,000 1,134,000 897,200 985,600

170 175 175 175 170 170 170 170 170

170 170 175 170 166 166

5.7 6.3 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0

5.5 6.5 5.8 6.2 5.7 5.2

　コロナ禍においても、効果的な観光情報の発信や道の駅の機能強化等により、観光入込客数は増加しているが、コ
ロナ禍以前の水準までの回復や、市全体としての観光消費拡大にまでは至っていない。
　今後は、これまでに実施してきた新しい生活様式に対応した観光施策を磨き上げ、本市が持つ観光資源を最大限
に活かしながら、持続的な観光振興につなげるべく、地域資源を活用した新たな商品開発をはじめ、ウィズコロナに対
応した事業や、アフターコロナ期を見据えた観光情報発信等の取り組みにより、本市がめざす集客と消費を高める観
光振興の推進につなげる。

今後の方向性

総合評価 住みよさ指標の状況
　観光入込客数は、アフターコロナ期を見据えた観光施策の推進により、コロナ禍前の水準には届いていないものの回復
し、目標値を達成した。観光ボランティア数についても、感染症対策を講じながら観光施設等における活動や情報発信の取
り組みを継続しているため、ほぼ横ばいで推移している。

↘
実績値

3
（参考）「観光事業」
に関する市民満足度

5.1 ％
目標値

10.0

2 観光ボランティア数 194 人
目標値

↘
実績値

評価

1 観光入込客数 986,800 人
目標値

実績値

H28

33

１０年後
の

めざす姿

河内長野の魅力を最大限に活かすとともに、おもてなしの心を持って観光客を受け入れる体制を整備するなど、観光の振興を図
ることにより、交流人口が増加し、地域の人と訪れる人がふれあい、にぎわいが創出され、経済の活性化にも寄与しています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

観光の振興

実績値の推移

1,076,000 ○

170

令和３年度の成果

　観光デジタルスタンプラリーや、鉄道事業者と連携した駅構内におけるPR放送の実施など、新型コロナウイルス感染
症の影響に対応した観光施策への取り組み、イベント事業に代わる観光情報の発信機会を創出したこと等により、観
光入込客数の増加につながった。
　また、日本遺産を活用した観光振興、道の駅「奥河内くろまろの郷」におけるバス停への屋根設置等の機能強化に
取り組み、本市の観光魅力の発信、向上に努めた。
　大阪府民を対象とした観光キャンペーンを実施し、コロナ以前には観光目的で本市を訪れていなかった層の観光客
の誘致に取り組んだ。

　コロナ禍にありながら、日本遺産を活用した観光情報の発信や道の駅の観光ハブ拠点化の取組みなどにより、観光
ポータルサイトへのアクセス数や道の駅利用者数等は以前からの水準を維持しているが、市域全体へのにぎわいの創
出や観光消費の拡大につながっていない。
　今後は、観光マーケティング調査の結果を活用し、新しい生活様式に対応した観光誘客を推進するとともに、歴史・
文化、自然などの本市が持つ観光資源を最大限に活かしながら、広域連携も活用し、本市がめざす集客と消費を高
める観光振興の推進につなげる。

B

前年度評価における
方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

5,500 6,000 5,700 6,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

5,500 7,310 6,106 4,106 19 27

7,000 7,000 8,300 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

6,622 8,005 6,566 4,828 3,345 3,669

55,000 55,000 55,000 55,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000

56,000 55,005 55,189 63,025 73,434 53,773

355,000 400,000 440,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

408,704 442,716 386,372 408,421 410,165 433,929

■施策の展開（主な取り組み）

【重点】

【重点】 【戦略】

【重点】 【戦略】

道の駅奥河内くろまろの郷の機能強化事業

日本遺産のまち推進事業

「道の駅奥河内くろまろの郷」を本市の観
光ハブ拠点として位置付け、機能強化を
図るため、バス停上屋設置工事を実施
する。

「道の駅奥河内くろまろの郷」に隣接するバス停利用者に向けた猛暑対策として、大阪府都
市緑化を活用した猛暑対策事業補助金を活用し、バス停の屋根及び植栽を設置した。

日本遺産に認定されたストーリーを活用
した観光振興と、日本遺産のまちとして
の認知度拡大を図る。

「河内長野市日本遺産推進協議会」が文化庁の補助を受けて実施する事業に対し、補助金
を交付した。また、鉄道事業者と連携した駅構内におけるＰＲ放送や、ホテル設置型情報誌
への広告掲載などの情報発信事業を実施した。

（所管課）

産業観光課

産業観光課

産業観光課

○

↘

No
事業名

事業の目的 実施内容

集客と消費を高める観光振興の推進を
図るため、電子地域通貨（モックルコイ
ン）を活用した観光誘客事業を実施す
る。

市内外からの交流人口の獲得と、市内の観光資源の周遊及び観光消費の増加を図るため、
電子地域通貨（モックルコイン）を活用した事業として、「かわちながの観光キャンペーン」及
び観光デジタルスタンプラリーを実施した。1

観光誘客事業

実績値

3 自然公園利用者数 8,000 人

4
観光協会ＨＰアクセ
ス数

400,884 件

1
市内観光地・観光施
設外国人訪問者数

5,388 人

2
観光案内所利用者
数

6,845 人 ✓
実績値

設定値

実績値

設定値
↗

戦略
H28

設定値
✓

実績値

実績値の推移

○

評価

2

3

指標 単位当初

設定値
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基本目標３　　「潤い・快適・活力」のにぎわいのまち 総計（後期）掲載頁 112

分野別政策10　　　にぎわいと活力を創造する地域産業の振興
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

4.3 5.0 5.5 4.8 6.9 6.9 7.0 8.0 9.0

3.3 5.5 4.8 5.3 4.3 5.4

0.69 0.84 0.87 0.98 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69

0.84 0.87 0.98 0.82 0.72 0.88

900 900 900 880 900 900 900 900 900

859 859 847 831 825 892

C

前年度評価における
方向性

令和３年度の成果

　前年同様、新型コロナウイルス感染症の影響を受け離職を余儀なくされた人や、転職を考える人、労働環境に問題
を抱える人などの相談が増加した。
　さらに、専門機関等による就労・労働相談体制の充実や電話等での個別相談に加え、庁内就職支援の連携強化を
図った。
　また、新型コロナウイルス感染症対策として国や府が実施する事業の把握に努め、積極的に周知を図った。

　新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、コロナ禍による就労環境の変化に対応した支援が課題となっている。
　今後は、各種専門機関や庁内就労支援課との更なる連携を図り、オンラインや電話での対応などを含め、複合的な
問題を抱える相談者に対し、適切に相談できる体制の充実を図っていく。
　また、広域連携などにより、コロナ禍での働き方改革の啓発や、女性や若者など個人のニーズに合わせた就労・労
働支援の更なる促進につなげていく。

10.0 →

0.69

34

１０年後
の

めざす姿

多様な働き方が選択でき、安定した雇用・就労機会が確保されているとともに、年齢や性別などに関わらず安心して働き続けられ
る環境が整っています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

雇用の確保と就労・労働環境の充実

実績値の推移

○
実績値

評価

1
「身近な場での働き
やすさ」に関する市
民満足度

3.7 ％
目標値

実績値

H28

人
目標値

900

2
有効求人倍率（ハ
ローワーク河内長野
管内）

0.69 倍
目標値

↗
実績値

3
(公財)勤労者福祉
サービスセンター被
登録者数

875

　住みよさ指標である「身近な場での働きやすさ」に関する市民満足度は、微増している。
　管内の有効求人倍率については、新型コロナウイルス感染症の影響により減少傾向にあったが、増加に転じている。
　勤労者福祉サービスセンターの被登録者数については、減少傾向が続いていたが、増加に転じている。

総合評価 住みよさ指標の状況

　コロナ禍における就労環境の変化に対応するべく、様々な就労支援を検討する。
　また、広域連携などにより、コロナ禍での働き方改革の啓発や、女性や若者など個人のニーズに合わせた就労・労
働支援の更なる促進につなげていくとともに、重層的支援体制事業と連携した就労支援の充実を図っていく。

今後の方向性

66



■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

20 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 1 2 3 0 4

25 35 35 35 35 35 35 35 35 35

21 30 25 12 17 16

40 80 30 30 30 30 - - - -

40 41 24 28 - -

■施策の展開（主な取り組み）

【戦略】

単位当初指標

2

戦略
H28

設定値
✓

実績値

実績値の推移

○

評価

実績値

設定値

実績値

設定値
→

1
就労活動事業におけ
る交通費補助件数

3 件

2 労働相談延べ件数 24 件

3
就労支援講座受講
者数

63 人

No
事業名

事業の目的 実施内容

就労を目指す人の状況に応じた就労支
援の充実を図る。

就労を目指す全ての人が専門機関の就労相談を受けられるよう、専門的な知識を持った就
労支援機関と契約し、相談者の希望日時に合わせた相談事業を実施した。
・就労相談業務委託料：100,000円　相談件数：20件1

就労支援の実施

↘

（所管課）

産業観光課

産業観光課労働相談の実施
勤労者の労働環境に係る様々な問題の
早期解決を図る。

勤労者の労働問題の早期解決を図るため、専門的な知識をもった社会保険労務士と契約
し、相談者の希望日時に合わせた相談事業を実施した。
・労働相談件数：16件
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総計（後期）掲載頁 114

包括的施策　　　都市魅力の創造と効果的な配信
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

39.4 41.0 45.0 45.0 50.0 51.0 52.0 53.0 54.0

39.4 41.9 42.7 38.8 38.2 36.3

43.9 45.0 50.0 50.0 55.0 56.0 57.0 58.0 59.0

43.9 47.1 48.4 45.5 41.2 41.8

1,027,142 1,005,000 1,005,000 1,100,000 1,051,000 950,000 1,000,000 1,050,000 1,050,000

989,861 1,045,000 1,142,000 1,134,000 897,200 985,600

78.0 79.4 86.0 86.0 90.0 90.0 92.0 94.0 96.0

74.0 82.0 78.0 78.0 81.0 88.4

C

前年度評価における
方向性

令和３年度の成果

　広報紙や市ホームページによる情報発信を行うとともに、ＳＮＳ（市公式フェイスブック、ツイッター、ＬＩＮＥ公式アカウ
ント）を積極的に活用するなど、各施策の目的やターゲットに応じて、市政情報やまちの魅力を発信した。さらに、報道
機関へのパブリシティなどにも取り組むなど、多様な媒体を活用した情報発信を行った。
　また、移住定住促進に向け、庁内関係部署や不動産関連事業者等と連携を図り、住まいに関する情報や本市の魅
力を発信し、市内外からの関心や憧れを喚起した。

　住む・働く・学ぶ・遊ぶ・買うなどの様々な場面において本市が「選ばれる都市」となるよう、庁内部局間の連携強化を
図り、市民・関係団体・事業者等との協働により、効果的・効率的なプロモーションを包括的に展開していく。

55.0 ↘

60.0

35

１０年後
の

めざす姿

市民の本市に対する誇りや愛着、市内外からの認知度や好感度が高まることにより、住む・働く・学ぶ・遊ぶ・買うなどの様々な場
面において本市が「選ばれる都市」となっています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

都市ブランドの構築と魅力発信

実績値の推移

→
実績値

評価

1
「河内長野市に愛着
と誇りを感じている」
市民の割合

45.9 ％
目標値

実績値

H28

人
目標値

1,076,000

2
「河内長野市に住み
続けたいと感じてい
る」市民の割合

51.4 ％
目標値

○
実績値

4
社会動態の転入者
／転出者の率

75.0 ％
目標値

3 観光入込客数 986,800

98.0 ↗

　市民・関係団体・事業者・報道等の協力を得ながら、費用対効果の高い効率的なシティプロモーション等の取り組みを
行ったが、令和３年度は「河内長野市に愛着と誇りを感じている」「河内長野市に住み続けたいと感じている」市民の割合
は、目標値を下回る結果となった。引き続き、目標達成に向けて包括的にプロモーションを展開していく。
　社会動態の転入者／転出者の率については、転入者数は大きな変動はないものの、転出者数が減少したことにより、率
が増加した。引き続き、転入・定住に向けた取り組みを進める。

実績値

総合評価 住みよさ指標の状況

　市民・関係団体・事業者等との協働により、市民の本市に対する誇りや愛着を高めるとともに、市内外からの認知度
や好感度を高めるため、多様な媒体を活用した情報発信を行う。
　また、住む・働く・学ぶ・遊ぶ・買うなどの様々な場面において、本市が「選ばれる都市」となるよう、本市の持つ魅力
発信や移住定住促進について、庁内関係部署間の連携強化を図り、効果的・効率的なプロモーションを包括的に展
開していく。

今後の方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

2,617 2,690 2,569 2,568 2,629 2,552

■施策の展開（主な取り組み）

単位当初指標

2

戦略
H28

設定値
✓

実績値

実績値の推移

↘

評価

1 転入者数 2,502 人

No
事業名

事業の目的 実施内容

SＮSを通じて市政情報やまちの魅力を発
信し、市民や団体、企業などから共感を
得て、本市のファンの拡大を目指し、情
報の拡散を図る。

市公式フェイスブックやツイッター、ＬＩＮＥ公式アカウントを運用し、市政情報や市の魅力など
を発信した。また、各課に積極的な情報発信を働きかけるとともに、各課の発信作業を支援し
た。1

多様な媒体による情報発信

（所管課）

広報広聴課

広報広聴課婚活イベントへの支援
婚活イベントを実施する団体等に対して
支援を行い、結婚を望む者への多様な
出会いの機会を創出する。

市内で開催された婚活イベントに開催事業費の一部を補助した。また、市職員が会場に出
向き参加者に対して本市の魅力などを伝えた。
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まちづくりを支える政策 総計（後期）掲載頁 116

基本政策１　　　協働によるまちづくり
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

19.5 21.0 22.0 22.0 24.0 24.0 26.0 26.0 28.0

17.1 20.5 19.8 19.8 17.3 16.3

47.0 47.0 47.5 48.0 48.0 49.0 49.0 50.0 50.0

37.5 47.3 48.2 51.7 44.6 37.1

129 130 132 132 135 137 137 138 139

126 128 128 135 137 90

8.5 10.0 11.0 11.0 15.0 15.0 17.0 17.0 19.0

4.3 7.0 5.9 7.2 5.3 5.6

　市民公益活動支援補助金や協働事業提案制度については、制度のＰＲに加え、他市の制度なども参考に、使いや
すい制度の構築を図る。
　市民公益活動への支援に関しては、企業や若者の社会貢献活動に対する認識・活動スタイルも変化しているため、
地域まちづくり支援拠点に関わる団体と協議を重ね、、ニーズにあった支援を行っていく。
　各まちづくり協議会や各種団体の活動については、引き続き中間支援組織である社会福祉協議会を通じた支援の
強化を図るとともに、次のステップ（拠点、交付金化、公式化等）にアプローチしていきたいと考える。
 地域づくりの基礎となる自治会活動については、活動のデジタル化を推進して更なる活性化と負担軽減策の維持・充
実に取り組むとともに、活動拠点の一つとなるコミュニティセンターの老朽化に対する設備の更新などに取り組む。

今後の方向性

総合評価 住みよさ指標の状況

20.0 ↗

　市民公益活動や地域の主体的なまちづくり活動に対する活性化支援を行ったものの、新型コロナウイルス感染症の影響
により、令和２年度に引き続き、多くのまちづくり活動について中止や延期の対応を余儀なくされた。このことから、各指標に
ついてもおおむね低下傾向にある。
　ボランティア・市民公益活動団体数については、令和３年度に活動を休止した団体を除外し、実際に活動を行っている団
体のみを計上した結果、大幅な減少となっている。
　また、コミュニティ活動の活性化に向け、自治会活動への支援や加入促進事業を行ったが、人口減少、高齢化に伴い、加
入世帯は減少している。

実績値

↘
実績値

4

（参考）「市民同士の
連携や市民と行政の
協働」に関する市民
満足度

7.4 ％
目標値

3
ボランティア・市民公
益活動団体数

128 団体
目標値

140

2

地域のまちづくり活
動への参加状況（年
１回以上参加した市
民の割合）

46.8 ％
目標値

↘
実績値

評価

1

「地域のまちづくり活
動が充実していると
感じている」市民の割
合

18.4 ％
目標値

実績値

H28

36

１０年後
の

めざす姿

地域コミュニティが活性化され、多くの市民が地域のまちづくり活動に主体的に参画するとともに、担い手である市民等と行政と
が、まちづくりの方向性を共有し、相互理解に基づく、多様な主体による「協働によるまちづくり」が進められています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

協働の推進と地域コミュニティの活性化

実績値の推移

30.0 ↘

52.0

令和３年度の成果

　市民公益活動支援補助金や協働事業提案制度については、補助金講座の開催など制度のＰＲに努めたものの、新
型コロナウイルス感染症の影響や他制度の利用により、市民公益活動支援補助金のまちづくり型（ソフト事業）１件の
申請のみとなった。
　市民公益活動への支援に関しては、団体やＮＰＯ等の支援を行う市民活動センターを社会福祉協議会に委託し、体
制の充実を図った。また、イズミヤゆいテラスの参入団体と連携を図りながら、地域の課題を解決し、住民の生活の質
を高める多様な取組みを行った。
　各まちづくり協議会や各種団体の活動は、新型コロナウイルス感染症対策を十分に行いながら、少しずつ再開したこ
とから、それぞれの団体の支援についても徐々に再開した。
　自治会活動の維持・充実に向けて、情報提供や財政支援（自治会活動環境整備事業補助金・コミュニティ事業助成
金・集会所整備事業補助金）等の活性化策を継続して実施した。

　市民公益活動支援補助金や協働事業提案制度については、制度のＰＲ及びニーズ把握に努め、使いやすい制度
構築をはかる。
　市民公益活動への支援に関しては、イズミヤゆいテラスを拠点とし、社会福祉協議会を中間支援団体として支援を
行うべく、その体制の充実を図る。また、イズミヤゆいテラスの参入団体と連携を図りながら、新たな活動の推進に向け
て検討を進める。
　地域まちづくり協議会をはじめ、新型コロナウイルス感染症の影響により停滞、中止を余儀なくされた市民活動全般
については、感染症の動向を十分に勘案しながら、支援再開に向けた取り組みを検討する。
　地域づくりの基礎となる自治会活動については、さらなる活性化と負担軽減策の維持充実に取り組むとともに、コミュ
ニティセンターの設備更新に取り組む。

E

前年度評価における
方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

657,000 700,000 700,000 700,000 700,000 800,000 800,000 850,000 850,000 900,000

656,296 600,731 678,218 679,852 1,482,589 1,491,251

889 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

889 804 1,106 922 1,065 1,028

106 109 110 110 110 20 110 110 110 110

106 124 103 102 21 20

180 180 180 180 182 181 181 181 181 181

179 180 180 180 181 188

100,300 100,450 100,500 100,500 100,700 100,500 100,500 100,500 100,500 100,500

96,845 93,767 93,381 88,044 51,235 71,879

■施策の展開（主な取り組み）

【重点】

【重点】

ボランティア・市民活動センター事業

自治会活動の充実

地域まちづくり活性化

市民公益活動・地域活動や協働を促進
するための情報提供、人材育成、相談及
び助言、個人・団体間の情報共有や交
流促進に努め、市民公益活動・地域活
動の支援及び活性化を図る。

市民公益活動・地域活動や協働を促進するための情報提供、人材育成、相談及び助言、個
人・団体間のコーディネート等を行うとともに、センターの適正な管理と効果的な運営に努め
た。
(令和３年度より、前身である市民公益活動支援センターの機能をイズミヤ4階ゆいテラス内に
移転。)

地域の基礎組織である自治会・町会へ
の支援の充実を図ることにより、地域コ
ミュニティの活性化を図る。

自治会への加入促進を図るとともに、自治会ハンドブックやホームページ等による情報提
供、自治会活動環境整備事業補助金制度の導入等による財政支援を実施するなど、自治
会活動の活性化を図った。また、自治会交流会を開催し、自治会同士の意見交換会や自治
会活動デジタル化ツールを紹介することで、自治会への負担軽減にも取り組んだ。

（所管課）

広報広聴課

自治協働課

自治協働課

自治協働課

自治協働課

↗

○

○

地域住民やNPO、事業者、教育機関など多様な担い手の連携を促進し、健康づくりや子育
て支援など、地域の課題を解決し、住民の生活の質を高める多様な取組みを行った。

自治会をはじめ、各種団体、事業者など
多様な担い手による連携を促進し、地域
ごとの課題解決に向けた市民主体の取
組みを推進することにより、地域コミュニ
ティの活性化を図る。

総合計画における地域別計画をもとに、地域ごとの課題解決に向けた市民主体の取組みを
推進した。

地域活動の拠点確保を支援し、地域コ
ミュニティの活性化を図るため、集会所を
整備しようとする市内の自治会等に対
し、補助を行う。

地域コミュニティの拠点である自治会集会所の新築、改修等に対し、整備補助を行った。
自治会集会所の整備補助

No
事業名

事業の目的 実施内容

市広報紙「広報かわちながの」を通じて、
市政情報などを正確にわかりやすく伝
え、市民と市政との間により良い相互理
解と信頼関係を築く。

毎月1回広報紙を編集・発行し、市内全戸、事業所等へ配布した。紙面では新型コロナウイ
ルス関連情報や、テーマに応じて市民等の活動やインタビューを掲載するなど、読みやすく
わかりやすい紙面づくりに努めた。1

広報紙「広報かわちながの」発行業務

実績値

5 各施設の利用人数 100,207 人
設定値

3
市民まつり参加団体
数

106 団体

4
コミュニティ活動の施
設数（集会所）

180 箇所

1
市ホームページ　ア
クセス件数

695,427 件

2
市政アンケート有効
回答者数

651 人
実績値

設定値

実績値

設定値
○

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

○

評価

6

イズミヤ河内長野店4階に整備した地域
まちづくり支援拠点を中心に、多世代の
交流を促進し、住民の生活の質を高める
多様な取組みを創出することで、地域の
課題解決につなげ、持続可能なまちづく
りの実現及び地域の主体的なまちづくり
活動の推進を図る。

自治協働課地域まちづくり支援拠点運営事業

2

3

4

5

指標 単位当初

設定値

実績値

71



まちづくりを支える政策 総計（後期）掲載頁 118

基本政策２　　　「選択と集中」による行政運営の推進
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

- - 40.0 50.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- 22.5 41.8 52.7 55.5 57.7

37 38 38 38 40 40 41 42 43

38 34 36 37 39 39

4.9 4.9 6.0 6.0 7.2 8.0 8.5 9.0 9.5

4.1 5.3 4.6 4.9 7.1 5.9

D

前年度評価における
方向性

令和３年度の成果

　業務改革項目や事業組換え項目を一体的に整理し、事業の集約や担い手の最適化を図ることで、行政サービスの
向上と事務経費の削減を進め、新たな情報化技術の活用として、ＡＩを活用した議事録作成支援システムの導入を行
い、業務の効率化を図った。
　窓口業務の集約による総合化と窓口業務等のアウトソーシングについて、令和２年２月より証明発行や住民異動など
の窓口業務と内部事務業務の運用を開始し、令和２年４月に介護保険・子ども子育て関連業務を、令和３年３月に保
険医療関連業務を開始しており、令和３年度は安定した窓口運営に努めた。
　また、マイナポイントの予約・申込の支援を行い市民サービスの向上に取り組むとともに、庁舎１階へフリーＷｉ－Ｆｉを
設置するなど利便性の向上にも取り組んだ。

　施策の選択と集中や事業の見直しをさらに進め、将来世代へ負担を先送りしない持続可能な行政経営を進めるとと
もに、市民ニーズに適応した施策の展開を図る。
　引き続き業務改革に取り組むとともに、AIやRPAなど新たな情報化技術について、効果性の検証を進める。また、職
員の意欲・能力の向上や庁内連携の推進に取り組み、効率的・効果的な行政運営の実現を図る。
　国がデジタル庁の設立や自治体DX推進計画を策定するなど、行政の電子化を進めている。本市においても行政手
続きの洗い出しを行い、費用対効果の高い行政手続きについて電子化を推進する。

100.0 ↗

45

37

１０年後
の

めざす姿

行政評価を活用した行政経営の仕組みにより施策の選択と集中が進み、時代に即した行政サービスが提供されています。また、
庁内連携や民間活力の活用などの効果的・効率的な推進体制により、計画的な行政運営が行われています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

効果的・効率的な行政運営の推進

実績値の推移

→
実績値

評価

1
行財政改革の取り組
み項目の達成率

94.0 ％
目標値

実績値

H28

％
目標値

10.0

2
行政サービスの電子
化件数

35 件
目標値

↘
実績値

3
（参考）「行政改革へ
の取り組み」に関する
市民満足度

4.3

　行財政改革の取り組み項目の達成率は、市民公益活動支援センターの機能移転など業務改革の取組みを着実に進めた
結果、令和3年度末の達成率は57.7％となった。
　行政サービスの電子化件数については、前年度と同一となった。
　なお、参考指標である「行政改革への取り組み」に関する市民満足度は、行政経営改革プランに基づき業務改革や行政
経営の仕組み構築等を進めたものの、前年度より1.2ポイント減少した。

総合評価 住みよさ指標の状況

　施策の選択と集中や事業の見直しをさらに進め、将来世代へ負担を先送りしない持続可能な行政経営を進めるとと
もに、市民ニーズに適応した施策の展開を図る。
　引き続き業務改革に取り組むとともに、AIなどの新たな情報化技術の導入による効果を検証し、業務効率の向上に
努める。また、職員の意欲・能力の向上や庁内連携の推進に取り組み、効率的・効果的な行政運営の実現を図る。
　国のデジタル庁の設立や自治体DX推進計画の策定など、行政の電子化が進められおり、本市においても行政手続
きの電子化やDX推進計画の策定を進める。

今後の方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

88.6 89.2 90.3 91.5 98.9 99.1

126 130 130 130 126 130 130 130 130 130

125 153 144 135 108 129

80 70 71 70 85 90 90 90 90 90

67 69 65 64 110 133

4 5 4 5 6 2 2 2 2 2

5 5 4 1 2 2

50 50 50 50 53 51 52 52 52 52

50 50 51 51 51 51

■施策の展開（主な取り組み）

【重点】

【重点】

【戦略】

【戦略】

単位当初

設定値

実績値

指標

2

3

4

5

河内長野市・橋本市・五條市の三市が広
域的な連携を図ることで、地域の発展と
住民の福祉の向上に寄与する。

三市における交流促進と若年層に向けて地域を発信する取組みとして、各市サッカー連盟
が主催する小学生三市交流サッカー大会に、広域連携協議会として共催した。なお、協議
会設立５０周年記念事業としてサイクリングイベントの実施を予定していたが、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大を踏まえ中止した。

6

7

河内長野市・橋本市・五條市による広域連携の推進

市庁舎１階にフリーWi-Fiを整備すること
により、来庁者が所有する端末から市の
事務事業に関する情報にアクセスするこ
とができるようになるほか、外国人などに
対する事務事業の案内にも活用を図る。

資産活用課

政策企画課

政策企画課

市庁舎へのフリーWi-Fiの整備

業務効率化に向けたRPA導入支援事業

南河内広域行政共同処理事業の効率的・効果的な推進

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

↗

評価

実績値

設定値

実績値

設定値
↗

1 職員研修受講率 89.9 ％

2 電子入札案件件数 122 件

3
簡易電子申請システ
ムの活用項目の件数

82 件

4
河内長野市・橋本
市・五條市　広域連
携事業の実施数

4 件
実績値

5
南河内広域共同処
理事務数（公平委共
同設置含む）

48 件
設定値

8

9

「南河内広域連携研究会」に参加し、広
域連携を推進する。

オンライン会議などを併用しながら「新しい生活様式」に即した研究活動を再開し、共同処理
事業の円滑な運営のために定期的にワーキング会議を開催した。また、共同処理事業の基
盤を強化するための課題解決に向けた検証を実施した。
ワーキング会議の開催：4回、その他担当者会議の開催など

No
事業名

事業の目的 実施内容

庁内の窓口業務を集約（総合窓口化）す
ること及び定型的な業務をアウトソーシン
グすることで、市民サービスの向上と行
政コストの削減を図る。

市民サービスの向上を念頭に置いて安定的に窓口を運営するため、アウトソーシングにより
行政の効率化を図るとともに、随時に委託事業者と協議や調整等を行いながら、月次定例会
において業務実績や業務予定、課題の共有を行った。

1

総合窓口化と窓口業務等のアウトソーシング

フリーＷｉ－Ｆｉのアクセスポイントを市庁舎１階に３カ所設置することにより、１階のほぼ全域で
Ｗｉ－Ｆｉでの通信が可能になった。併せて、00000JAPANに加入したことにより、災害時の非
常事態でも追加でSSIDを開放することで初期登録なし（パスワード登録なし）でWi-Fiの利用
も可能になった。

マイナンバー制度に基づく、自治体間情
報連携システムを用いて情報連携するた
めのデータ項目の変更に対応する。

情報連携するためのデータ項目変更に対応するため、住民情報システムの改修を行った。

市民がマイナポイントの申込みをスムー
ズできるように対応する。

マイナポイントの予約・申込を行うためのパソコンを設置し、専任の担当者が来庁する市民の
申込支援を行った。

マイナポイント予約・申込の支援

ＡＩやＲＰＡを活用して、事務作業時間の
縮減や業務効率の改善につなげる。

○

○

○

（所管課）

市民窓口課・介護保険課・保険医療課　他

政策企画課

人事課

総務課

総務課

行政評価の実施

職員人材育成基本方針【改定版】に基づく取組みの実施

マイナンバー制度に基づく自治体間情報連携システムバージョンアップ対応

政策企画課

PDCAサイクルによる効果的・効率的な
行政運営を推進し、第5次総合計画が掲
げる将来像を実現する。

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、書面会議にて行財
政評価委員会を実施した。
行政評価を活用したPDCAサイクルの構築及び、行政評価結果に基づき事業の見直しを進
め、施策の重点化及び事務の効率化を進めた。

河内長野市職員人材育成基本方針【改
定版】に定める「市民と共にまちを創造
し、信頼される職員」へと育成を図る。

「人事管理」、「職員研修」、「職場の環境整備」の３つの施策の連携を図りながら相乗効果の
高い人材育成の取組みを進めた。

令和２年度に総務省自治体行政スマートプロジェクトの採択を受けて実施した実証事業にお
いて、ＡＩ議事録作成支援を導入することで、会議録の作成に要する時間の縮減や職員の負
担軽減につながることが確認されたことから、ＡＩを活用した議事録作成支援システムの導入
を行い、職員の会議録作成にかかる負担軽減と作成に要する時間短縮を図った。
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まちづくりを支える政策 総計（後期）掲載頁 120

基本政策３　　　安定した財政基盤の確立
施策

Ｎｏ．

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

99.12 99.40 99.35 99.35 99.12 98.92 99.39 99.39 99.39

99.33 99.31 99.36 99.20 99.15 99.47

96.4 98.0 97.0 96.0 95.0 96.7 96.7 96.7 96.7

99.1 99.0 99.9 99.2 98.6 92.5

4.6 4.6 4.6 4.6 5.3 2.3 2.3 2.3 2.3

3.4 1.3 1.9 2.3 2.3 2.1

5.1 5.6 6.3 6.8 7.3 8.0 8.5 9.0 9.5

3.4 5.9 5.2 6.0 7.8 6.5

　歳入歳出全般においては、人口減少や高齢化の影響に加え、長引く新型コロナウイルス感染症の影響などにより、
引き続き厳しい財政運営が予想されるが、事業の見直しや業務改革などに取り組むとともに、「包括予算制度」を導入
して各部局の創意工夫による取り組みを促し、現場視点で必要なサービスを確保していく。
　税収においては、引き続き滞納事案の早期対応、差押などの強制徴収を進め、効率的な滞納整理を行うとともに、
高額・困難案件については、大阪府域地方税徴収機構へ引継ぐことにより徴収の強化を図り、徴収率の向上を図って
いく。

今後の方向性

総合評価 住みよさ指標の状況

10.0 ↘

　市税徴収率は、現年課税分の滞納整理の早期着手などの徴収強化による徴収率向上に取り組んだ結果、昨年度実績値
と比較して0.32ポイント上回った。
　経常収支比率は、高齢化を背景として社会保障関係費が増加したものの、普通交付税の増加などにより、前年度から6.１
ポイント改善した。
　実質公債費比率は、普通交付税増加に伴う標準財政規模の増加などにより、前年度から0.2ポイント減少した。

実績値

○
実績値

4
（参考）「適正で透明
性の高い財政運営」
に関する市民満足度

4.6 ％
目標値

3
実質公債費比率（普
通会計）

5.5 ％
目標値

2.3

2
経常収支比率（普通
会計）

103.9 ％
目標値

○
実績値

評価

1
市税徴収率（現年
分）

99.12 ％
目標値

実績値

H28

38

１０年後
の

めざす姿

公共施設等の適正な機能の確保を行い、中長期的に持続可能かつ計画的な財政運営が図られているとともに、歳入の確保と徹
底した歳出の抑制により、安定した財政基盤が確立されています。

住みよさ指標 当初 単位
目標値
(R7)

健全な財政運営の推進

実績値の推移

99.39 ○

96.7

令和３年度の成果

　債券による運用を積極的に行うことで、運用収入を確保するとともに、基金への積み立てを行った。
　前年度評価における方向性を踏まえて徴収に取り組んだ結果、現年度の徴収率は０．３２％の伸びを達成することが
できた。
　ふるさと納税について、国の謝礼品基準運用の厳格化に伴い一部謝礼品が対象外となったため、寄付受付窓口の
拡大や謝礼品の増加に取り組んだものの、前年度と比べ11.7％の減少となった。
　老朽化した市庁舎の設備（エレベーター、高圧引込ケーブル、電話交換機）の改修を、公共施設個別施設計画に基
づき実施した。
　市庁舎ＥＳＣＯ事業において更新及び導入した設備の維持管理、更なる省エネルギーを図るための機器の調整を実
施した。また、令和４年度の市有施設ＥＳＣＯ事業の実施に向けて、事業者選定審査会を開催し、事業者（優先交渉
権者）の選定を行った。

   税収においては、引き続き滞納事案の早期対応、差押などの強制徴収を進め、効率的な滞納整理を行うとともに、
高額・困難案件については、大阪府域地方税徴収機構へ引継ぐことにより徴収の強化を図り、徴収率の向上を図って
いく。
　 歳入歳出全般においては、少子高齢化や人口減少の影響に加え、長引く新型コロナウイルス感染症の影響などに
より市税が減収しているものの、事業の見直しや業務改革などに取り組むとともに、「包括予算制度」を導入して各部
局の創意工夫による取り組みを促し、現場視点で必要なサービスを確保していく。

A

前年度評価における
方向性
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■関連指標の推移

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

2,543,485 2,283,383 2,366,114 2,422,260 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000

2,325,250 2,339,306 2,405,847 2,446,635 2,469,735 2,494,535

50,000 35,000 100,000 150,000 50,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,000,000

37,000 33,676 132,099 350,623 513,342 453,521

72,500 106,020 126,300 136,300 136,300 180,100 180,100 180,100 180,100 180,100

48,239 18,826 152,603 20,585 3,775 10,724

■施策の展開（主な取り組み）

【戦略】

基金管理事業

ふるさと納税の推進

公共施設等総合管理計画の改訂

重要な施策推進に資するため、基金を
管理する。

昨今の低金利により、預金による運用利子収入が減少しているため、債券による運用を積極
的に行うことで、運用収入を確保するとともに、基金への積み立てを行った。

河内長野市を応援しようとする方々から
広く寄附金を募り、その寄附金を財源に
様々な施策展開を図るとともに、特産品
等の謝礼品送付を通じて市の魅力発信
と市内産業の振興に繋げる。

国の謝礼品基準運用の厳格化により、10月より謝礼品約50件が対象外となった。
その影響を補うため、寄附受付窓口の拡大（令和3年度中に3サイト開設、合計8サイト）と、市
内事業者との連携強化による謝礼品の増加による寄附額の維持増加を図ったが、最終的に
前年度実績を下回る寄附額となった（令和2年度：513,342千円→令和3年度：453,521千円
前年比　88.3%）。

令和４年度の事業実施に向けて、ＥＳＣＯ事業者選定審査会を２回開催し、事業者（優先交
渉権者）の選定を行った。

（所管課）

財政課

財政課

政策企画課

資産活用課

資産活用課

↗

令和２年度にＥＳＣＯ事業者において更新及び導入した設備についての維持管理、省エネ
ルギー効果の測定及び更なる省エネルギーを図るため機器の調整を実施した。

公共施設等の中長期の維持管理・更新
費の見通し等を精緻化するとともに、適
正管理に取り組むことによる効果額を示
し、より一層実効性ある計画となるよう改
訂を行う。

令和元年度に策定した公共施設再配置計画及び令和２年度に策定した公共施設個別施設
計画の内容を反映し、公共施設等の中長期の維持管理・更新費の見通し等を精緻化すると
ともに、適正管理に取り組むことによる効果額を示し、より一層実効性ある計画となるよう改訂
を行った。

市庁舎の設備や機器等が老朽化してい
るため、公共施設個別施設計画に基づ
き、計画的に改修・更新等を行う。

公共施設個別施設計画に基づき、ＥＶ改修工事、高圧引込ケーブル及び電話交換機の更
新、また次年度工事予定の防災報知設備の設計を実施し、長期的な市庁舎の維持管理を
通じて、安全で快適なサービスを提供する環境を整えた。

市庁舎改修事業

市有施設の省エネルギー化及び老朽化
した設備（照明・空調等）の改修をＥＳＣ
Ｏ事業で実施する。

No
事業名

事業の目的 実施内容

安定的な行政サービスの提供及び新た
な施策を着実に実行できるように財政運
営を行う。

財務会計システムの運用や予算書・決算書等の作成を行った。

1

財政運営事業

3
利用目的のない土地
等の売却金額

18,257 千円

1 財政調整基金残高 2,468,485 千円

2 寄附金額 37,000 千円
実績値

設定値

実績値

設定値
↘

市有施設ＥＳＣＯ事業

戦略
H28

設定値

実績値

実績値の推移

○

評価

6

7

老朽化した市庁舎の照明器具や空調熱
源機器等の改修について、民間事業者
のノウハウ導入と更新費用の低減を図る
ことを目的にESCO事業により実施する。

資産活用課

資産活用課

市庁舎ＥＳＣＯ事業

2

3

4

5

指標 単位当初
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河内長野市 総合政策部 政策企画課 

〒586-8501 河内長野市原町一丁目１番１号 

T E L：0721-53-1111（代表） 

E-Mail:kikaku@city.kawachinagano.lg.jp 



その他施策の評価シート
委員名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

No 施策 評価区分 意見・コメント

1

危機管理・防災対
策の推進

2

消防・救急・救助
体制の強化  □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

3

防犯対策の推進

 □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

4

交通安全対策の推
進

5

消費生活の安定と
向上  □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

6

地域福祉の推進

 □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

7

高齢者福祉の充実

 □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

8

障がい者福祉の充
実  □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

9

社会保障制度の適
正な運営  □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

※「妥当」、「概ね妥当」、「要検討」のいずれかに「☑」を付けてください。また、「概ね妥当」、「要検討」の場合は、
次年度以降の評価で留意すべき事項、事業目標見直しの提案、指標見直しの提案など、市内部での評価結果
に対する意見等をご記入ください。「妥当」の場合も、ご意見があれば記入をお願いします。



No 施策 評価区分 意見・コメント

10

健康づくりの推進
と医療体制の充実  □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

11

児童福祉の推進

 □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

12

子育て支援の充実

 □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

13

学校教育の充実

 □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

14

青少年の健全育成
の推進  □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

15

生涯学習の推進

 □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

16

歴史文化遺産の保
存・活用及び文化
芸術の振興

 □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

17

生涯スポーツ活動
の振興  □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

18

人権と平和の尊重

 □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

19

男女共同参画の推
進  □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒



No 施策 評価区分 意見・コメント

20

多文化共生と国際
交流の推進  □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

21

自然環境の保全・
活用  □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

22

循環型社会の構築

 □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

23

快適な生活環境の
確保  □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

24

魅力的な景観の形
成  □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

25

市街地整備の推進

 □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

26

住宅環境の充実

 □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

27

公園・緑地の整備

 □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

28

道路基盤の整備

 □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

29

公共交通の充実

 □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒



No 施策 評価区分 意見・コメント

30

上下水道の整備

 □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

31

商工業の振興

 □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

32

農林業の振興

 □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

33

観光の振興

 □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

34

雇用の確保と就
労・労働環境の充
実

 □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

35

都市ブランドの構
築と魅力発信

36

協働の推進と地域
コミュニティの活
性化

 □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

37

効果的・効率的な
行政運営の推進  □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒

38

健全な財政運営の
推進  □ 妥当

 □ 概ね妥当　⇒

 □ 要検討　　⇒
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